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第
四
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法
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律
案
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っ
て

第
一
節
改
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律
案
の
起
草
と
公
表

第
二
節
法
律
案
と
改
正
要
綱
と
の
対
照

第
三
節
改
正
法
律
案
の
概
要
ｌ
立
案
者
に
よ
る
解
説
を
中
心
に

⑪
株
式
会
社
の
設
立

②
株
式
会
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計
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式
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昭
和
一
三
年
会
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法
改
正
の
歴
史
的
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開
・
第
一
一
部

ｌ
改
正
法
律
案
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公
表
か
ら
改
正
法
の
成
立
施
行
と
戦
前
の
議
論
状
況
ま
で
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第
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四
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律
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年
②
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第
一
一
節
法
律
案
と
改
正
要
綱
と
の
対
照

昭
和
三
年
初
め
に
公
表
さ
れ
た
商
法
改
正
法
律
案
は
、
総
則
編
五
一
か
条
（
第
一
条
な
い
し
第
五
一
条
）
お
よ
び
会
社
編
の
う

ち
罰
則
を
除
く
四
一
一
一
四
か
条
（
第
五
一
一
条
な
い
し
第
四
八
五
条
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
旧
法
は
、
総
則
編
四
一
一
一
か
条
、
会

社
編
一
一
五
四
か
条
（
罰
則
を
除
い
て
）
で
あ
る
か
ら
、
会
社
法
に
力
点
を
置
い
た
大
改
正
案
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
改
正
法

律
案
は
ほ
ぼ
改
正
要
綱
を
踏
襲
し
て
起
草
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
起
草
に
際
し
て
改
正
要
綱
を
再
審
議
し
、
あ
る
い
は
追
加
ま

（
皿
）

た
は
削
除
を
な
し
、
あ
る
い
は
文
一
一
一
一
口
の
変
更
等
を
な
し
、
若
干
の
相
違
を
見
る
に
至
っ
た
部
分
も
あ
る
。

以
下
に
掲
げ
た
対
照
表
は
、
改
正
要
綱
の
項
目
が
改
正
法
律
案
の
条
項
に
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
た
か
を
容
易
に
検
索
し
う
る
よ

う
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
字
は
、
改
正
法
律
案
の
条
項
お
よ
び
改
正
要
綱
の
項
目
番
号
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

議
論
も
ま
た
喚
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
節
改
正
法
律
案
の
起
草
と
公
表

政
府
は
、
法
制
審
議
会
が
議
定
し
て
答
申
し
た
商
法
改
正
要
綱
を
法
律
案
と
し
て
起
草
す
べ
く
、
司
法
省
内
に
商
法
改
正
調
査
委

（
畑
）

（
川
）

員
会
を
設
け
た
。
調
査
委
員
〈
室
は
、
昭
和
七
年
一
一
月
よ
り
商
法
法
律
案
の
起
草
を
開
始
し
、
昭
和
一
○
年
末
に
、
立
案
作
業
を
終

（
伽
）

富
え
て
い
る
。

右
の
法
律
案
は
、
同
年
一
一
一
月
一
一
六
日
に
開
会
し
た
第
六
八
回
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
同
議
会
に
お
い
て

（
皿
）

当
時
の
岡
田
啓
介
内
閣
に
対
す
る
不
信
任
案
が
提
出
さ
れ
、
翌
昭
和
一
一
年
一
月
二
一
日
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
成
立
す

る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
、
こ
の
法
律
案
を
世
に
公
表
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
法
律
案
を
め
ぐ
る

罪
二
陽
へ

③
昭
和
一
二
年

第
五
章
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
の
成
立
と
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

第
一
節
改
正
商
法
の
成
立
と
施
行

第
二
節
康
徳
四
年
満
州
帝
国
会
社
法
の
成
立
ｌ
昭
和
一
三
年
会
社
法
の
双
生
児

第
三
節
改
正
法
を
め
ぐ
る
学
界
の
議
論
状
況

第
三
節
改
正
法

⑪
昭
和
一
三
年

②
昭
和
一
四
年

⑤
昭
和
一
五
年

⑨
昭
和
一
六
年

第
六
章
小

Ｕ
バ
ハ
匁
不
一
・
一
房
信

ｕ
ム
ハ
欠
不
一
一
石
も

］
臣
〒
△
ロ
・
ワ
Ｅ
Ａ

第
四
章
商
法
改
正
法
律
案
を
め
ぐ
っ
て

括

第
二
節
会
社
ノ

内
部
ノ
関
係

七
三
条

七
四
条
一
項

七
五
条

六
三
条
五
号

六
四
条
四
号

六
五
条
一
項

六
七
条

二一○

一一一一

■■■■■■■■■■￣￣一

八八七七

３（373） (372） ２ 

睡一

第一章総則五六条二項五七条

五八条一・二項 第二編会社 改正法律案

一一￣

￣一

六五 四

改正要綱

第二章合名会社第一節設立



一一雪》》騨雲罎巖鍵蕾匡凄圖歸』げ艫惟国碧｛』曉陦蝉密一」陶岬湘癬圖陶健昼冊卜院昨腺に隅脛トザ小卜膨惟に肘卜ｒ卜しトⅢ腰しトトトド陛隙化トドトト脱化卜Ｌ』炉－トトいい鵬騨偽腱陛鴎腱腱脾應醗應圀旙騨膨鴎際腱吟醸腱瞬懸院殿腰腰脆降腱縢縢鵬賦岼＃卯撹ト》・’１低服ドト肱し化鮮・脾・‐に‐仮叶匹トトにＩトー化』いⅢ０化房ＬＬｒＦ－卜｜催に候胖膨脹卜膳膨に隙に膨昨陛腱脛服脛脚隊僻收際Ｌ膀形限膨ト匹１トーーートⅡ１１僻－ｌｔＩｉ－ＩＩ－ｌｆ腰Ｉ卜・－－．，１

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第二部 神戸学院法学第25巻第２号

第
三
章
合
資
会
社

一
五
四
条
後
段

一
五
五
条

一
五
七
条

一
五
九
条

一
六
○
条

一
六
一
条
二
項

一
六
二
条
一
項
但
書

第
四
章
株
式
会
社

第
一
節
設
立

一
六
六
条
二
項

一
六
七
条

一
六
八
条
一
項
二
号

一
六
八
条
一
項
五
号

第
三
節
会
社
ノ

外
部
ノ
関
係

八
○
条
一
一
・
三
項

八
一
条

八
三
条

第
四
節
社
員
ノ

退
社

八
六
条

九
一
条

九
三
条
二
項

第
五
節
解
散

九
四
条

九
五
条
一
項

九
五
条
二
項

九
六
条

九
七
条

九
八
条
二
項

一
○
｜
条
一

一
○
四
二
○
五
条

二
○
・
一
一
一
条

一
一
三
条

一
六
八
条
一
項
六
号

一
六
八
条
二
項

一
七
○
条
一
項

一
七
二
条

一
七
五
条
二
項
五
号

・
七
号

一
七
五
条
二
項
六
号

一
七
五
条
四
項

八八

四二
八八八七七
一五○八七

修
正

七
三
・
七
四

七
二

一
一
○
・
一
’
一

七
六
・
二
○
・

七七六六六六六
一○九八七六五

三
四

三
五

一一一一ハ四四四二四八四二四四四
九七七八三参一八二一○

参照・参
昭 四照job、

● 

一
一
九
・
三
一
一
一

三
八

三
九

第
二
節
株
式

二
○
一
条
一
項

二
○
五
条

二
○
六
条
一
項

二
○
九
条
一
項

二
一
○
条

一
一
二
条

一
一
一
二
条
二
項

二
一
五
条
二
項

二
一
六
条

一
二
九
条
一
項

二
一
九
条
二
項

二
二
○
条

二
一
一
一
一
条
一
項

第
六
節
清
算

二
七
条
二
項

二
七
条
三
項

二
七
条
四
項

二
八
条
二
項

二
九
条

一
一
三
条

一
一
一
五
条
一
一
・
三
項

一
二
七
条

一
三
一
条
但
書

一
三
四
条

一
三
五
条

一
三
六
条
一
項

一
三
六
条
二
項

一
三
六
条
三
項

一
三
九
条
一
項

一
四
○
条

一
四
一
条

一
四
三
条

一
四
五
条

一
七
七
条
二
項

一
八
一
条
一
項

一
八
八
条
二
項

一
九
○
条
二
項

一
九
一
条

一
九
二
条

一
九
六
条

一
九
七
条
一
項

一
九
八
条

一
四
条

一
五
条
一
項

八九九九九八八八八
三四三一六二九七二

－－－－－－－－－－九九九
一○○○○○○○○○八七二
二四八七五五二一－○

五
一

五
○
第
二
項

五
○
第
一
項

五
○
第
二
項

五
○
第
三
項

五
二

五
四

五
三

五
六

五
七
・
二
八
参
照

五
五

五
九
前
段

五
八

五
九
・
六
○

六
一
参
照

六
一
前
段

一ハ’’

一ハー一一

六
四

二
八
参
照

四
八
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二
九
七
条

三
○
｜
条
二
項

三
○
五
条
一
項

三
○
八
条

三
一
七
条

第
二
款
社
債
権
者

集
会

三
一
一
九
条

一
一
一
三
四
条

三
一
一
一
六
条

一
一
一
三
七
条

三
一
一
一
八
条

一
一
一
三
九
条

第
六
節
定
款
ノ

変
更

三
四
四
条
三
項

三
四
五
条

三
四
八
条

三
四
九
条

三
五
○
条

三
五
二
条

三
五
三
条

三
五
八
条

三
一
一
○
条

第
三
節
会
社
ノ

機
関 三
一
一
一
条

三
四
条
三
項

三
五
条

第
一
款
株
主
総
会

一
三
一
一
一
条

一
三
六
条

一
三
七
条
三
項

一
四
一
条
一
項

一
四
四
条

一
四
六
条

一
四
七
条
二
項

一
五
二
条

一
五
三
条

第
二
款
取
締
役

一
五
四
条
一
項

一
五
六
条

一
五
九
条

一
六
一
条
三
項

一
六
二
条

一
一
○
・
一
一

一
○
六

一
一
○
・
二

・
九
五
第
一
項

九
九

一
○
’

’
’
一
一
一

一
五
四

一
五
五

一
五
三
・
’
五
七

一
六
○

’
五
三

一
六
○

一
一
八

七
九

二
九

一
二
○

一一’一一一

一
四
六

一
四
六
二
四
七

二
八

一
五
一

一
四
八

一
四
八

一一一一一一

四四四四五四
八八八九○九

一
一
四

一
一
五

一
一
一
ハ

ニ
七

一一一一一

一一一一一

一一一一一

七六四五四

三
五
九
・
’
一
一
六
○

・一一一一ハ｜・’一一一ハ

一
一
・
三
六
一
一
一
条

一
一
一
六
四
・
三
六
五

・’一一一ハーハ・’一一一ハ

七
・
三
六
九
条

三
七
○
条

三
七
一
・
一
一
一
七
一
一

・
一
一
一
七
三
・
’
’
’
七

四
条

三
七
五
条

三
七
六
条
二
項

三
七
七
条
二
項

三
七
九
条

三
八
○
条

０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
．
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
 

第
七
節
会
社
ノ

整
理

三
八
一
・
’
一
一
八
一
一
一

・
’
’
一
八
六
・
三
八
一

七
・
一
一
一
八
八
・
三

八
九
・
三
九
○
・

三
九
一
・
一
一
’
九
一
一

・
一
一
一
九
一
一
一
・
三
九

一
一
六
三
条
一
項

二
六
四
条
一
項

二
六
七
条
二
項

二
六
八
条
一
項

第
三
款
監
査
役

二
七
六
条
二
項

二
八
○
条

第
四
節
会
社
ノ

計
算

二
八
二
条
二
項

二
八
四
条

二
八
五
条

二
八
六
条

二
八
七
条

二
八
八
条

二
八
九
条

二
九
一
条
二
項

二
九
二
条

二
九
四
条
一
項

二
九
五
条

０
６
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
■
０
０
０
０
．
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
 

第
五
節
社
債

第
一
款
総
則

一
五
三

一
六
三
・
一
六
四

一
一
ハ
ー
ハ

一
六
七

一
六
八

１－－ 

０一一

０－￣ 

’四一

一
三
八

一
一
一
一
一

一
一
一
一
四
・
一
三
五

一一一一一ハ

’
三
七

一
三
九
・
一
四
○

一
四
一

一
四
二

一
四
三

一
四
四

一
四
五

一九
六六

● 

六

一一一

一一－

○○九八

一

六
九

一
五
九

一
五
八
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（
脳
）

設
立
に
関
し
て
は
、
改
正
委
員
会
の
小
委
員
で
あ
っ
た
大
森
洪
太
司
法
省
民
事
局
長
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

（
ｗ
）
 

ま
ず
、
会
社
の
成
立
一
般
に
つ
き
、
設
立
登
記
を
成
立
要
件
と
し
て
そ
の
関
係
を
明
確
に
し
た
（
改
正
法
律
案
七
五
条
）
。

株
式
会
社
の
設
立
に
関
す
る
主
要
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
棚
）

（
伽
）

定
款
は
公
証
人
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
（
’
六
七
条
）
、
会
社
の
公
告
方
法
が
法
定
式
」
れ
た

（
一
六
六
条
一
一
項
）
。
投
資
の
自
由
を
拡
張
し
、
物
的
会
社
の
物
的
要
素
を
強
化
す
べ
く
、
各
種
優
先
株
の
発
行
は
設
立
の
場
合
に

も
是
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
後
配
株
も
許
さ
れ
（
一
六
八
条
一
項
一
一
号
）
、
議
決
権
な
き
株
式
も
認
め
ら
れ
る
こ

（
伽
〉

と
と
な
っ
た
（
二
四
一
一
条
）
。

復
す
る
部
分
も
あ
る
が
、

⑪
株
式
会
社
の
設
立

松
本
窯
治
博
士
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
商
法
典
を
廃
止
し
て
、
こ
れ
を
会
社
・
運
送
・
保
険
・
船
舶
・
海
上
運
送
等
の
多
数
単
行
法
に

解
体
す
る
こ
と
も
視
野
に
含
め
た
よ
う
で
あ
る
極
法
制
審
議
会
に
お
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
実
際
の
便
宜
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
行
法

の
不
便
な
点
を
補
正
す
る
に
止
め
る
意
味
で
改
正
要
綱
を
定
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
改
正
法
律
案
も
こ
れ
に
従
っ
た
も
の
と
な
っ
た
と

（
脳
）

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
常
の
改
正
の
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
の
法
条
を
そ
の
ま
ま
存
せ
し
め
て
、
第
何
条
の
二
ま
た
は
一
一
一
と
い

う
よ
う
な
新
規
定
を
追
加
す
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
に
お
い
て
は
、
追
加
さ
れ
る
べ
き
法
条
が
あ
ま
り
に
多
数
で
あ
る
た
め
、（
噸
）

こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
形
式
上
は
、
第
一
編
・
第
二
編
の
す
べ
て
を
改
正
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

第
三
節
改
正
法
律
案
の
概
要
ｌ
立
案
者
に
よ
る
解
説
を
中
心
に

改
正
法
律
案
の
重
要
な
改
正
点
に
関
し
て
、
公
表
直
後
に
、
立
案
参
加
者
が
そ
の
解
説
を
な
し
て
い
る
。
改
正
要
綱
の
概
要
と
重

す
る
部
分
も
あ
る
が
、
そ
の
主
要
点
に
つ
き
、
立
案
者
が
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
点
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
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０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
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０
Ｉ
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０
０
０
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０
０
０
０
０
０
０
０
０
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（
皿
）

財
産
引
受
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
（
一
六
八
条
一
項
六
号
）
、
現
物
出
資
の
時
期
の
明
確
化
が
図
ら
れ
た
（
一
七
二
条
）
。

発
起
設
立
に
つ
き
、
各
発
起
人
の
株
式
の
引
受
け
は
書
面
に
よ
っ
て
こ
れ
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
（
一
六
九
条
）
、
設
立
手
続
経

過
の
調
査
に
関
す
る
規
定
を
明
確
に
し
て
、
一
面
に
お
い
て
設
立
の
確
実
を
期
す
と
と
も
に
他
面
に
お
い
て
実
際
の
利
便
に
そ
う

募
集
設
立
に
つ
き
、
株
式
申
込
証
の
記
載
要
件
が
詳
密
に
な
り
二
七
五
条
）
、
そ
の
要
件
に
、
株
式
の
払
込
み
を
取
り
扱
う
べ

き
銀
行
ま
た
は
信
託
会
社
の
名
称
と
そ
の
取
扱
場
所
を
表
示
す
べ
き
こ
と
と
し
た
（
一
七
五
条
一
一
項
六
号
）
。
こ
れ
は
預
合
防
止
に

関
す
る
規
定
に
牽
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
払
込
み
は
こ
の
取
扱
場
所
に
お
い
て
な
す
こ
と
を
要
し
（
’
七
七
条
一
一
項
）
、
取
扱
い
を

な
し
た
銀
行
ま
た
は
信
託
会
社
は
、
払
込
金
の
保
管
に
関
し
て
証
明
を
し
た
以
上
は
い
わ
ゆ
る
預
合
の
主
張
を
も
っ
て
会
社
に
対
抗

（
川
）

し
》
え
な
い
も
の
と
し
た
（
一
九
○
条
）
。

（
脇
）

定
款
所
定
の
一
定
事
項
に
つ
き
、
も
し
そ
の
｛
正
め
あ
る
場
合
に
は
、
検
査
役
の
選
任
を
裁
判
所
に
請
求
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た

（
酬
）

も
の
と
し
た
（
’
七
三
条
）
。

財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
に
掲
げ
る
べ
き
財
産
の
評
価
に
関
し
て
は
、
解
釈
上
の
疑
義
を
避
け
る
た
め
、
規
定
を
要
す
る
事
項
に

つ
き
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
会
社
の
財
政
状
態
が
営
業
以
外
の
成
績
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
堅
実
味

を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
株
式
会
社
の
営
業
用
固
定
資
産
は
取
得
価
額
ま
た
は
製
作
価
額
を
も
っ
て
評
価
の
最
高
限
度
と
す
る
も
の
と

（
”
）
 

し
た
（
二
八
五
条
）
。
取
引
所
の
相
場
の
あ
る
有
価
証
券
の
評
価
額
に
つ
き
、
そ
の
相
場
工
作
を
防
止
す
る
た
め
、
決
算
期
前
一
力

（
伽
）

ら
れ
る
。

②
株
式
会
社
の
計
算

計
算
に
関
し
て
は
、
改
正
委
員
会
に
陪
席
し
、
立
案
に
参
加
さ
れ
た
鈴
木
竹
雄
助
教
授
（
当
時
）
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。 （
醜
）

計
算
書
類
に
関
す
る
、
王
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

計
算
書
類
の
公
示
に
つ
き
、
定
時
総
会
の
会
日
よ
り
二
週
間
前
に
こ
れ
を
監
査
役
に
提
出
し
、
会
日
の
一
週
間
前
よ
り
本
店
に
備

え
置
く
べ
き
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、
株
、
王
お
よ
び
債
権
者
に
対
し
、
こ
れ
の
関
覧
権
の
ほ
か
、
費
用
を
払
っ
て
そ
の
謄
本
ま
た
は

（
狐
）

抄
本
の
交
付
を
求
め
る
権
利
を
も
認
め
た
（
一
一
八
一
・
二
八
一
一
条
）
。

計
算
書
類
の
承
認
に
つ
き
、
書
類
承
認
の
決
議
後
一
一
年
内
に
別
段
の
決
議
が
な
い
と
き
は
、
と
く
に
不
正
の
行
為
が
な
い
限
り
、

（
畑
）

当
然
に
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
責
任
解
除
を
生
じ
る
も
の
と
し
た
（
二
八
四
条
）
・

計
算
書
類
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
お
よ
び
損
益
計
算
書
に
つ
き
そ
の
作
成
様
式
を
法
定
す
る
こ
と
は
必

要
で
あ
る
が
、
実
際
の
便
宜
に
鑑
み
、
商
法
中
に
規
定
を
設
け
る
の
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら
、
施
行
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
勅
令
を

（
鯛
）

も
っ
て
こ
の
様
式
を
定
む
く
き
も
の
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
鈴
木
竹
雄
助
教
授
は
、
臨
時
産
業
〈
ロ
理
局
財
務
管
理
委

員
会
作
成
の
「
財
務
諸
表
準
則
」
（
昭
和
九
年
九
月
）
は
右
の
勅
令
の
制
定
に
つ
き
資
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お

（
価
）

二
八
一
条
）
。

（
鯛
）

創
立
総
会
に
お
い
て
、
定
款
所
定
の
一
定
の
事
項
に
変
更
を
加
え
た
場
合
の
規
定
が
新
設
さ
れ
た
（
一
八
五
条
二
項
）
。
な
お
、

創
立
総
会
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
旧
法
と
同
様
で
あ
る
が
、
株
主
総
会
に
関
す
る
改

（
ｗ
）
 

正
案
の
規
定
が
詳
密
に
な
っ
た
た
め
に
、
創
立
総
会
に
関
す
る
規
定
も
明
確
化
さ
れ
る
方
向
で
整
備
さ
れ
た
（
一
八
○
条
一
二
項
）
。

（
剛
）

設
立
賛
助
者
に
発
起
人
と
同
一
の
一
員
任
が
負
わ
さ
れ
た
（
一
九
八
条
）
。
権
利
株
の
譲
渡
に
つ
き
、
こ
れ
が
会
社
に
対
し
て
そ
の

効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
譲
渡
を
実
際
の
利
便
の
た
め
に
緩
和
的
に
変
更
し
た
が
、
発
起
人
は
権
利
株
の
譲
渡

（
伽
）

が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
’
九
一
条
）
。
株
式
を
引
き
受
け
た
者
に
よ
る
意
思
表
一
水
の
暇
疵
等
に
基
づ
く
引
受
け
の
無
効
ま
た
は

（
剛
）

取
消
し
の
、
王
張
の
制
限
に
つ
き
、
明
確
化
を
図
っ
た
（
一
九
一
一
条
）
。
発
起
人
に
対
す
る
訴
の
提
起
に
つ
い
て
の
規
定
が
新
設
さ
れ

（
畑
）

た
（
一
九
七
条
）
。

(380） 10 (381） 1１ 
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月
の
平
均
価
額
を
超
え
な
い
も
の
と
し
た
（
二
八
五
条
）
○
創
業
費
を
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
の
を
無
制
限
に
認
め

る
こ
と
は
会
社
の
基
礎
を
脆
弱
に
さ
せ
る
の
で
、
こ
の
範
囲
を
設
立
費
用
、
発
起
人
に
対
す
る
報
酬
お
よ
び
設
立
登
記
の
登
録
税
に

限
定
し
て
計
上
を
許
す
と
と
も
に
、
こ
の
場
合
に
は
会
社
成
立
後
五
年
内
に
毎
決
算
期
に
お
い
て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
な
す
べ
き

（
狐
）

も
の
と
し
た
（
二
八
六
条
）
。
社
債
が
額
面
以
下
で
発
行
さ
れ
る
と
き
、
会
社
が
償
還
す
べ
き
社
債
総
額
と
そ
の
募
集
に
よ
る
取
得

金
額
と
の
差
額
を
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
を
許
す
と
と
も
に
、
社
債
償
還
の
期
限
内
に
毎
決
算
期
に
お
い
て
均

（
川
）

等
額
以
上
の
償
却
を
な
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
（
二
八
七
条
）
。

法
定
準
備
金
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

法
定
準
備
金
は
、
現
実
の
配
当
如
何
と
関
係
な
く
、
配
当
期
毎
に
そ
の
決
算
期
の
利
益
の
二
○
分
の
一
以
上
を
積
み
立
て
る
べ
き

（
皿
）

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
文
一
一
一
一
口
上
明
確
に
し
た
（
二
八
八
条
一
項
）
。

額
面
超
過
額
の
部
分
の
準
備
金
組
入
れ
は
不
要
で
あ
り
、
額
面
超
過
額
か
ら
株
式
発
行
の
た
め
支
出
し
た
費
用
を
控
除
し
た
額
を

（
、
）

準
備
金
に
組
み
入
れ
る
も
の
と
し
た
（
二
八
八
条
二
項
）
。（
畑
）

法
定
準
備
金
を
取
り
崩
す
場
合
に
つ
き
規
定
を
設
け
た
（
二
八
九
条
）
。

利
益
お
よ
び
利
息
の
配
当
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
建
設
利
息
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
定
款
を
も
っ
て
配
当
し
う
る
時
期
を
定
め
さ
せ
、
そ
の
満
了
後
は
配
当
を
許
さ
な
い
も
の

（
川
）

と
し
た
（
二
九
一
条
一
項
）
。
配
当
し
た
建
設
利
息
の
額
を
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
し
た
と
き
は
、
年
六
分
を
超
過
す
る

（
弧
）

利
息
を
配
当
す
る
ご
と
に
そ
の
超
過
額
と
同
額
以
上
の
金
額
を
償
却
す
べ
き
も
の
と
し
た
（
一
一
九
一
条
三
項
）
。
利
息
の
配
当
を
な

し
て
い
る
会
社
は
、
増
資
に
よ
る
新
株
に
対
し
て
旧
株
同
様
の
配
当
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
明
定
し
、
こ
の
場
合
の
条
件

（
狐
）

を
明
確
化
し
た
（
二
九
一
一
条
）
。

③
株
式
会
社
の
定
款
の
変
更

（狐）

定
款
の
変
更
に
関
し
て
も
、
鈴
木
竹
雄
助
教
授
（
当
時
）
が
解
説
き
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
で
も
っ
と
も
重
要
な
改
正
点
は
、
転

換
社
債
お
よ
び
転
換
株
式
の
制
度
を
英
米
か
ら
輸
入
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
改
正
点
が
み
ら
れ
る
。

総
則
的
規
定
に
関
し
て
は
、
以
下
が
主
た
る
改
正
点
で
あ
る
。

特
別
決
議
の
定
足
数
に
つ
き
、
自
己
株
式
を
議
決
権
な
き
も
の
と
し
た
ほ
か
、
定
款
を
も
っ
て
名
義
書
換
後
六
ヵ
月
を
超
え
な
い

株
主
の
議
決
権
を
奪
う
こ
と
を
許
し
、
議
決
権
な
き
株
式
を
認
め
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
か
か
る
株
主
は
総
株
主
の
員
数
に
、
ま
た

（
皿
）

そ
の
有
す
る
株
式
の
金
額
は
資
本
の
額
に
算
入
し
な
い
も
の
と
し
た
（
三
四
四
条
）
。

各
種
株
主
の
総
会
に
つ
き
、
｜
種
の
株
主
に
損
害
を
及
ぼ
す
べ
き
場
合
に
お
け
る
そ
の
種
の
株
主
の
総
会
に
関
す
る
一
般
的
規
定

（、）

配
当
の
標
準
に
つ
き
、
後
配
株
を
認
め
た
こ
と
に
と
も
な
う
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
（
一
一
九
三
条
）
。

検
査
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
、
少
数
株
主
権
の
発
動
と
し
て
の
裁
判
所
に
対
す
る
検
査
役
選
任
請
求
権
の
濫
用
を
防
止
す
る

（畑）

た
め
、
少
数
株
主
要
件
お
よ
び
請
求
を
な
し
う
る
事
由
を
制
限
し
た
こ
と
で
あ
る
（
二
九
四
条
）
。

雇
用
関
係
上
の
債
権
者
の
保
護
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
、
身
元
保
証
金
返
還
請
求
権
、
退
職
手
当
金
請
求
権
等
、
会
社
に
対

（
畑
）

し
て
一
雇
用
関
係
に
基
づ
く
債
権
を
有
す
る
者
が
一
般
の
先
取
特
権
を
有
す
る
と
し
た
点
で
あ
る
（
一
一
九
五
条
）
。

資
本
増
加
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（狐〉

資
本
増
加
を
株
金
全
額
払
込
後
に
限
り
許
容
す
る
と
い
う
規
｛
正
（
明
治
四
四
年
商
法
一
一
○
条
）
を
削
除
し
た
。
増
資
以
外
の
場

（
狐
〉

合
に
も
優
先
株
発
行
を
認
め
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
優
先
株
の
規
定
が
資
本
増
加
の
部
分
に
置
か
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
（
一
六
八

条
一
項
二
号
参
照
）
。

各
種
株
主
の
総
会
に
つ
き
、

（麹）

が
設
け
ら
れ
た
（
三
四
五
条
）
。

(382） １２ 
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資
本
増
加
手
続
き
に
つ
き
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
資
本
増
加
に
際
し
て
は
、
現
物
出
資
に
関
す
る

事
項
の
み
な
ら
ず
、
新
株
を
額
面
以
上
で
発
行
し
、
財
産
引
受
を
約
し
、
特
定
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
場
合
に
も
、
現
物
出

（
澱
）

資
と
同
様
に
増
資
決
議
に
お
い
て
決
議
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
決
議
事
項
に
追
加
し
た
（
三
四
八
条
）
。

原
則
的
に
何
人
も
新
株
引
受
権
を
有
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
資
本
増
加
に
際
し
て
特
定
の
者
に
新
株
引
受
権
を
与
え
る
に

は
、
こ
の
者
お
よ
び
引
受
権
の
内
容
を
増
資
決
議
に
お
い
て
決
議
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
と
も
に
（
三
四
八
条
四
号
）
、
将
来
の
資

本
増
加
に
お
け
る
新
株
引
受
権
を
特
定
の
者
に
与
え
る
べ
き
旨
の
契
約
を
締
結
す
る
に
は
、
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
る
こ
と
を
要
求

主
と
同
様
の
権
利
を
行
使
し
う
る
と
と
も
に
（
一
一
一
五
一
条
一
一
項
）
、
他
方
株
金
払
込
み
の
期
日
か
ら
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
当
を
受

け
る
も
の
と
し
た
（
一
一
一
五
一
一
条
）
。
な
お
、
権
利
株
の
譲
渡
に
つ
き
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
が
引
き
受
け
た
株
式
に
限
っ
て
絶
対

（”） 

無
効
と
し
、
一
般
に
は
そ
の
譲
渡
を
会
社
に
対
抗
し
え
な
い
も
の
と
し
た
（
三
七
○
条
）
・

転
換
株
式
の
導
入
に
関
し
て
、
王
と
し
て
一
一
一
一
口
及
す
べ
き
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

英
米
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
転
換
株
式
の
制
度
を
輸
入
し
、
こ
れ
を
資
本
増
加
の
際
に
お
い
て
の
み
発
行
で
き
る
も
の
と
し
た
。

こ
の
た
め
、
こ
の
規
定
は
優
先
株
と
異
な
っ
て
資
本
増
加
の
部
分
に
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
Ｐ
転
換
株
式
を
発
行
す
る
に
は
、
資
本

増
加
の
決
議
に
お
い
て
新
株
に
転
換
権
を
付
与
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
そ
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
（
一
一
一
五
九
条
）
、
さ
ら
に
右

の
事
項
は
、
こ
れ
を
定
款
、
株
式
申
込
証
、
株
券
、
株
主
名
簿
に
記
載
し
、
か
つ
資
本
増
加
の
登
記
に
掲
げ
る
こ
と
を
要
す
る
（
一
一
一

六
○
条
）
。
転
換
を
要
求
す
る
に
は
、
法
定
の
方
式
を
具
備
し
た
書
面
一
一
通
を
株
券
と
と
も
に
会
社
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る

（
三
六
一
条
）
。
転
換
の
効
力
は
、
利
益
配
当
そ
の
他
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
営
業
年
度
の
終
わ
り
に
効
力
を
生
じ
る
も
の
と

した（一一一六一一条）。そしてへその結果たる株式の数の増減を登記しなければならない（一一一六一一一条）。なお、この転
換
権
は
、
あ
る
種
類
の
株
主
に
属
す
る
特
権
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
侵
害
す
る
に
は
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
加
え
て
転
換
株
主
の

みの総会の決議をも必要とす鰍）（一一一四五条）・
転
換
社
債
の
導
入
に
関
し
て
主
と
し
て
言
及
す
べ
き
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

転
換
社
債
に
つ
い
て
も
英
米
の
制
度
が
輸
入
さ
れ
た
。
転
換
社
債
は
、
そ
の
転
換
権
の
行
使
に
対
し
て
確
実
に
株
式
を
提
供
で
き

る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
授
権
資
本
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、
条
件
付
資
本
増
加
、

す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
な
さ
れ
た
資
本
増
加
の
決
議
を
基
礎
と
し
て
、
転
換
権
の
行
使
さ
れ
た
部
分
に
つ
き
資
本
増
加
を
生
じ
さ

せ
る
と
い
う
制
度
を
採
用
し
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
制
度
が
資
本
増
加
の
部
分
に
置
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
・
転
換
社
債
の
発
行
に
は
、

（
恥
）

し
た
（
一
二
四
九
条
）
。

会
社
の
成
立
後
一
一
年
内
に
資
本
増
加
の
決
議
を
な
し
、
ま
た
は
資
本
を
倍
額
以
上
に
増
加
す
る
場
合
に
お
い
て
、
現
物
出
資
ま
た

は
財
産
引
受
を
定
め
た
と
き
は
、
裁
判
所
の
選
任
す
る
検
査
役
に
よ
っ
て
当
否
の
調
査
を
受
け
、
不
当
な
場
合
に
は
相
当
の
処
分
を

受
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
（
一
一
一
五
一
一
一
条
．
三
五
五
条
）
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
い
わ
ゆ
る
事
後
設
立
に
対
す
る
の
と
同
様
の
対
策

的
規
定
が
資
本
増
加
の
場
合
に
も
設
け
ら
れ
た
（
一
一
一
七
五
条
）
。
現
物
出
資
の
給
付
時
期
に
つ
い
て
も
、
設
立
の
場
合
と
同
様
の
規

（
油
）

定
が
設
け
ら
れ
た
（
一
二
七
六
条
）
。

設
立
の
際
の
株
式
申
込
証
に
関
す
る
改
正
に
対
応
し
て
、
資
本
増
加
の
際
の
新
株
申
込
み
の
株
式
申
込
証
の
記
載
事
項
に
追
加
を

み
た
（
一
一
一
五
○
条
）
。
株
金
払
込
取
扱
手
続
き
に
つ
き
、
設
立
の
規
定
を
準
用
し
（
一
一
一
七
○
条
）
、
株
式
申
込
み
に
民
法
九
三
条
但
書

（
狐
）

の
適
用
が
な
い
こ
と
お
よ
び
申
込
み
の
無
効
の
増
資
登
記
後
に
お
け
る
、
王
張
の
制
限
に
つ
い
て
も
設
立
の
場
合
と
同
様
に
し
た
（
一
一
一

七
○
条
）
。

資
本
増
加
の
登
記
に
つ
き
、
登
記
期
間
お
よ
び
登
記
事
項
に
変
更
を
加
え
た
ほ
か
（
三
五
七
条
）
、
本
店
所
在
地
に
お
け
る
登
記

に
よ
っ
て
資
本
増
加
の
効
力
を
生
じ
る
も
の
と
し
た
（
一
一
一
五
八
条
一
項
）
。
た
だ
し
、
新
株
引
受
人
は
一
方
報
告
総
会
に
お
い
て
株

(384） 1５（385） １４ 
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（
狐
）

株
式
に
関
し
て
は
、
改
正
委
員
会
の
小
委
員
と
し
て
、
こ
れ
に
専
従
三
」
れ
た
松
本
丞
へ
治
博
士
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

変
名
株
主
の
責
任
に
関
す
る
改
正
点
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
わ
ら
人
形
」
を
使
っ
て
株
式
を
引

（
湖
）

き
受
け
ま
た
は
譲
り
受
け
た
背
後
の
者
に
、
引
受
人
ま
た
は
株
、
主
た
る
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
’
’
○
一
条
一
項
）
。

株
券
発
行
前
の
株
式
の
譲
渡
に
関
し
て
は
、
こ
の
種
の
株
式
の
譲
渡
が
会
社
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
も
の
と
し
た
（
一
一
○
四

（
断
）

条
）
。
も
ち
ろ
ん
、
権
利
株
の
譲
渡
禁
止
と
は
別
次
一
兀
の
規
｛
正
で
あ
る
。

株
式
の
譲
渡
に
関
す
る
改
正
点
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
名
株
式
の
譲
渡
に
つ
き
、
定
款
に
別
段
の
定
め

が
な
い
限
り
、
こ
の
譲
渡
は
株
券
の
裏
書
に
よ
っ
て
な
し
う
る
も
の
と
し
、
裏
書
の
形
式
、
と
り
わ
け
白
地
式
裏
書
に
関
す
る
手
形

法
の
規
定
を
こ
の
場
合
に
準
用
し
た
（
一
一
○
五
条
）
。
結
局
、
裏
書
が
あ
る
と
き
は
そ
の
株
券
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
株
式
の
移
転
を

第
一
一
一
者
に
対
抗
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
会
社
に
対
抗
し
う
る
た
め
に
は
、
名
義
書
換
え
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
（
一
一
○
六
条

一
項
）
。
株
券
盗
取
の
場
合
の
危
険
を
回
避
す
べ
く
、
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
株
主
の
な
し
た
裏
書
が
真
正
で
な
い
場
合
に
、
会

社
が
調
査
を
し
て
そ
の
真
偽
を
判
別
で
き
な
い
と
き
は
、
善
意
取
得
を
認
め
な
い
も
の
と
し
た
（
一
一
○
六
条
一
一
項
）
。
か
か
る
善
意

取
得
の
制
限
は
わ
が
国
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
旧
法
上
、
記
名
株
券
の
被
盗
取
者
ま
た
は
紛
失
者
が
権
利
を
失
う
危
険
が
な
か
っ

た
こ
と
に
鑑
み
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
地
位
に
大
き
な
変
更
が
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
改
正
法
律
案
は
裏
書
に

よ
る
譲
渡
の
方
法
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
る
不
便
（
た
と
え
ば
会
社
に
お
い
て
名
義

書
換
え
を
な
す
に
あ
た
り
、
株
券
一
枚
毎
に
裏
書
人
の
印
鑑
照
合
を
な
す
等
）
を
避
け
よ
う
と
欲
す
る
会
社
は
、
定
款
を
も
っ
て
こ

（
狐
）

の
方
法
の
採
用
を
否
認
し
う
る
。

株
金
の
滞
納
の
あ
る
株
式
の
譲
渡
に
関
す
る
改
正
点
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
金
払
込
期
日
後
に

払
込
み
の
な
い
株
式
に
つ
い
て
は
、
会
社
は
そ
の
株
金
の
払
込
み
が
あ
る
ま
で
名
義
書
換
え
を
拒
み
う
る
も
の
と
し
（
一
一
○
六
条
三

ま
ず
社
債
発
行
の
決
議
に
お
い
て
転
換
権
の
付
与
と
条
件
付
資
本
増
加
と
を
決
議
し
、
か
つ
転
換
権
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
を
要

す
る
（
一
一
一
六
四
条
）
・
右
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
確
に
し
ま
た
知
悉
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
定
款
、
社
債
申
込
証
、

社
債
券
等
に
記
載
し
、
か
つ
社
債
の
登
記
中
に
掲
げ
る
こ
と
を
要
す
る
（
一
一
一
六
六
条
）
。
転
換
手
続
き
は
転
換
株
式
の
手
続
き
に
準

じ
る
が
（
’
一
一
六
七
条
な
い
し
一
一
一
六
九
条
）
、
転
換
社
債
に
よ
っ
て
取
得
し
た
金
額
が
転
換
に
よ
っ
て
与
え
た
株
式
の
金
額
を
超
え
る

（
皿
）

と
き
は
、
そ
の
差
額
を
法
定
準
備
金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
要
す
る
（
一
二
六
五
条
一
一
一
項
）
。

資
本
増
加
の
無
効
に
つ
き
、
設
立
無
効
の
訴
に
な
ら
っ
て
増
資
無
効
の
訴
の
制
度
が
新
設
さ
れ
た
（
三
七
一
条
以
下
）
。

資
本
減
少
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
債
権
者
保
護
手
続
き
に
つ
き
、
債
権
者
に
対
す
る
手
続
き
を
効
力
要
件
に
ま
で
高
め
た
（
三
七
六
条
一
一
項
）
。
異
議
を
述

べた債権者に対して、彼を受託者として信託会社に財産を信託するという便法他蝋めた（一一一七六条一一項）。社債
権
者
が
異
議
を
述
べ
る
に
は
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
を
も
っ
て
こ
れ
を
な
す
こ
と
を
要
求
し
た
（
一
一
一
七
六
条
一
一
一
項
）
。

株
式
併
合
の
手
続
き
に
つ
き
、
株
主
に
株
券
提
出
を
促
す
方
法
と
し
て
、
通
知
に
加
え
、
無
記
名
株
の
存
在
を
顧
慮
し
て
公
告
を

加
え
た
（
一
一
一
七
七
条
一
項
）
。
株
券
未
提
出
の
株
、
王
お
よ
び
併
合
に
適
し
な
い
端
株
に
つ
き
、
失
権
の
制
度
を
廃
止
し
、
株
券
提
出

期
間
お
よ
び
債
権
者
保
護
手
続
き
が
共
に
終
わ
っ
た
と
き
に
併
合
の
効
果
が
全
株
式
に
当
然
に
生
じ
る
も
の
と
し
（
一
一
一
七
七
条
一
一
項
）
、

旧
株
券
を
提
供
し
な
け
れ
ば
新
株
券
（
端
株
お
よ
び
株
券
不
提
供
の
無
記
名
株
に
つ
い
て
は
新
株
を
競
売
し
て
得
た
代
金
・
一
一
一
七
九

条
）
の
交
付
が
受
け
ら
れ
な
い
も
の
と
し
た
が
、
旧
株
券
を
提
出
で
き
な
い
者
の
た
め
に
公
示
催
告
手
続
き
に
代
わ
る
簡
単
な
方
法

を
新
設
し
た
（
三
七
八
条
）
。

資
本
減
少
の
無
効
に
つ
い
て
も
、

側
株
式

（
醜
）

（
剛
）

こ
れ
に
つ
き
特
別
の
訴
を
新
設
し
た
（
三
八
○
条
）
。

1７（387） (386） 1６ 
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（
噸
）

項
）
、
さ
ら
に
譲
渡
人
が
株
、
王
と
な
っ
た
者
と
連
帯
し
て
株
金
払
込
み
の
義
務
を
負
う
も
の
と
し
た
（
一
一
一
一
一
条
）
。

株
式
の
質
入
れ
に
関
す
る
改
正
点
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
名
株
式
の
質
入
れ
に
株
券
の
交
付
を

要
し
、
質
権
の
対
抗
要
件
と
し
て
株
券
の
占
有
を
要
す
る
こ
と
を
明
文
を
設
け
て
明
ら
か
に
し
た
三
○
七
条
）
。
株
式
の
併
合
お

よ
び
会
社
合
併
の
場
合
に
加
え
て
、
株
式
の
消
却
、
転
換
等
の
場
合
に
も
、
従
前
の
株
式
を
目
的
と
す
る
質
権
は
消
却
ま
た
は
転
換

に
よ
っ
て
株
主
の
受
く
べ
き
株
式
お
よ
び
金
銭
の
上
に
存
す
べ
き
も
の
と
す
る
規
定
を
設
け
た
（
一
一
○
八
条
）
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

（
加
）

登
録
質
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
二
○
九
条
）
。

会社の自己株式の取得に関する改正点はおよそ以下のようなものである。すなわちァ株式の消却の場合、会社
合併の場合に自己株式の取得を認めるほか、会社の営業の全部の譲受けによる場合および会社の権利実行の目的 （剛

）

を達するため必要な場合における自己株式の取得を認め（一二○条）、これらの場合の善後処置の規定を設けた

数
種
の
株
式
の
発
行
に
関
す
る
改
正
点
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
く
会
社
が
数
種
の
株
式
を
発
行

し
、
利
益
も
し
く
は
利
息
の
配
当
ま
た
は
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
き
、
数
種
間
に
格
別
の
定
め
を
な
し
う
る
も
の
と
し
た
（
二
一
一
一
一

条
一
項
）
。
改
正
法
案
が
「
数
種
の
株
式
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
「
優
先
株
・
後
配
株
」
と
い
っ
た
用
語
を
避
け
た
の
は
、
た
と

え
ば
利
益
配
当
に
お
い
て
優
先
し
残
余
財
産
の
分
配
に
お
い
て
劣
後
す
る
と
い
っ
た
株
式
等
を
勘
案
し
た
た
め
で
あ
る
。
数
種
の
株

式
が
あ
る
と
き
は
、
新
株
の
引
受
け
、
株
式
の
併
合
も
し
く
は
消
却
ま
た
は
合
併
に
よ
る
株
式
の
割
当
て
に
関
し
て
、
定
款
に
定
め

が
な
く
て
も
、
決
議
を
も
っ
て
そ
の
間
に
格
別
の
定
め
を
な
し
う
る
旨
の
規
定
を
設
け
て
（
一
一
一
一
一
一
条
一
一
項
）
、
実
際
の
便
宜
に
適

第
六
に
、
株
式
の
競
売
に
よ
っ
て
得
た
金
額
が
滞
納
金
額
に
達
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
不
足
額
の
弁
済
を
し
た
譲
渡
人
に
株
券
ま

た
は
株
主
名
簿
に
記
載
が
あ
る
後
者
全
員
に
対
す
る
償
還
請
求
権
を
与
え
、
か
つ
償
還
者
に
さ
ら
に
自
己
の
後
者
全
員
に
対
す
る
償

（
”
）
 

還
請
求
権
を
与
え
た
（
二
一
一
○
条
）
。

株
金
滞
納
の
場
合
の
失
権
処
分
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。

第一に、会社が滞納株主に対して、一定期間内に払込みをなさないときは会社において株式を処分する旨を通
知することとし、その払込みがないときにその株式の競売をなすこととした（一一一一一一条一一項、一一一四条一項）。
そして、株式の処分によって得た金額に余剰があれば株主にこれを返還することとし（一一一四条一一項）、また別
に、株主に株式処分のために必要な株券を会社に提出させるものとし、その提出がないときにこれを無効にする

（
狐
）

手
続
き
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
（
二
一
八
条
）
。

第一一に、株式の処分は競売によることを原則としつつ、不便な場合もありえることを顧慮して、裁判所の許可
（
狐
）

を
得
て
他
の
売
却
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
（
二
一
四
条
一
項
但
書
）
。

に
加
重
し
た
。

第
六
に
、
》

第
一
一
一
に
、
会
社
は
、
か
か
る
株
式
の
譲
渡
人
に
通
知
を
し
て
、
処
分
前
に
滞
納
金
お
よ
び
違
約
金
以
上
の
金
額
を
も
っ
て
買
受
け

を
申
し
出
た
者
に
対
し
て
株
式
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
し
（
一
一
一
五
条
）
へ
か
か
る
株
式
の
譲
渡
人
に
対
す
る
手
続
き

（
加
）

は
、
単
に
こ
の
者
に
株
式
取
得
の
機
会
を
与
え
る
に
す
ぎ
一
な
い
と
い
う
趣
旨
を
素
朴
に
表
現
し
た
・

第
四
に
、
株
式
の
競
売
を
し
て
も
競
落
人
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
え
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
会
社
は
資
本
減
少

（
醜
）

の
手
続
き
に
従
っ
て
そ
の
株
式
の
消
却
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
便
法
を
設
け
た
（
二
一
六
条
）
・

第
五
に
、
譲
渡
人
の
責
任
は
名
義
書
換
後
一
一
年
内
に
払
込
み
の
催
告
を
発
し
た
株
金
に
限
る
も
の
と
し
、
か
つ
発
起
人
の
引
受
株

に
つ
い
て
は
会
社
成
立
後
五
年
内
に
払
込
み
の
催
告
を
発
し
た
株
金
に
及
ぶ
も
の
と
し
（
一
一
一
九
条
）
、
会
社
当
局
者
の
手
ど
こ
ろ

に
よ
っ
て
譲
渡
人
の
責
任
を
左
右
し
う
る
と
い
う
不
都
合
（
旧
法
一
五
四
条
参
照
）
を
避
け
る
と
同
時
に
、
発
起
人
の
責
任
を
と
く

（
棚
）

（
二
一
一
条
）
。

（
一
三
○
条
）
。

(388） 1８ 
1９（389） 



｜｜』』鶴蜂穰臘‐‐１１‐Ｉ０ｈ－ｌ

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第二部 神戸学院法学第25巻第２号

議
決
権
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
株
主
に
よ
る
決
議
の
取
消
し
ま
た
は
変
更
の
訴
を
新
設
し
た
。
す
な
わ
ち
、
株
主
が
決
議
事
項
に

つ
き
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
議
決
権
を
行
使
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
そ
の
決
議
が
い
ち
じ
る
し
く
不
当
で
、
も
し

こ
の
株
主
が
そ
の
議
決
権
を
行
使
で
き
た
な
ら
そ
の
よ
う
な
不
当
な
決
議
を
防
止
し
え
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
情
の
あ
る
と
き
、
そ

（
瀬
）

の
株
、
王
は
、
そ
の
決
議
の
取
消
し
ま
た
は
変
更
の
訴
が
で
き
る
も
の
と
し
た
（
’
’
五
一
一
一
条
一
項
）
。

社
債
権
者
に
対
し
て
な
し
た
詐
害
的
弁
済
等
の
取
消
し
の
訴
を
新
設
し
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
が
社
債
権
者
全
般
に
対
す
る
衡
平

弁
済
の
原
則
を
や
ぶ
っ
て
特
定
の
社
債
権
者
に
対
し
て
い
ち
じ
る
し
く
不
公
正
な
弁
済
、
和
解
等
を
な
し
た
場
合
に
、
社
債
募
集
の

（
郷
）

委
託
を
受
け
た
会
社
は
そ
の
行
為
の
取
消
し
の
訴
を
提
起
で
き
る
も
の
と
し
た
（
二
一
四
○
条
）
。

設
立
無
効
の
訴
が
現
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
増
資
無
効
の
訴
お
よ
び
減
資
無
効
の
訴
に
つ
い
て
規
定
を
掲
げ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、（
断
）

資
本
増
加
無
効
の
訴
（
’
’
’
七
一
条
な
い
し
一
一
一
七
四
条
）
お
よ
び
資
本
減
少
無
効
の
訴
（
一
二
八
○
条
）
に
関
す
る
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

合
併
無
効
の
訴
も
ま
た
新
設
さ
れ
た
。
合
併
の
無
効
は
訴
に
よ
っ
て
の
み
主
張
し
う
る
も
の
と
し
（
四
一
六
条
・
’
○
四
条
一
項
）
、

訴
を
提
起
し
う
る
者
も
法
律
上
規
定
さ
れ
（
四
一
五
条
）
、
訴
の
提
起
の
期
間
も
制
限
さ
れ
た
（
四
一
六
条
・
’
○
五
条
一
項
）
。
裁

判
所
に
よ
る
裁
量
棄
却
の
定
め
を
設
け
（
四
一
六
条
・
’
○
七
条
）
、
合
併
無
効
の
判
決
は
対
世
的
効
力
を
持
つ
も
の
と
し
（
四
一

六
条
・
’
○
八
条
）
、
合
併
無
効
の
判
決
は
、
存
続
会
社
ま
た
は
新
設
会
社
、
そ
の
他
社
員
お
よ
び
第
三
者
の
間
に
生
じ
た
権
利
義

（
剛
）

務
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
し
た
〈
四
一
六
条
・
’
一
○
条
）
。

応
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
数
種
の
株
式
の
発
行
に
あ
た
り
、
定
款
を
も
っ
て
そ
の
一
種
を
議
決
権
な
き
株
式
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
た
（
二
四
二
条
）
。
す
な
わ
ち
、
会
社
の
経
営
に
参
加
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
小
投
資
者
ま
た
は
こ
れ
に
参
加
す

（
棚
）

る
意
思
が
な
い
こ
と
を
標
榛
す
る
大
投
資
者
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
新
た
に
こ
の
よ
う
な
株
式
を
認
め
た
わ
け
で
あ
る
。

株
式
関
係
者
に
対
す
る
通
知
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
株
主
に
対
す
る
通
知
、
催
告
の
規
定

を
株
式
申
込
人
ま
た
は
株
式
引
受
人
の
み
な
ら
ず
、
従
前
の
株
主
、
株
式
の
譲
渡
人
ま
た
は
登
録
質
権
者
に
も
準
用
す
る
こ
と
と
し

（
州
）

条
、-－

． 

（
噸
）

の
事
情
を
魁
酌
し
て
取
消
し
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
う
る
も
の
と
し
た
（
一
一
四
七
条
二
項
）
。

株
主
総
会
の
実
質
上
の
決
議
無
効
の
確
認
の
訴
に
関
す
る
特
則
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
の
決
議
が
そ
の
内
容
が
法
令

（
醜
）

ま
た
は
定
款
に
反
す
る
た
め
に
当
然
に
無
効
で
あ
る
場
合
、
そ
の
無
効
の
確
認
を
請
求
す
る
訴
に
関
す
る
特
則
を
新
設
し
た
（
二
五

株
券
の
除
権
判
決
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
種
の
株
券
に
通
じ
る
規
定
と
し
て
、
公
示
催

（
狐
）

告
に
よ
る
無
効
宣
一
一
一
戸
を
認
め
、
喪
失
者
は
除
権
判
決
を
得
た
う
え
で
な
け
れ
ば
株
券
の
再
発
行
を
請
求
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
一
一

項
～￣ 

。

⑤
会
社
関
係
の
訴

（
醜
）

会
社
法
上
の
訴
に
関
し
て
は
、
大
森
洪
太
司
法
省
民
事
局
長
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
株
式
〈
玄
社
に
関
す
る
も
の
を
概
観
し
て
お
こ

『
７
。株
、
王
総
会
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
に
関
す
る
、
王
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
訴
に
関
し
て
は
、
従
来
、
い
わ
ゆ

る
形
式
上
の
決
議
無
効
の
訴
と
称
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
正
確
に
、
決
議
取
消
し
の
訴
と
い
う
名
称
に
し
た
三
四
七
条
一
項
）
。

訴
の
請
求
事
由
に
、
決
議
が
い
ち
じ
る
し
く
不
公
正
な
こ
と
お
よ
び
特
別
決
議
の
要
件
の
欠
峡
の
場
合
を
加
え
、
解
釈
上
の
疑
義
を

一
掃
し
た
（
一
一
四
七
条
一
項
）
。
取
消
し
の
訴
の
原
因
と
な
っ
た
暇
疵
が
補
完
さ
れ
て
い
る
と
き
ま
た
は
会
社
の
現
状
そ
の
他
一
切

三
○
条
）
。

て
、

、
実
際
の
便
宜
を
図
っ
た
（
一
三
四
条
）
。

（
剛
）

無
記
名
株
の
発
行
に
関
し
て
は
、
無
記
名
株
は
定
款
に
定
め
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
発
行
し
う
べ
き
も
の
と
し
た

（
’
一
二
七
条
一

(391） (390） 2１ 2０ 
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（
畑
）

社
債
に
関
す
る
規
定
は
、
鈴
木
竹
雄
助
教
授
（
当
時
）
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

社
債
の
発
行
制
限
に
関
し
て
、
制
限
の
基
準
に
関
す
る
文
言
の
明
瞭
化
を
図
り
（
一
一
九
七
条
二
項
）
、
旧
債
借
換
え
の
た
め
の
一

時
的
な
制
限
超
過
を
認
め
た
（
一
一
九
七
条
三
項
）
。
同
一
種
類
の
社
債
権
者
が
ひ
と
つ
の
社
債
権
者
集
会
を
構
成
し
、
そ
の
議
決
権

の
量
を
算
出
す
る
便
宜
上
、
同
一
種
類
の
社
債
に
お
い
て
は
、
各
社
債
金
額
は
均
一
で
あ
る
か
、
最
低
額
を
も
っ
て
整
除
で
き
る
も

のであることを要求しⅧ）（一一九九条二項）・
社
債
募
集
の
方
法
に
関
し
て
、
社
債
申
込
証
の
記
載
事
項
を
詳
密
に
し
（
一
一
一
○
｜
条
一
一
項
）
、
社
債
の
払
込
み
が
あ
っ
た
と
き
の

（
猟
）

登
記
期
間
を
延
長
し
、
登
記
事
項
を
追
加
し
た
（
三
○
五
条
）
。

社
債
券
に
関
し
て
、
記
載
事
項
を
追
加
し
、
か
つ
株
券
と
同
様
に
番
号
の
記
載
を
要
求
し
た
（
三
一
七
条
〉
。
発
行
す
る
債
券
を

記
名
式
ま
た
は
無
記
名
式
に
限
る
旨
の
定
め
を
許
し
、
こ
の
場
合
に
は
こ
れ
を
社
債
申
込
証
お
よ
び
債
券
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
し

（
噸
）

加
し
た
（
一
二
一
七
条
）
。

（
狐
）

た
（
一
二
○
一
条
一
号
、
一
一
一
○
六
条
一
一
項
）
。

設
立
無
効
の
訴
に
関
し
て
は
、
提
訴
の
期
間
を
会
社
成
立
の
日
か
ら
一
一
年
と
限
定
し
（
四
一
一
八
条
一
項
）
、
裁
判
所
に
よ
る
裁
量

（
噸
）

棄
却
を
認
め
た
（
四
一
一
八
条
一
一
一
項
・
’
一
一
一
六
条
一
二
項
・
’
○
七
条
）
。

整
理
に
お
け
る
発
起
人
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
の
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
査
定
に
対
す
る
異
議
の
訴
が
新
設
さ
れ

（
川
）

た
（
三
九
四
条
）
。

社
彼
の
利
払
い
は
、
無
記
名
社
債
で
は
利
札
と
引
換
え
に
な
さ
れ
、
一
方
で
、
利
札
は
各
利
払
期
に
お
け
る
利
息
支
払
請
求
権
を

表
章
す
る
独
立
の
無
記
名
証
券
と
し
て
転
展
流
通
す
る
事
情
に
あ
る
こ
と
が
、
償
還
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
無
記
名

社
債
を
償
還
す
る
場
合
に
お
い
て
、
期
限
未
到
来
の
利
札
が
欠
鉄
し
て
い
る
と
き
は
、
償
還
額
か
ら
こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し

て
支
払
い
う
る
旨
の
定
め
を
設
け
た
（
三
一
五
条
一
項
）
。
こ
の
場
合
に
は
、
か
か
る
利
札
の
所
持
人
は
、
も
は
や
利
息
で
は
な
く

償
還
額
の
一
部
の
支
払
い
を
求
め
う
る
こ
と
と
な
り
、
い
つ
で
も
利
札
と
引
換
え
に
控
除
金
額
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
城
）

と
い
う
構
成
と
な
る
た
め
、
そ
の
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
三
一
五
条
一
一
項
）
。

社
債
募
集
の
受
託
会
社
は
、
社
債
の
償
還
を
受
け
る
の
に
必
要
な
行
為
を
社
債
権
者
の
た
め
に
な
し
う
る
と
い
う
権
限
を
法
律
上

当
然
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
（
一
一
一
○
九
条
）
ま
た
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
を
執
行
す
る
場
合
に
も
、
代
表
者
ま
た
は
執
行
者

が
同
様
の
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
（
一
一
一
一
一
一
一
一
条
）
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
者
が
償
還
を
受
け
る
と
き
は
、
発
行
会

社
の
債
務
は
社
債
券
の
受
戻
し
が
な
く
て
も
当
然
に
消
滅
し
、
以
後
、
社
債
権
者
は
単
に
受
託
会
社
、
代
表
者
ま
た
は
執
行
者
に
対

（
”
）
 

し
て
そ
の
所
持
す
る
債
券
と
引
換
、
え
に
償
還
額
の
支
払
い
を
求
め
う
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

社
債
に
つ
い
て
の
時
効
期
間
は
Ｆ
発
行
会
社
に
対
す
る
償
還
請
求
権
お
よ
び
受
託
会
社
、
代
表
者
ま
た
は
執
行
者
に
対
す
る
償
還

額
の
支
払
請
求
権
に
つ
い
て
は
公
衆
保
護
の
立
場
か
ら
一
○
年
と
し
（
三
一
六
条
一
項
、
一
一
項
、
’
’
’
一
一
一
一
一
条
）
、
利
息
請
求
権
お
ょ

（
蝿
）

ぴ
欠
峡
利
札
に
よ
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
五
年
と
し
た
（
一
一
一
一
六
条
一
二
項
）
。

会
社
が
利
息
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
に
社
債
権
者
が
執
り
う
べ
き
処
置
に
つ
き
、
社
債
権
者
集
会
制
度
と
結
ん
で
救
済
規
定
が

（
畑
）

設
け
ら
れ
た
く
’
’
’
’
二
四
・
一
一
一
一
一
一
五
条
）
。

社
債
募
集
の
受
託
会
社
に
関
し
て
は
、
以
下
が
主
要
な
改
正
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
以
下
の
規
定
が
新
設

き
れ
た
。

社
債
原
簿
に
関
し
、
従
来
、
取
締
役
の
節
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
を
社
債
の
節
に
移
植
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
載
事
項
を
追

⑥
社
債

利
払
い
お
よ
び
償
還
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
。

(392） 2２ 2３（393） 
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こ
の
う
ち
、
会
社
編
と
り
わ
け
株
式
会
社
法
に
関
す
る
部
分
の
研
究
は
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
ふ
ま
え
て
以
下
の
よ
う
な
視
座
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
当
時
は
、
統
制
経
済
が
漸
次
に
浸
潤
し
て
世
界
的
傾
向
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
否
定

し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
「
一
一
・
一
一
六
事
件
を
契
機
と
し
て
庶
政
一
新
の
声
高
く
こ
と
に
電
力
国
営
論
等
行
わ
れ
、
ナ
チ
ス
的

（
刎
）

思
想
あ
る
い
は
若
干
相
似
た
る
も
の
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
る
や
に
思
わ
れ
る
」
。
し
か
し
、
改
正
法
律
案
は
、
そ
の
成
立
経
過
を
見

る
限
り
、
資
本
主
義
を
離
れ
ず
、
右
の
よ
う
な
政
治
思
想
の
影
響
が
少
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
事
情
は
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
ほ
ど
急
迫
し
た
事
情
に
は
な
い
と
信
じ
る
の
で
従
来
の
資
本
主
義
の
立
場
に
お
い
て
、
か
り
に
若
干
修
正
す
る

（
師
）

に
し
て
も
、
「
き
わ
め
て
微
温
的
な
修
正
、
王
義
の
立
場
に
お
い
て
」
批
判
す
る
と
い
う
姿
勢
を
と
る
。

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
年
に
お
け
る
改
正
法
律
案
を
め
ぐ
る
議
論
の
大
き
な
成
果
と
し
て
は
、
烏
賀
陽
然
良
博
士
を
中
心
に
大
橋
光
雄
助
教
授

（
当
時
）
、
大
森
忠
夫
助
教
授
（
当
時
）
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
後
に
入
木
弘
助
教
授
（
当
時
）
も
参
加
さ
れ
た
商
法
改
正
法
律
案

｛
妬
）

の
逐
条
概
評
が
あ
る
。
こ
の
概
評
は
、
法
学
論
叢
に
足
掛
け
二
年
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
律
案
一
条
か
ら
一
一
七

一
一
条
ま
で
、
す
な
わ
ち
第
一
編
総
則
か
ら
第
一
一
編
会
社
に
お
け
る
株
式
会
社
取
締
役
の
規
定
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ

以
上
が
改
正
法
律
案
の
主
た
る
概
要
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
も
実
務
家
向
け
の
法
務
雑
誌
に
い
く
つ
か
の
改
正
法
律
案
解
説
が
揚
載

（
弧
）

さ
れ
る
な
ど
、
法
律
案
公
表
後
の
改
正
気
運
の
高
ま
り
が
う
か
が
、
え
る
。

社
債
権
者
の
利
益
保
護
の
た
め
、
受
託
会
社
に
認
め
ら
れ
る
権
限
と
し
て
社
債
の
償
還
を
受
け
る
の
に
必
要
な
行
為
を
な
し
う

る
こ
と
（
一
一
一
○
九
条
）
、
社
債
権
者
集
会
を
招
集
し
う
る
こ
と
（
一
一
一
一
一
○
条
）
、
社
債
権
者
集
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
う
る
こ
と

（
一
一
一
一
一
一
一
条
）
、
社
債
権
者
集
会
の
決
議
を
執
行
し
う
る
こ
と
（
’
一
一
一
一
一
○
条
）
、
不
公
正
な
行
為
を
取
り
消
す
た
め
に
訴
を
提
起
し
う
る

こ
と
（
一
一
一
○
四
条
）
が
定
め
ら
れ
た
。
受
託
会
社
が
一
一
社
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
行
為
を
共
同
し
て
な
す
こ
と
を

（
、
）

要
す
る
も
の
と
し
（
一
一
二
○
条
）
、
ま
た
償
還
を
得
た
額
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
連
帯
責
任
を
負
担
す
る
も
の
と
し
た
（
’
一
一
一
一
条
）
・

（
”
）
 

受
託
会
社
に
任
意
の
辞
任
を
許
さ
な
い
こ
と
と
し
（
一
一
一
一
一
一
条
）
、
他
方
で
こ
れ
を
解
任
す
る
途
を
ひ
ら
い
て
い
る
（
三
一
一
一
、

一一一一一一一条）。

社
債
権
者
集
会
に
関
す
る
主
た
る
改
正
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
制
度
は
担
保
付
社
債
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
が
（
担
信
法
四
八
条
以
下
）
、
無
担
保
社
債
に
お
い
て
も
、
社
債
権
者
が
共
同
の
利
益
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
処
置

を
執
り
う
る
と
と
も
に
、
会
社
も
確
固
た
る
交
渉
の
相
手
方
を
得
る
こ
と
と
な
る
と
い
っ
た
便
宜
に
鑑
み
、
こ
の
制
度
を
新
設
し
た
。

社
債
権
者
集
会
の
権
限
す
な
わ
ち
議
決
で
き
る
事
項
に
関
す
る
定
め
（
一
一
一
一
一
一
四
条
へ
一
一
一
四
一
条
、
’
’
’
七
六
条
三
項
、
四
一
六
条
一
一

項
、
一
一
二
一
一
条
な
い
し
一
一
一
一
四
条
一
項
、
’
’
’
’
’
九
条
、
一
一
一
一
一
一
一
一
条
、
一
一
一
一
九
条
）
、
招
集
に
関
す
る
定
め
（
一
一
一
一
一
○
条
）
、
決
議
に
関

す
る
定
め
（
’
一
一
一
一
一
条
、
一
一
一
一
一
四
条
、
一
一
一
一
一
五
条
、
一
一
一
一
一
七
条
、
一
一
一
一
一
八
条
）
、
代
表
者
に
関
す
る
定
め
（
’
一
三
九
条
、
一
一
一
一
一
一
一
条
、

一
一
一
三
一
一
一
条
）
、
決
議
の
執
行
に
関
す
る
定
め
（
一
一
一
一
一
一
○
条
な
い
し
一
一
一
一
一
一
一
一
一
条
）
、
費
用
に
関
す
る
定
め
（
一
一
一
一
一
一
七
条
）
な
ど
が
設
け
ら

ま
ず
、
受
託
会
社
の
重
大
な
権
限
に
鑑
み
て
、
社
債
募
集
の
受
託
会
社
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
商
号
を
社
債
申
込
証
、
社
債
の
登

記
、
債
券
、
社
債
原
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
（
’
一
一
○
一
条
一
四
号
、
一
一
一
○
五
条
一
号
、
一
一
一
○
六
条
一
一
項
、
一
一
一

（
刺
）

’
七
条
三
号
）
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
請
負
募
集
の
場
合
に
は
、
社
債
申
込
証
に
そ
の
旨
の
記
載
を
要
す
る
も
の
と
し
た
（
’
一
一
○
一
条

（
汀
一

れ
た
。

一
五
号
）
。

第
四
節
改
正
法

⑪
昭
和
二
年
①

改
正
法
律
案
を
め
ぐ
る
学
界
の
議
論
状
況
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株
式
に
関
し
て
は
、
以
下
が
主
要
な
、
王
張
で
あ
る
。
ま
ず
、
例
外
的
に
自
己
株
式
の
取
得
を
認
め
る
事
由
を
列
挙
し
た
一
一
一
○
条

に
つ
い
て
こ
の
事
由
の
う
ち
、
消
却
の
た
め
に
す
る
自
己
株
式
の
取
得
は
、
こ
れ
に
名
を
借
り
た
脱
法
行
為
の
危
険
も
あ
り
、
無

（
”
）
 

制
限
に
許
容
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
数
国
璽
的
な
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
証
券
会
社
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
会
社
が
他
人
の
計
算
に
お
い
て
自
己
株
式
を
取
得
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
列
挙
す
べ
き
で
あ
る
し
、
こ
の
機
会
に
、
子
会
社

（
畑
）

に
よ
る
親
〈
ェ
社
の
株
式
取
得
に
つ
い
て
も
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
条
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
も
、
法
案
が
こ
の
点
に
沈

（
洲
）

黙
を
守
り
、
議
藝
師
の
余
地
を
放
任
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

株
券
の
発
行
時
期
に
関
す
る
一
三
六
条
に
関
連
さ
せ
て
、
原
始
定
款
ま
た
は
全
員
一
致
に
よ
る
変
更
定
款
を
も
っ
て
株
券
不
発
行

（
醜
）

を
定
め
う
る
】
曰
を
法
に
よ
っ
て
明
｛
正
す
る
の
が
の
ぞ
ま
し
い
と
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

株
券
の
善
意
取
得
を
例
外
的
に
制
限
す
る
政
策
を
採
用
し
た
二
一
一
九
条
一
一
項
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
例
外
の
設
定
は
、
せ
っ
か
く
認
め
ら
れ
た
株
式
裏
書
お
よ
び
善
意
取
得
の
意
義
を
は
な
は
だ
し
く
制
限
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
株
券
の
取
得
者
は
、
裏
書
人
が
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
記
載
さ
れ
て
い
る

（
醜
）

場
合
に
は
そ
の
名
義
印
章
と
裏
書
署
名
と
の
一
致
を
調
査
し
な
け
れ
ば
安
、
心
し
て
株
券
を
取
得
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
・

株
式
会
社
の
機
関
こ
と
に
株
主
総
会
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
な
主
張
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
株
主
総
会
が
取
締
役
の
提
出
書
類
お

よ
び
監
査
役
の
報
告
書
類
を
調
査
す
る
た
め
に
検
査
役
の
選
任
を
な
し
う
る
旨
を
規
定
し
た
一
一
一
一
一
八
条
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な

提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
監
査
制
度
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
一
半
の
原
因
が
監
査
役
の
会

計
監
査
の
専
門
的
知
識
の
欠
如
に
基
づ
く
こ
と
は
、
識
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
計
算
書
類
は
と
く
に
特
別
の

検
査
役
に
よ
る
調
査
を
要
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
こ
の
特
別
の
検
査
役
の
資
格
を
制
限
し
、
そ
の
権
限
お
よ
び
責
任
に
つ
い
て
も

（
”
）
 

規
定
を
設
け
、
株
、
王
総
今
云
に
は
単
に
か
か
る
検
査
役
の
選
任
権
を
与
え
れ
ば
足
り
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

烏
賀
陽
博
士
ら
の
研
究
は
、
詳
細
を
き
わ
め
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
案
の
術
語
、
字
句
に
つ
い
て
の
修
正
提
案
や
条
文
の
配
置
に

つ
い
て
の
修
正
提
案
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
商
法
は
商
法
学
者
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
現
物
出

資
」
と
い
っ
た
術
語
を
い
き
な
り
法
律
中
に
使
用
す
る
の
で
は
、
普
通
人
に
は
そ
の
何
た
る
か
を
知
り
難
い
の
で
は
な
い
か
と
い
つ

（
畑
）

た
趣
ご
曰
の
記
述
も
み
う
け
ら
れ
る
）
。
し
た
が
っ
て
、
多
面
に
わ
た
る
指
摘
、
提
案
等
を
こ
こ
で
網
羅
的
に
概
観
す
る
こ
と
は
必
ず

し
も
適
当
で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
株
式
会
社
法
案
に
お
け
る
主
要
な
意
見
の
み
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

株
式
会
社
の
設
立
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
現
物
出
資
を
な
し
う
る
者
を
発
起
人
に
限
る
と
し
た
一
六
八
条
二
項
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
発
起
人
に
限
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
｜
す
な
わ
ち
、
現
物
出
資
が
あ
る
と
き
は
検
査
役
の
活
動
に
信
頼
し
て
十
分
な
調
査

を
さ
せ
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
増
資
の
場
合
に
現
物
出
資
者
を
特
殊
な
者
に
限
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
設
立
の
場
合
に
も

こ
れ
を
発
起
人
に
限
る
必
要
は
な
い
。
財
産
引
受
が
発
起
人
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
現
物
出
資
者
を
発

（
刺
）

起
人
に
限
る
と
い
う
政
策
は
き
わ
め
て
窮
屈
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

株
金
払
込
み
の
取
扱
い
を
な
す
銀
行
ま
た
は
信
託
会
社
を
株
式
申
込
証
の
記
載
事
項
と
し
た
一
七
五
条
一
項
六
号
に
関
連
し
て
、

次
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
ま
た
は
信
託
会
社
で
な
け
れ
ば
払
込
事
務
を
取
り
扱
え
な
い
と
す
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
に
窮
屈
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
証
券
会
社
（
株
式
店
）
な
ど
に
取
り
扱
わ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

（
剛
）

方
が
手
数
料
等
で
か
、
え
っ
て
便
利
な
こ
と
も
あ
ろ
う
。

権
利
株
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
発
起
人
が
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
一
九
一
条
二
項
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
同
条
同
項
の
政
策
は
、
潜
脱
方
法
も
あ
り
、
十
分
な
実
効
性
を
と
も
な
う
か
否
か
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
同
条
同
項
違
反

の
譲
渡
を
無
効
と
し
、
そ
れ
を
善
意
取
得
者
に
対
し
て
も
主
張
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
善
意
取
得
者
に
酷
な
結
果
に
な

（
狐
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
同
項
は
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

2７（397） (396） 2６ 
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株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
事
由
を
列
挙
し
た
一
一
四
五
条
一
項
一
一
号
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
た
以
下
の

よ
う
な
感
想
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
号
は
、
営
業
全
部
の
賃
貸
、
そ
の
経
営
の
委
任
、
他
人
と
営
業
上
の
損
益

全
部
を
共
通
に
す
る
契
約
に
加
え
て
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
契
約
の
締
結
、
変
更
へ
ま
た
は
解
約
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
準
ず
る
契
約
と
は
、
前
一
一
一
者
の
契
約
か
ら
推
せ
ば
、
経
済
上
単
一
体
に
結
合
し
統
一
的
な
管
理
の
下
に
服
す
る
に
至
る
と
こ

ろ
の
各
種
の
ト
ラ
ス
ト
、
コ
ン
シ
ェ
ル
ン
な
い
し
は
利
益
共
同
関
係
形
成
の
た
め
の
契
約
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
各

種
の
契
約
に
つ
き
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
自
体
は
首
肯
し
う
る
が
、
’
’
四
五
条
が
、
こ
の
種
の
新
た
な
経
済
現
象
に
つ
き
立

（
郷
）

法
当
局
が
関
、
心
を
示
し
た
改
正
法
案
中
唯
一
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
遺
憾
に
堪
え
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
論
稿
は
、
随
所
に
先
進
的
な
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
え
よ
う
。

か
ら
社
価
発
行
総
額
制
限
規
定
に
つ
い
て
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
債
発
行
総
額
を
制
限
す
る
規
定
の
目
的
は
、

社
債
の
確
実
性
を
保
持
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
償
還
に
支
障
が
な
い
よ
う
顧
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
発
行

限
度
に
関
す
る
こ
の
制
限
が
ど
の
時
点
の
制
限
で
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
担
保
社
債
を
発
行

し
な
が
ら
、
そ
の
後
に
発
行
会
社
が
社
債
と
い
う
形
式
に
よ
ら
ず
に
無
制
限
に
、
し
か
も
担
保
付
で
借
入
金
を
増
大
さ
せ
る
と
い
っ

た
場
合
に
法
律
案
は
沈
黙
し
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
社
債
償
還
の
確
実
性
を
期
す
る
と
い
う
発
行
総
額
制
限
規
定
は
、
そ
の
意

（
畑
｝

義
を
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
趣
旨
が
一
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
は
証
券
会
社
の
業
務
の
専
門

家
ま
た
は
公
衆
保
護
の
担
い
手
と
し
て
の
信
頼
性
が
必
ず
し
も
今
日
の
よ
う
な
確
立
を
見
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
社
債

の
流
通
性
を
確
保
す
る
意
味
で
社
債
総
額
引
受
者
の
立
場
を
社
債
募
集
の
受
託
会
社
の
そ
れ
と
同
様
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が

（
鯛
〉

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
額
引
受
者
を
、
社
債
権
者
集
〈
室
に
際
し
て
も
、
受
託
会
社
と
同
様
の
地
位
に
置
い
て
、
こ
れ
に
社
債
権

（
鯛
）

者
の
利
益
を
継
続
的
に
保
護
す
る
任
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

株
式
会
社
の
財
産
評
価
に
関
し
て
株
式
会
社
に
お
い
て
固
定
資
産
に
限
っ
て
取
得
価
額
ま
た
は
製
作
価
額
以
上
の
価
額
を
付
す

る
こ
と
を
禁
じ
た
一
一
八
五
条
の
政
策
に
つ
い
て
、
要
綱
の
段
階
に
お
い
て
会
計
学
者
か
ら
の
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し

た
（
第
一
一
一
章
第
一
一
一
節
参
照
）
。
改
正
法
律
案
は
、
こ
の
点
に
つ
き
要
綱
の
政
策
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
別

の
会
計
学
者
が
こ
の
政
策
を
支
持
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
が
評
価
益
を
計
上
し
て
も
こ
れ
を
損
失
の
填
補
の
み
に
充
当
す
れ

ば
問
題
な
い
の
で
あ
る
が
、
会
社
が
こ
れ
を
配
当
に
充
当
し
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
評
価
益
の
配
当
充
当
を
立
法
に
よ
っ
て
制

限するのも一方法であろうが、評価益の計上自体を禁止－するほ肺梛優れており、改正法律案が評価益の計上禁止
を
固
定
資
産
に
限
定
し
た
点
に
も
苦
心
の
跡
が
み
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

改
正
法
律
案
に
関
す
る
総
合
的
な
批
判
と
し
て
こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
の
な
か
で
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
西

改
正
法
律
案
の
公
表
は
、
そ
の
内
容
に
関
す
る
細
か
な
議
論
や
新
た
な
提
案
等
を
喚
起
す
る
契
機
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
学
界

だ
け
で
な
く
、
実
務
家
か
ら
の
発
一
一
一
一
口
も
目
だ
つ
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
の
な
か
に
は
、
も
ち
ろ
ん

（
棚
）

改
正
法
律
案
の
解
説
の
域
を
出
て
い
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

細
か
な
議
論
の
一
端
を
挙
げ
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、
株
式
会
社
の
取
締
役
の
資
格
を
株
主
に
限
ら
な
い
と
し
た
政
策
に
関
し
て
、

無
責
任
な
役
員
が
多
い
と
い
う
現
状
に
鑑
み
て
、
取
締
役
を
株
主
に
限
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
取
締
役
が
株
主

の
一
員
と
し
て
業
務
を
担
当
す
る
こ
と
は
あ
た
り
前
と
一
一
一
一
口
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
は
、
そ
の
選
任
後
、
登
記
さ
れ
る
ま
で
に

（
柳
）

株
、
王
た
る
資
格
を
備
え
る
べ
き
こ
と
に
す
れ
ば
ど
う
か
、
と
い
っ
た
意
見
表
明
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
、
か
か
る
見

（
湖
）

解
は
時
代
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
痛
烈
な
批
判
も
見
う
け
ら
れ
る
。

（
皿
）

法
律
案
中
、
社
債
規
定
に
関
し
て
は
、
と
く
に
実
務
家
が
中
、
心
に
法
条
の
技
術
的
側
面
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
実
務
家

以
上
の
よ
う
に
、

②
昭
和
一
一
年
②
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（
伽
）

こ
の
年
に
公
表
二
己
れ
た
論
稿
に
は
、
法
律
案
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
関
す
る
簡
単
な
解
説
を
除
い
て
、
法
律
案
全
体
に
関
し
て
総

合
的
な
評
価
、
検
討
を
試
み
た
も
の
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
年
に
は
、
改
正
法
律
案
に
関
す
る
質
疑
応
答
集
が
法
学
志

（
伽
）

林
に
収
録
を
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
質
疑
応
答
集
は
、
改
正
法
律
案
全
体
に
つ
い
て
の
実
務
的
な
詳
細
な
解
説
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
収
録
は
、
改
正
法
成
立
後
も
昭
和
一
四
年
に
至
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
年
の
論
稿
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
学
界
よ
り
も
む
し
ろ
法
曹
家
や
企
業
実
務
家
か
ら
の
、
改
正
法
律
案
の
政
策
に
関
す
る
い

西
原
博
士
は
、
改
正
法
律
案
の
全
体
的
な
基
調
を
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
改
正
法
律
案
は
、
企
業
の
私
的
発

意
と
企
業
的
活
動
量
の
増
大
に
よ
る
各
人
の
経
済
生
活
の
向
上
と
を
尊
重
し
、
こ
れ
ら
が
国
民
経
済
の
進
歩
発
展
と
調
和
し
、
か
つ

こ
れ
を
促
進
し
う
る
と
い
う
楽
観
的
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
会
社
組
織
に
関
し
て
も
、
従
来
の
デ
モ

ク
ラ
シ
１
思
想
お
よ
び
権
力
分
立
主
義
を
基
礎
と
し
て
お
り
、
株
主
総
会
の
機
能
に
つ
い
て
も
楽
観
的
立
場
が
継
続
さ
れ
、
そ
の
権

主
と
し
て
理
事
機
関
の
選
任
と
そ
の
定
期
的
信
任
不
信
任
に
限
定
し
、
増
資
減
資
な
ど
定
款
の
基
本
的
重
要
事
項
に
関
す
る
場
合
に

（
剛
）

の
み
、
臨
時
に
信
任
の
有
無
を
決
す
る
程
度
に
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

会
社
の
計
算
に
関
し
て
は
、
監
査
役
そ
の
他
に
よ
る
内
部
監
査
に
加
え
て
、
会
計
専
門
家
お
よ
び
国
家
公
権
に
よ
る
外
部
的
検
査

（
狐
）

の
方
法
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
唱
、
え
ら
れ
、
社
債
に
関
し
て
、
社
債
総
額
の
限
度
を
払
込
株
金
額
と
す
る
原
則
は
、
ぼ
う
大
な
内

（
畑
）

部
幼
国
保
を
有
す
る
優
良
〈
雪
社
に
つ
い
て
は
緩
和
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
株
式
会
社
全
般
に
わ
た
っ
て
公
権
干
渉
す
な
わ
ち
司
法
裁
判
所
の
関
与
の
拡
大
を
図
っ
た
点
に
つ
き
、
改
正
法
律
案
が
公

権
発
動
者
と
し
て
行
政
官
庁
を
考
慮
に
入
れ
ず
司
法
裁
判
所
に
固
執
し
た
の
は
、
株
式
会
社
法
の
私
法
的
性
質
の
維
持
に
対
す
る
強

固
な
伝
統
の
無
意
識
の
発
露
で
あ
ろ
う
と
評
価
さ
れ
つ
つ
、
実
務
処
理
の
急
速
を
尊
ぶ
経
済
的
事
情
に
お
い
て
、
加
え
て
判
定
の
内

容
が
い
ち
じ
る
し
く
経
済
的
合
目
的
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
は
た
し
て
裁
判
所
に
こ
の
複
雑
多
端
か
つ
重

（
弧
）

大
な
任
務
の
い
っ
さ
い
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
畑
）

以
上
の
論
稿
の
ほ
か
に
、
こ
の
年
に
も
欧
州
の
会
社
法
改
正
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
が
見
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
の
会
社
法
改
正

論
議
に
対
し
て
直
接
的
な
提
言
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

（
湖
）

原
寛
一
博
士
の
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
西
原
博
士
は
、
株
式
会
社
法
各
論
に
関
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
提
一
一
一
一
口
を
な
さ
れ
て
い
る
。

設
立
に
関
し
て
は
、
以
下
が
主
た
る
提
一
一
一
一
口
で
あ
る
。
株
式
会
社
制
度
自
体
の
濫
用
防
止
の
た
め
、
最
低
資
本
金
額
を
法
定
す
る
必

要
は
な
い
か
。
未
払
込
み
の
あ
る
株
式
の
流
通
は
債
権
者
・
株
主
に
と
っ
て
必
ず
し
も
安
全
で
は
な
く
、
ま
た
投
機
の
激
化
を
招
く

一
因
で
も
あ
る
か
ら
、
未
払
込
制
度
の
原
則
的
撤
廃
な
い
し
は
そ
の
制
度
の
強
化
と
い
う
方
向
を
考
え
て
は
ど
う
か
。
企
業
の
過
剰

（
鯛
）

に
よ
る
資
本
浪
費
等
の
私
経
済
的
弊
害
と
国
家
任
務
拡
大
の
現
状
に
鑑
み
て
、
設
立
免
許
、
王
義
を
再
び
検
討
す
る
必
要
は
な
い
か
。

株
式
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
有
限
責
任
会
社
制
度
の
新
設
を
予
想
し
つ
つ
、
同
族
会
社
を
前
提
と
し
て
、
定
款

の
別
段
の
定
め
に
よ
っ
て
株
式
の
譲
渡
お
よ
び
裏
書
譲
渡
方
法
の
禁
止
の
制
限
を
許
す
の
は
、
株
式
会
社
の
経
済
性
に
徹
し
て
い
な

（
螂
一

限
の
拡
張
が
意
図
三
」
れ
て
い
る
。

機
関
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
商
法
の
基
調
で
あ
り
、
改
正
法
律
案
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
株
主
総
会
中
心
主
義

に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
、
当
時
と
し
て
は
革
新
的
な
姿
勢
が
表
明
さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
式
会
社
法

に
お
い
て
は
、
根
本
的
に
株
主
総
会
の
現
状
を
直
視
し
、
取
締
役
中
心
の
実
践
と
い
う
方
向
に
順
応
す
る
こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
か
。

経
営
と
所
有
と
の
連
係
と
し
て
株
主
総
会
の
存
在
価
値
は
没
却
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
名
目
的
権
限
を
徹
底
的
に
縮
小
し
、

（
棚
）

い
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

③
昭
和
一
二
年
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そ
の
う
ち
、
と
り
わ
け
顕
著
な
も
の
は
、
株
金
分
割
払
込
制
の
存
続
に
対
す
る
不
満
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
株
式
を
中
心

と
す
る
現
実
の
係
争
問
題
の
多
く
は
未
払
込
株
式
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
未
払
込
制
度
の
撤
廃
こ
そ
が
の
ぞ
ま
し
い
。
今
日
の
貨

幣
価
値
お
よ
び
投
資
家
の
株
式
引
受
申
込
の
現
状
を
勘
案
す
れ
ば
、
全
額
払
込
制
度
を
採
用
し
て
も
投
資
家
に
苦
痛
を
与
え
る
よ
う

（
細
）

な
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
別
に
も
、
現
実
に
第
二
回
以
降
の
払
込
み
が
い
ち
じ
る
し
い
不
成
績
に
終

わ
っ
て
、
こ
れ
が
た
め
に
会
社
の
事
業
に
大
打
撃
を
与
え
た
例
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
株
式
会
社
を
設
立
す
る

〈
棚
）

に
は
株
金
全
額
の
払
込
み
を
要
す
る
と
す
る
の
が
時
宜
に
適
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
、
と
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。

概
し
て
、
か
か
る
実
務
家
か
ら
の
意
見
表
明
は
、
自
由
主
義
的
、
不
干
渉
主
義
的
側
面
が
強
い
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
次
の
よ
う
な
斬
新
な
意
見
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
今
日
の
よ
う
に
進
歩
し
た
商
業
社
会
に
お
い

て
は
、
定
款
の
自
由
制
定
、
不
干
渉
こ
そ
が
商
業
自
治
の
精
神
に
適
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
定
款
の
効
力
を
公
証
人
の
認
証
に
か
か

ら
し
め
る
こ
と
を
止
め
、
こ
れ
を
商
工
会
議
所
の
よ
う
な
民
間
施
設
に
委
ね
て
こ
そ
、
民
間
自
治
や
民
力
の
培
養
に
な
る
の
で
は
な

（
狐
）

い
か
。
ま
た
、
検
査
役
の
選
任
等
に
つ
い
て
も
、
公
権
た
る
司
法
裁
判
所
に
過
度
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
こ
こ
で
も
民
間
施
設
、

（
狐
）

た
と
、
え
ば
商
工
会
議
所
の
よ
う
な
斯
業
に
適
す
る
機
関
を
利
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
社
債
発
行
限
度
の
制
限
規
定
に
関
し
て
も
、

い
た
ず
ら
に
制
限
規
定
に
よ
っ
て
企
業
の
自
由
、
活
発
を
阻
止
し
て
、
こ
れ
が
企
業
を
保
護
す
る
も
の
と
考
え
る
の
は
時
代
に
遅
れ

る
も
の
で
あ
る
。
現
に
、
特
殊
銀
行
会
社
は
払
込
資
本
金
額
の
一
○
倍
を
超
え
て
発
行
限
度
の
拡
張
が
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

（
犯
）

民
間
の
大
事
業
会
社
に
つ
い
て
こ
れ
が
許
さ
れ
な
い
の
は
合
理
性
が
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
社
債
の
発
行
に
株
、
王

（
狐
）

総
会
の
特
別
決
議
を
要
す
る
よ
う
な
政
策
は
撤
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

実
務
家
か
ら
は
、
株
式
に
関
し
て
も
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
株
式
の
裏
書
制
度
の
採
用
は
大
き
な
英

く
つ
か
の
評
価
で
あ
ろ
う
。

断
で
あ
り
進
歩
で
あ
る
が
、
一
三
九
条
一
一
項
の
制
限
は
、
せ
っ
か
く
設
け
ら
れ
た
裏
書
制
度
の
効
用
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
も
の
で

（
狐
）

あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
群
小
資
本
家
の
た
め
に
別
に
有
限
責
任
ム
ニ
社
を
新
設
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
株
券
の
譲
渡
性
を
否

定
す
る
よ
う
な
旧
規
定
を
存
置
さ
せ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
定
款
の
定
め
に
よ
っ
て
株
式
譲
渡
制
限
を
許
す
政
策
を
撤
廃

（
狐
）

し
て
、
株
券
の
譲
渡
性
を
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。
と
の
意
見
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
年
の
改
正
法
律
案
に
関
連
す
る
学
界
の
論
稿
と
し
て
は
、
会
社
設
立
無
効
の
訴
に
関
し
て
、
こ
の
訴
は
取
引
安
全
の
保
護
を

そ
の
本
来
の
趣
旨
と
す
る
か
ら
、
こ
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
設
立
無
効
と
な
る
べ
き
場
合
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
よ
う
な
理
論
を

（
川
）

構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
座
か
ら
、
改
正
法
律
案
に
則
し
て
こ
の
訴
の
制
度
を
検
討
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
改
正
法
律
案

の
認
め
た
事
後
設
立
に
関
し
て
事
後
設
立
に
裁
判
所
の
選
任
に
か
か
る
検
査
役
の
調
査
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
点
お
よ
び
そ
の
対

象
と
な
る
財
産
を
会
社
成
立
前
ま
た
は
増
資
前
に
現
存
す
る
財
産
に
限
定
し
て
将
来
設
け
ら
れ
る
べ
き
設
備
等
を
包
含
さ
せ
な
か
っ

た
点
が
遺
憾
で
あ
る
と
指
摘
し
た
も
の
が
あ
鮒
一
そ
の
他
、
比
較
法
的
研
究
と
し
て
、
’
九
三
七
年
ド
イ
ツ
新
株
式
法
の
紹
介
が
な

（
畑
）

さ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
の
改
正
雲
珈
議
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
こ
の
委
員
会
の
構
成
員
は
、
原
嘉
道
委
員
長
、
松
本
黒
治
委
員
、
岩
田
宙
造
委
員
、
池
田
寅
｜
一
郎
委
員
、
大
森
洪
太
委
員
の
五
名
で

あ
る
。
こ
れ
に
田
中
耕
太
郎
博
士
が
加
わ
っ
て
起
草
作
業
が
行
わ
れ
た
。

（
Ⅲ
）
田
中
耕
太
郎
「
商
法
の
改
正
に
就
て
」
司
法
協
会
雑
誌
一
二
巻
一
号
（
昭
和
八
年
）
四
頁
。

（
Ⅲ
）
松
本
蒸
治
「
商
法
の
改
正
に
就
て
」
法
の
友
一
一
号
（
昭
和
二
年
）
一
一
頁
。

（
Ⅲ
）
日
銀
金
融
研
究
所
・
注
（
５
）
前
掲
一
六
三
頁
参
照
。

（
皿
）
無
記
名
記
事
「
商
法
中
改
正
法
律
案
要
領
概
説
山
」
信
託
協
会
会
報
一
○
巻
三
号
（
昭
和
一
一
年
）
六
五
頁
。

（
川
）
松
本
蒸
治
「
商
法
改
正
問
題
⑪
・
緒
一
一
一
一
口
竝
に
総
則
編
に
就
て
」
法
律
時
報
八
巻
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
四
頁
。

（
川
）
同
前
。
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－､グー、

1９８１９７ 
，－－、－〆

同同
前前
八七

頁｜
・八

頁
ロ

グー、￣～グーへ

２００１９９１９８ 
、－〆～－－、－－

同同同
前前前
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（
川
）
同
前
。

（
〃
）
鈴
木
竹
雄
「
改
正
法
に
於
け
る
株
式
会
社
の
計
算
及
び
定
款
変
更
に
関
す
る
規
定
に
付
て
」
法
律
時
報
八
巻
二
号
（
昭
和
二
年
）

（
剛
）
鈴
木
坐

九
頁
以
下
。

（
川
）
同
前
阯

大
森
洪
太
「
商
法
中
改
正
法
律
案
に
於
け
る
会
社
の
設
立
」
法
律
時
報
八
巻
一
一
号
（
昭
和
二
年
）
六
頁
以
下
．

同
前
六
頁
。

同
前
。

同
前
一

同
前
一

同
前
一

同
前
。

同
前
。

同
前
。

同
前
。

同
前
七
頁
。

同
前
。

同
前
一
○
’
’
二

同
前
一
一
頁
。

同
前
二
頁
以
下
。

同同同同同同同同
ヨーー－＝－二一ヨーー－－ヨーー－ユ生－ＬＬ．

月リ目Ｕ月0月０月Ｕロリ目Ｕ月Ｕ
ＯＯＯ．ｏＯＯＯＯ 

同
前
九
’
’
○
頁
。

同
前
一
○
頁
。

鳥鳥liill
O。。

同
前
九
頁
。一
頁
。

一
百
〈
。
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同
前
一
○
ｌ
｜

同
前
一
一
頁
。

同
前
九
頁
。

同
前
。

鈴
木
竹
雄
「
改
正
法
案
に
於
け
る
社
債
の
規
定
に
付
て
」
法
律
時
報
八
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
’
○
頁
以
下
。

同
前
一
○
’
二
頁
。

同
前
。

同
前
七
頁
参
照
。

同同
一ユー＝＝－

月リ目リ
ロ◎

同
前
。

同
前
。

大
森
洪
大
「
商
法
中
改
正
法
律
案
に
於
け
る
会
社
関
係
の
訴
」
法
律
時
報
八
巻
三
号
（
昭
和
一
一
年
）
六
頁
以
下
。

同
前
八
－
九
頁
。

同
前
九
頁
。

同
前
六
頁
。

同
前
。

同
前
五
’
六
頁
。

同同同
前前前
◎００ 

同
前
。

同
前
一
二
頁
。

同同
二一二一

月リ目u
Ｏ－｡ 

同同同同同
一ニー＿ＬＬ－￣圭一-圭一一二－

月UFlリ目U月リ目リ
ｏ ＯＯ。

同
前
。

同
前
。

松
本
蒸
治
「
改
一

同
前
三
頁
。

同
前
。

同
前
三
’
四
頁
。

同
前
四
頁
。

同
前
。

同
前
。

同
前
五
頁
。

同
前
。
．

頁
。

「
改
正
法
案
に
於
け
る
株
式
に
関
す
る
規
定
に
付
て
」
法
律
時
報
八
巻
三
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
一
一
頁
以
下
。

。
‐
．
‐
１
芹
』
が
卜
・
色
加
乢
Ｉ
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１
１
 

六
巻
一
一
一
号
九
一
一
一
頁
以
下
。
た
だ
し
、
⑪
の
み
「
商
法
改
正
要
綱
概
評
」
と
い
う
表
題
で
あ
る
。
入
木
弘
助
教
授
（
当
時
）
の
参
加
は
、
③

昭和一三年会社法改正の歴史的展開・第二部 神戸学院法学第25巻第２号

（
脇
）
同
前
・
三
五
巻
六
号
一
八
一
頁
参
照
。

（
洲
）
同
前
一
八
八
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
・
三
六
巻
一
号
一
四
一
一
’
’
四
一
一
一
頁
参
照
。

（
捌
）
同
前
・
’
一
一
六
巻
二
号
一
四
九
頁
参
照
。

（
棚
）
た
と
え
ば
、
花
岡
敏
夫
「
商
法
改
正
法
律
案
論
評
⑪
ｌ
③
」
法
律
時
報
八
巻
五
号
（
昭
和
二
年
）
八
頁
以
下
、
八
巻
八
号
一
六
頁

以
下
、
八
巻
一
○
号
一
一
○
頁
以
下
、
岡
野
哲
一
一
「
商
法
改
正
案
の
銀
行
業
務
に
及
ぼ
す
影
響
」
銀
行
研
究
一
一
一
○
巻
四
号
（
昭
和
一
一
年
）

｜
頁
以
下
な
ど
。

（
川
）
長
岡
治
男
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す
」
法
律
時
報
八
巻
五
号
（
昭
和
二
年
）
’
七
’
’
八
頁
参
照
・

（
川
）
長
谷
川
安
兵
衛
「
株
式
会
社
重
役
論
」
早
稲
田
商
学
一
一
一
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
七
百
〈
。

〆￣ヘグー、グーへ

２６６２６５２６４ 
、－－、－〆、－－

同同同
一Ｌ￣ヨエー＿＝一

月リ目U月リ
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頁
｡ 
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同同同同同同
前前前前前前

０ ０。。

（
Ⅲ
）
同
前
一
二
四
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
同
前
・
三
五
巻
四
号
一
四
八
’
’
四
九
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
・
一
一
一
五
巻
五
号
一
三
七
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
一
一
一
一
八
’
一
三
九
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
一
三
九
頁
。

（
皿
）
同
前
。

（
川
）
同
前
一
三
’
一
四
頁
。

（
川
）
無
記
名
記
事
「
商
法
中
改
正
法
律
案
要
領
概
説
山
、
」
信
託
協
会
会
報
一
○
巻
三
号
（
昭
和
一
一
年
）
六
五
頁
以
下
、
一
○
巻
四

号
六
○
頁
以
下
、
無
記
名
記
事
「
商
法
改
正
案
の
重
点
⑪
Ｉ
⑩
」
銀
行
判
例
一
五
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
｜
頁
以
下
、
’
五
巻
四
号
一

頁
以
下
、
一
五
巻
五
号
一
九
頁
以
下
、
一
五
巻
六
号
一
頁
以
下
、
一
六
巻
一
号
一
一
頁
以
下
、
一
六
巻
一
一
号
一
一
頁
以
下
、
’
六
巻
一
一
一
号
一
一
頁

以
下
、
’
六
巻
四
号
一
一
頁
以
下
、
’
六
巻
五
号
一
一
頁
以
下
、
一
六
巻
六
号
一
一
頁
以
下
、
無
記
名
記
事
「
商
法
中
改
正
法
律
案
概
説
⑪
Ｉ
⑤
」

大
阪
商
工
会
議
所
月
報
一
一
一
五
五
号
（
昭
和
二
年
）
五
七
頁
以
下
、
’
一
一
五
六
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
八
頁
以
下
、
一
一
一
五
七
号
八
○
頁
以
下
、

一
一
一
五
八
号
四
頁
以
下
、
一
一
一
六
○
号
四
九
頁
以
下
な
ど
。

（
川
）
烏
賀
陽
然
良
Ⅱ
大
橋
光
雄
Ⅱ
大
森
忠
夫
Ⅱ
入
木
弘
「
商
法
改
正
法
案
を
評
す
⑪
ｌ
⑬
」
法
学
論
叢
三
四
巻
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
’

’
一
一
一
頁
以
下
、
一
一
一
四
巻
一
一
号
七
一
一
頁
以
下
、
一
一
一
四
巻
一
一
一
号
八
一
一
頁
以
下
、
一
一
一
四
巻
四
号
一
○
七
頁
以
下
、
一
一
一
四
巻
五
号
八
一
頁
以
下
、
一
一
一

四
巻
」
ハ
号
九
九
頁
以
下
、
一
一
一
五
巻
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
｜
頁
以
下
、
三
五
巻
一
一
一
号
九
九
頁
以
下
、
一
一
一
五
巻
四
号
一
一
一
六
頁
以
下
、
一
一
一
五

巻
五
号
一
頁
以
下
、
一
一
一
五
巻
六
号
ニ
ハ
一
頁
以
下
、
一
一
一
六
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
一
一
一
六
巻
一
一
号
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
一
一
一

（
川
）
同
前
一
○
九
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
二
一
頁
参
照
。

（
川
）
同
前
・
三
五
巻
一

（
〃
）
同
前
一
○
○
頁
。

（
川
）
同
前
・
三
五
巻
一
一
一
号
九
九
－
’
○
○
頁
。

以
降
で
あ
る
。

頁
。
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（
川
）
山
本
一
｝

（
剛
）
佐
藤
」

（
洲
）
同
前
一

（
脱
）
同
前
」

（
川
）
但
馬
可

（
卿
）
西
原
一

（
棚
）
同
前
一

（
川
）
同
前
一

（
Ⅲ
）
同
前
Ｌ

（
川
）
同
前
｛

（
川
）
同
前
。

（
川
）
同
前
。

（
川
）
同
前
五
頁
参
照
。

（
伽
）
大
隅
健
一
郎
「
仏
蘭
西
に
於
け
る
株
式
会
社
法
の
改
正
」
法
学
論
叢
三
五
巻
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
○
九
頁
以
下
、
大
森
忠
夫

「
ナ
チ
ス
の
株
式
法
改
正
論
」
法
学
論
叢
一
一
一
五
巻
一
一
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
一
一
一
一
四
頁
以
下
、
西
原
寛
一
「
株
式
会
社
法
に
於
け
る
ナ
チ
ス

思
想
⑪
Ｉ
③
」
法
学
協
会
雑
誌
五
四
巻
八
号
（
昭
和
一
一
年
）
一
一
○
頁
以
下
、
五
四
巻
九
号
九
九
頁
以
下
、
五
四
巻
一
○
号
一
一
一
一
一
一
頁

（
川
）
妹
尾
・
注
（
川
）
前
掲
五
○
’
五
一
頁
。

（
棚
）
原
田
鹿
太
郎
「
実
際
家
よ
り
見
た
る
新
株
式
会
社
法
③
」
法
律
新
報
四
八
三
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
四
’
五
頁
。

（
川
）
野
津
務
「
会
社
設
立
無
効
の
訴
仙
ｌ
②
」
民
商
法
雑
誌
六
巻
五
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
｜
頁
以
下
、
六
巻
六
号
五
○
頁
以
下
。

（
Ⅶ
）
佐
々
穆
「
商
法
改
正
法
案
に
於
け
る
変
態
設
立
及
び
事
後
設
立
」
法
学
新
報
四
七
巻
三
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
’
’
’
一
一
一
頁
参
照
。

（
川
）
長
岡
富
一
一
一
「
独
逸
新
株
式
会
社
法
概
観
⑪
ｌ
②
」
法
と
経
済
八
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
八
○
頁
以
下
、
八
巻
三
号
八
五
頁
以
下
、

入
木
弘
「
独
逸
新
株
式
法
」
国
民
経
済
雑
誌
六
二
巻
四
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
’
○
一
頁
以
下
。

（
川
）
同
前
五
頁
。

（
Ⅲ
）
同
「
実
際
家
よ
り
見
た
る
新
株
式
会
社
法
側
」
法
律
新
報
四
八
七
号
（
昭
和
一
二
年
）
四
’
五
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
原
田
鹿
大
部

（
川
）
同
前
三
頁
。

（
Ⅲ
）
妹
尾
一
雄
「
商
法
改
正
案
に
於
け
る
株
式
法
を
評
す
」
信
託
協
会
会
報
一
○
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
二
年
）
四
一
一
一
’
四
四
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
吉
田
市
郎
「
株
式
払
込
財
産
の
法
定
信
託
」
法
曹
公
論
四
一
巻
六
号
（
昭
和
一
二
年
）
五
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
原
田
鹿
太
郎
「
実
際
家
よ
り
見
た
る
新
株
式
会
社
法
⑪
」
法
律
新
報
四
八
一
号
（
昭
和
一
二
年
）
’
’
’
一
一
一
頁
参
照
。

新
報
四
七
巻
五
号
（
昭
和
一
二
年
）
一
七
頁
以
下
。

（
川
）
関
宏
二
郎
他
「
商
法
中
改
正
法
律
案
の
質
疑
応
答
⑪
ｌ
⑪
」
法
学
志
林
一
一
一
九
巻
一
○
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
’
一
七
頁
以
下
、
一
一
一
九
巻

一
一
号
一
一
一
頁
以
下
、
’
一
一
九
巻
一
二
号
一
○
七
頁
以
下
、
四
○
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
九
四
頁
以
下
、
四
○
巻
一
一
号
七
一
一
一
頁
以
下
、

四
○
巻
三
号
八
五
頁
以
下
、
四
○
巻
四
号
九
七
頁
以
下
、
四
○
巻
五
号
九
五
頁
以
下
、
四
○
巻
六
号
七
九
頁
以
下
、
四
○
巻
七
号
五
一
一
頁

以
下
、
四
○
巻
八
号
四
一
頁
以
下
、
四
○
巻
九
号
八
七
頁
以
下
、
四
○
巻
一
○
号
九
○
頁
以
下
、
四
○
巻
一
一
号
八
二
頁
以
下
、
四
○
巻

一
一
一
号
一
○
五
頁
以
下
、
四
一
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
’
’
○
頁
以
下
、
四
一
巻
一
一
号
一
一
一
頁
以
下
、
四
一
巻
三
号
一
○
九
頁
以
下
、

四
一
巻
四
号
一
二
頁
以
下
、
四
一
巻
五
号
九
九
頁
以
下
、
四
一
巻
六
号
九
七
頁
以
下
。
た
だ
し
、
四
○
巻
四
号
よ
り
表
題
を
「
商
法
中

（
川
）
大
森
洪
太
「
商
法
中
改
正
法
律
案
の
概
要
」
法
曹
会
雑
誌
一
五
巻
六
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
四
一
頁
以
下
、
佐
々
穆
「
商
法
改
正
に
於

け
る
民
商
一
一
法
の
調
和
⑪
ｌ
②
」
法
学
新
報
四
七
巻
九
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
一
頁
以
下
、
四
七
巻
一
○
号
七
六
頁
以
下
、
横
田
正
俊
「
商

法
改
正
案
と
株
式
会
社
」
財
政
一
一
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
年
）
一
一
四
一
一
頁
以
下
、
栗
栖
赴
夫
「
商
法
中
改
正
法
律
案
と
新
社
債
制
度
」
法
学

以
下
、
四
○
巻
八
号
四

一
二
号
一
○
五
頁
以
下
、

四
一
巻
四
号
一
二
頁
Ｎ

改
正
法
律
の
質
疑
応
答
」

以
下
。 山
本
淳
一
「
商
法
改
正
法
律
案
中
社
債
規
定
に
就
い
て
」
法
律
新
聞
四
○
二
号
（
昭
和
一
一
年
）

佐
藤
七
郎
「
商
法
改
正
法
案
に
於
け
る
社
債
規
定
に
対
す
る
修
正
希
望
」
銀
行
研
究
三
○
巻
五
号

同
前
六
九
’
七
○
頁
。
な
お
、
山
本
・
注
（
川
）
前
掲
四
頁
参
照
。

但
馬
弘
衛
「
商
法
改
正
要
綱
の
会
計
学
的
修
正
案
」
会
計
三
八
巻
二
号
（
昭
和
一
一
年
）

西
原
寛
一
「
商
法
改
正
法
案
管
見
」
法
律
時
報
八
巻
五
号
（
昭
和
一
一
年
）
三
頁
以
下
。

同
前
七
○
頁
。

西
原
寛
一

同
前
三
頁
。

同
前
六
’
七
頁
参
照
。

同
前
七
頁
。

同
前
参
照
。

と
改
め
て
い
る
。

二
二
一
一
頁
。 三
’
五
頁
参
照
。

（
昭
和
二
年
）
六
八
頁
参
照
。
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政
府
は
、
先
に
公
表
し
た
商
法
改
正
法
律
案
に
若
干
の
修
正
を
施
し
、
こ
れ
を
商
法
中
改
正
法
律
案
と
し
て
昭
和
一
一
一
年
一
一
月
、

（
畑
）

第
七
○
回
帝
国
議
へ
ｚ
に
提
出
し
た
。
こ
の
と
き
提
出
さ
れ
た
法
律
案
と
、
昭
和
一
○
年
公
表
の
法
律
案
と
の
相
違
点
は
、
お
よ
そ
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
送
り
仮
名
な
ど
の
些
細
な
点
は
除
く
）
。

①
接
続
詞
の
変
更
。
昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
の
一
七
三
条
一
項
は
、
「
取
締
役
〈
其
ノ
選
任
後
遅
滞
ナ
ク
第
百
六
十
八
条
第
一

項
第
四
号
乃
至
第
七
号
二
褐
グ
ル
事
項
及
前
一
一
一
条
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
並
一
一
現
物
出
資
ノ
給
付
ア
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル

為
：
…
・
」
と
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
同
条
同
条
は
、
「
．
：
…
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
乃
至
第
七
号
一
一

褐
グ
ル
事
項
並
二
前
一
一
一
条
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
及
現
物
出
資
ノ
給
付
ア
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
…
…
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
②
字
句
．

一一噸が新設され「第一一百一一一条ノ規定ハ社債ガ数人ノ共有一一属スル場合二之ヲ準用ス」とされた。三一一○条四項が
新
設
さ
れ
「
無
記
名
式
ノ
債
券
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
其
ノ
債
券
ヲ
供
託
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
前
一
一
項
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と

された。一一一一一一一条一一一項が新設され「第一一百一一一十一一条第一項及第一一項ノ規定ハ前項ノ通知一一之ヲ準用ス」ときれた。
これにともない昭和一○年改正法律案一一一一一一九条一一項「第一一百一一一十一一条第一項及第一一項ノ規定ハ第一一一百一一十一一条第
一
一
項
ノ
通
知
一
一
之
ヲ
準
用
ス
」
が
削
除
さ
れ
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
に
お
い
て
同
条
一
一
項
は
「
社
債
権
者
集
会
ノ
議
事
録
ハ
社

債
ヲ
発
行
シ
タ
ル
会
社
其
ノ
本
店
一
一
之
ヲ
備
置
ク
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
規
定
さ
れ
、
同
条
一
一
一
項
が
新
設
さ
れ
「
社
債
募
集
ノ
委
託
ヲ
受

ケ
タ
ル
会
社
及
社
債
権
者
ハ
営
業
時
間
内
何
時
ニ
テ
モ
前
項
ノ
議
事
録
ノ
閲
覧
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
さ
れ
た
。
一
一
一
五
六
条

一
一
項
が
新
設
さ
れ
「
第
百
九
十
一
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス
」
と
さ
れ
た
。
④
条
文
の
配
置
の
変
更
。
昭
和

一
○
年
改
正
法
律
案
一
八
六
条
「
引
受
ナ
キ
株
式
又
ハ
荊
司
Ⅶ
刺
打
伺
銅
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
ノ
未
済
ナ
ル
株
式
ア
ル
ト
キ
ハ
発
起
人

へ
連
帯
シ
テ
其
ノ
株
式
ノ
引
受
又
ハ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う
株
式
ノ
申
込
ガ
取
梢
サ
レ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ
」
は
、
昭
和
一
一
一
年
改

表
現
の
変
更
。
昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
の
一
八
四
条
一
項
、
一
一
一
○
条
、
一
一
一
四
八
条
お
よ
び
一
一
一
五
四
条
一
項
の
「
左
一
一
褐
グ
ル
事

項
」
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
同
条
ま
た
は
同
条
同
項
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
左
ノ
事
項
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
昭

和
一
○
年
改
正
法
律
案
一
一
一
六
六
条
一
一
項
の
「
前
項
ノ
事
項
」
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
同
条
同
項
で
は
「
前
項
一
一
褐
グ
ル
事
項
」

へ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
一
一
○
六
条
一
一
項
の
「
前
項
ノ
場
合
ノ
外
」
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
同
条

ｌ
 

同
項
で
は
「
前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
」
へ
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

同
条
同
項
は
「
第
一
一
一
百
八
十
六
条
第
一
項
第
八
号
ノ
査
定
二
不
服
ア
ル
者
ハ
…
…
…
」
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
③
準
用
規
定
の
整
備
。

Ｉ
 

昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
準
用
規
定
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
に
お
い
て
加
え
ら
れ
て
い
る
。
一
一
一
一
八
条

六
条
第
一

Ｈ
廿
刮
調
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
ノ
未
済
ナ
ル
株
式
ア
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
連
帯
シ
テ
其
ノ
株
式
ノ
引
受
又
ハ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う

株
式
ノ
申
込
ガ
取
梢
サ
レ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ
」
と
修
正
さ
れ
、
同
条
一
一
項
が
新
設
さ
れ
て
「
発
起
人
一
一
悪
意
又
〈
重
大
ナ
ル
過
失
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
発
起
人
ハ
第
三
者
に
対
シ
テ
モ
亦
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
寶
二
任
ズ
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
一
八
七
条
の
、
「
訓
判
。
割
則
荊
冠
ハ
…
…
」
は
「
訓
剥
矧
則
馴
矧
ハ
…
…
」
と
修
正
さ
れ
た
う
え
で
、
昭
和

一
一
一
年
改
正
法
律
案
に
お
い
て
、
一
八
六
条
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
。
以
下
、
同
様
に
、
昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
の
一
八
八
条
、
一

八
九
条
、
一
九
○
条
、
一
九
一
条
お
よ
び
一
九
一
一
条
は
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
に
お
い
て
、
そ
の
ま
ま
一
八
七
条
、
一
八
八
条
、

一
八
九
条
、
一
九
○
条
お
よ
び
一
九
一
条
に
繰
り
上
げ
ら
れ
た
。
⑤
上
述
の
④
の
措
置
に
と
も
な
う
形
式
的
変
更
。
昭
和
一
○
年
改

ハ
連
帯
シ
テ
其
ノ
株
式
．

正
法
律
案
に
お
い
て
は
、

第
一
節
改
正
商
法
の
成
立
と
施
行

項
第
八
号
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
為
シ
タ
ル

ー

第
五
章
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
の
成
立
と
こ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

一
九
一
一
条
に
回
さ
れ
、
同
条
一
項
は
「
引
受
ナ
キ
株
式
又
ハ

正
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
○
年
改
正
法
律
案
一
一
一
九
四
条
一
項
で
は
「
第
三
百
八
十

査
定
一
一
不
服
ア
ル
者
ハ
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の

茉
百

(412） 4２ 
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巖
' 

号
正
法
律
案
三
七
○
条
二

２
 

第
一
号
の
な
か
で
規
定
さ
・

巻
ｌ

妬
九
二
条
」
は
、
そ
れ
ぞ
・

第
．

学
一
条
」
に
修
正
さ
れ
た
。

雛
第
七
○
回
帝
国
議
会
」

学
に
お
い
て
も
本
案
自
体
」

一戸
神
わ
ら
ず
、
昭
和
一
二
年
一
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改
正
法
律
案
の
同
条
同
項
か
ら
各
々
削
除
さ
れ
た
。
昭
和
一
二
年
改
正
法
律
案
四
九

供
与
シ
」
と
さ
れ
て
い
た
文
言
が
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
同
条
同
項
で
は
各
々

同
様
に
、
昭
和
一
二
年
改
正
法
律
案
四
九
五
条
で
「
賄
賂
」
と
あ
る
の
を
、
昭
和
一

し
て
い
る
。
②
第
七
○
回
帝
国
議
会
の
衆
議
院
委
員
会
の
意
見
を
尊
重
し
た
も
の
。

①
第
七
○
回
帝
国
議
会
の
貴
族
院
の
修
正
に
従
う
も
の
。
昭
和
一
二
年
改
正
法
律
案
一
九
八
条
は
「
発
起
人
二
非
ズ
シ
テ
株
式
申

込
証
、
目
論
見
書
、
株
式
募
集
ノ
広
告
其
ノ
他
株
式
募
集
二
関
ス
ル
文
書
一
一
自
己
ノ
氏
名
及
会
社
ノ
設
立
ヲ
賛
助
ス
ル
旨
ノ
記
載
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
者
ハ
発
起
人
ト
同
一
ノ
責
任
ヲ
負
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
三
年
改
正
法
律
案
の
同
条
は
、

相
違
は
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
三
一
九
条
の
「
社
債
権
者
集
会
ハ
本
法
二
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除

ク
ノ
外
」
が
、
昭
和
一
三
年
改
正
法
律
案
の
同
条
で
は
、
「
社
債
権
者
集
会
ハ
本
法
二
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
」
に
修
正
さ
れ

た
。
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
四
四
一
一
条
一
項
の
「
第
一
一
百
一
一
一
十
一
一
条
第
一
項
第
一
一
項
、
第
一
一
百
一
一
一
十
九
条
第
三
項
、
第
一
一
百
四
十

一
一
一
条
、
第
二
百
四
十
四
条
及
破
産
法
第
百
七
十
九
条
ノ
規
定
ハ
」
が
、
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
法
律
案
同
条
同
項
で
は
、
「
第
一
一
百
一
一
一
十

止
若
ハ
制
限
」
と
い
う
文
言
が
、
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
各
々
の
同
条
同
項
同
号
に
お
い
て
は
「
株
式
ノ
譲
渡
ノ
制
限
」
に
修

正
さ
れ
た
。
③
政
府
が
独
自
に
修
正
し
た
も
の
。
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
一
一
一
八
○
条
二
項
は
「
前
項
ノ
訴
ハ
株
主
、
取
締
役
、
監

査
役
又
ハ
資
本
ノ
減
少
ヲ
承
認
セ
ザ
ル
債
権
者
一
一
限
り
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
法
律
案

一
一
条
弟
一
項
鏥
一
一
項
、
第
一
一
百
一
一
一
十
九
条
第
一
一
一
項
、
第
一
一
百
四
十
一
一
一
条
、
第
一
一
百
四
十
四
条
、
第
一
一
一
百
一
一
十
一
条
第
二
項
及
破
産
法

’
 

第
百
七
十
九
条
ノ
規
定
ハ
」
に
修
正
さ
れ
た
。
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
四
九
一
一
一
条
一
項
お
よ
び
四
九
四
条
一
項
で
「
賄
賂
ヲ
収
受

第
七
○
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
右
の
改
正
法
律
案
は
、
貴
族
院
で
は
些
少
の
修
正
を
受
け
た
の
み
に
て
可
決
せ
ら
れ
、
衆
議
院

に
お
い
て
も
本
案
自
体
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
否
決
ま
た
は
全
面
的
修
正
を
求
め
る
よ
う
な
空
気
は
毫
も
存
在
し
な
か
っ
た
に
も
か
か

（
伽
）

わ
ら
ず
、
昭
和
一
一
一
年
三
月
一
一
一
一
日
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
ま
た
も
法
律
と
し
て
成
立
す
る
運
び
に
至
ら
な
か
っ
た
。

つ
い
で
、
昭
和
一
一
一
一
年
一
月
、
政
府
は
、
第
七
三
回
帝
国
議
会
に
、
第
七
○
回
議
会
で
貴
族
院
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
も
の
と
ほ

（
狐
）

ぼ
同
様
の
も
の
を
商
法
中
改
正
法
律
案
と
し
て
通
算
一
二
度
目
の
提
出
を
な
し
た
。
昭
和
一
一
一
年
法
律
案
と
昭
和
一
一
一
一
年
法
律
案
と
の

同
条
同
項
で
は
「
前
項
ノ
訴
ハ
株
主
、
取
締
役
、
監
査
役
、
清
算
人
、

正
法
律
案
同
条
同
項
但
書
に
お
い
て
「
但
シ
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
譲
渡
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
修

昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
一
七
五
条
一
一
項
五
号
、
’
八
八
条
一
一
項
六
号
お
よ
び
一
一
二
五
条
一
項
六
号
に
お
け
る

リ
…
…
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

右
の
法
律
案
は
、
貴
族
院
に
お
い
て
は
一
一
月
一
四
日
、
衆
議
院
に
お
い
て
は
三
月
一
一
一
一
日
、
い
ず
れ
も
無
修
正
で
可
決
さ
れ
、
か

（
弧
）

く
し
て
新
法
は
、
同
年
四
月
五
日
の
官
報
を
も
っ
て
公
布
宍
ご
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
（
昭
和
一
一
一
一
年
四
月
五
日
法
律
第
七
一
一
号
）
。

シ
」
と
さ
れ
て
い
た
文
言
が
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
同
条
同
項
で
は
各
々
「
不
正
ノ
請
託
ヲ
受
ケ
財
産
上
ノ
利
益
ヲ
収
受
シ
」

に
修
正
さ
れ
、
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
の
各
々
の
同
条
同
項
に
あ
っ
た
「
他
人
二
賄
賂
ヲ
供
与
セ
シ
メ
」
の
文
一
一
一
一
口
が
昭
和
一
三
年

改
正
法
律
案
の
同
条
同
項
か
ら
各
々
削
除
さ
れ
た
。
昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
四
九
三
条
一
一
項
お
よ
び
四
九
四
条
一
一
項
で
「
賄
賂
ヲ

正
法
律
案
三
七
○
条
一
項
、

一
号
の
な
か
で
規
定
さ
れ
た

九
二
条
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

に
お
い
て

「

「
記
載
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
承
諾
シ
タ
ル
者
ハ
」
の
後
に
、
「
自
己
ヲ
発
起
人
ナ
リ
ト
誤
認
シ
テ
株
式
ノ
申
込
ヲ
為
シ
タ
ル
者
一
一
対
シ
」

「
但
シ
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
譲
渡
ノ
禁
止
又
ハ
制
限
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
」
と
さ
れ
て
い
た
文
一
一
一
一
口
が
、
昭
和
一
三
年
改

「

二
九
二
条
」

同
条
一
一
項
、
’
一
一
八
九
条
一
一
号
、
四
一
一
一
一
条
一
一
一
項
、
四
一
四
条
一
項
、
四
五
三
条
一
号
お
よ
び
四
六
五
条
“

〆■、

322 
■－〆

「
一
八
六
条
」
二
八
七
条
」
「
一
八
八
条
」

■
Ｉ
 

「
一
八
六
条
」
「
一
八
七
条
」
二
八
八
条
」
「
’
八
九
条
」
「
一
九
○
条
」
お
よ
び
「
一
九

口
１
１
Ｉ

破
産
管
財
人
又
ハ
資
本
ノ
減
少
ヲ
承
認
セ
ザ
ル
債
権
者
一
一
限

１
 

１
１
 

「
’
八
九
条
」
「
一
九
○
条
」
「
一
九
一
条
」
お
よ
び
「
｜
－
 

「
前
項
ノ
利
益
ヲ
供
与
シ
」
に
修
正
さ
れ
た
。

三
年
改
正
法
律
案
同
条
で
は
「
利
益
」
と
修
正

昭
和
一
二
年
改
正
法
律
案
一
一
○
四
条
一
項
但
書

と
修
正
さ
れ
た
。
同
様
に
、

「
株
式
ノ
譲
渡
ノ
禁

(414） 4５（415） 
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た
と
え
ば
、
韓
半
島
に
お
け
る
農
業
拓
殖
を
軸
と
す
る
植
民
地
統
治
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
策
会
社
は
、
東
洋
拓
殖
株
式

会
社
で
あ
っ
た
。
こ
の
会
社
の
設
立
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
特
異
な
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

日
露
戦
争
に
勝
利
し
た
わ
が
国
は
、
韓
半
島
に
対
す
る
影
響
力
を
徐
々
に
強
め
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
明
治
一
一
一
八
年
の
第
二

次
日
韓
協
約
（
い
わ
ゆ
る
乙
巳
保
護
条
約
）
に
よ
り
、
わ
が
国
は
当
時
の
大
韓
帝
国
を
被
保
護
国
と
し
た
。
そ
し
て
同
年
一
二
月
、

わ
が
国
は
、
そ
の
保
護
権
を
行
使
す
る
た
め
に
韓
国
統
監
府
を
設
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
韓
国
は
い
ま

だ
完
全
に
主
権
を
失
っ
て
は
お
ら
ず
、
わ
が
国
内
法
が
そ
の
ま
ま
当
然
に
韓
国
内
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

わ
が
国
は
、
韓
国
の
実
質
的
植
民
地
化
を
促
進
す
る
た
め
に
国
策
会
社
の
設
立
を
急
ぎ
、
韓
国
併
合
に
先
立
ち
、
明
治
四
一
年
八

月
一
一
七
日
に
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
を
公
布
し
た
（
法
律
第
六
三
号
）
。
こ
れ
と
同
時
に
、
わ
が
国
は
、
半
独
立
国
家
で
あ
っ
た
韓

国
政
府
を
し
て
同
様
の
法
律
を
制
定
せ
し
め
、
韓
国
に
お
い
て
も
、
同
年
同
月
同
日
、
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
法
を
公
布
せ
し
め
て
い

る
（
韓
国
法
律
第
一
三
号
）
。
韓
国
統
監
府
の
告
示
第
一
一
一
一
七
号
（
明
治
四
一
年
九
月
一
一
日
）
に
よ
れ
ば
「
韓
国
政
府
〈
明
治
四
十

第
二
節
康
徳
四
年
満
州
帝
国
会
社
法
の
成
立
ｌ
昭
和
一
三
年
会
社
法
の
双
生
児

大
日
本
帝
国
の
終
焉
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
植
民
地
経
営
に
も
ま
た
終
止
符
が
打
た
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
過
去
の
わ
が
国
の
植

民
地
経
営
に
と
っ
て
、
会
社
法
制
が
占
め
て
い
た
地
位
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
評
価
し
え
よ
う
。
第
一
に
わ
が
国
の
植
民

地
は
、
い
わ
ゆ
る
国
策
会
社
を
中
心
に
経
営
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
一
に
、
植
民
地
へ
の
資
本
の
導
入
の
た
め
に
株
式
会

社
の
利
用
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
当
該
特
殊
会
社
に
関
す
る
特
別
法
に
限
っ
て
は
同
一
内
容
を
有
し
得
る
で
あ
ろ
う

が
、
相
手
国
を
完
全
に
併
合
し
な
い
限
り
、
｜
般
法
た
る
会
社
法
が
異
な
る
結
果
、
同
一
会
社
に
対
す
る
両
国
法
の
適
用
上
、
収
拾

（
狐
）

し
が
た
い
抵
触
を
生
じ
る
こ
と
を
避
け
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
韓
国
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
一
二
年
に
わ
が
国
へ
の
併
合
が
な
さ
れ
た

結
果
、
実
際
上
の
難
問
を
生
じ
る
事
態
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
塊
侭
国
家
と
は
い
え
、
体
裁
上
は
主
権
国
家

と
し
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
満
州
国
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
会
社
法
と
の
整
合
性
に
配
慮
し
た
一
般
法
と
し
て
の
会
社
法
が
必
要

で
あ
っ
た
。
康
徳
四
年
（
昭
和
一
二
年
）
に
成
立
し
た
満
州
国
会
社
法
は
、
こ
の
時
期
の
わ
が
国
の
会
社
法
改
正
作
業
の
投
影
で
あ

る
と
評
価
し
え
る
の
で
Ｐ
本
節
に
お
い
て
、
こ
れ
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
満
州
国
の
建
国
は
、
昭
和
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。
建
国
直
後
の
満
州
国
に
お
い
て
は
、
臨
時
の
便
法
と
し
て
、

建
国
前
の
制
度
・
法
令
が
援
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
会
社
法
に
つ
い
て
は
、
大
同
元
年
（
昭
和
七
年
）
一
一
一
月
九
日
教
令
三
号
に

〈
麹
）

よ
っ
て
、
中
華
民
国
の
公
司
法
（
民
国
一
八
年
一
一
一
月
一
一
八
日
公
布
、
同
二
○
年
七
月
一
日
施
行
）
が
一
時
的
に
援
用
さ
れ
た
。
同

法
の
内
容
は
、
実
質
的
に
わ
が
国
会
社
法
が
移
植
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
同
法
は
明
治
四
四
年
改
正
を
顧
慮
し
て

〈
郷
）

お
ら
ず
、
加
、
え
て
、
単
純
な
錯
誤
ま
た
は
疎
漏
が
多
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

康
徳
元
年
（
昭
和
九
年
）
、
満
州
国
は
帝
政
に
移
行
し
た
。
同
年
一
○
月
、
満
州
国
政
府
は
、
司
法
部
参
事
官
、
法
典
起
草
委
員

会
（
民
事
・
刑
事
に
分
か
れ
る
）
、
法
典
制
定
委
員
会
、
漢
文
整
理
委
員
会
を
設
置
し
た
。
そ
し
て
、
各
々
の
委
員
会
の
分
担
を
定

こ
う
し
て
新
法
は
、
昭
和
四
年
以
来
の
長
い
道
程
を
経
て
、
よ
う
や
く
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
施
行
は
、
昭
和
一
五
年
一
月
妬

一
日
で
あ
っ
た
。

社
は
、
日
韓
両
国
法
」

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(416） 4７（417） 
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満
州
国
会
社
法
の
形
式
上
の
特
異
点
は
そ
の
配
列
に
見
う
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
総
則
、
第
一
一
章
株
式
会
社
、
第
三
章

合
名
会
社
、
第
四
章
合
資
会
社
と
さ
れ
て
お
り
、
株
式
会
社
が
先
頭
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
同
法
で
は
、
株
式
合
資
会
社
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
建
国
前
か
ら
同
領
域
に
株
式
合
資
会
社
（
股
价
両
合
公
司
）
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る

（
鋭
）

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
法
は
、
わ
が
国
で
導
入
さ
れ
た
有
限
〈
云
社
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
有
限
会
社
法
の
施
行
（
昭
和
一
五
年
一
月
一
日
）
が
満
州
国
会
社
法
の
施
行
（
昭
和
一
二
年
一
一
一
月
一
日
）

よ
り
遅
か
っ
た
た
め
、
わ
が
国
に
先
ん
じ
て
こ
の
制
度
を
施
行
す
る
こ
と
を
不
可
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
示
唆
が
な
さ
れ
て
い

（
跡
）

（
卿
）

る
。
満
法
に
有
限
〈
云
社
に
関
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
立
法
者
の
短
見
が
惜
し
ま
れ
る
」
と
か
、
「
満
法
が
こ
の
制
度

（
畑
）

を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
意
外
で
あ
る
」
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

部二
満
法
に
は
、
外
国
会
社
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
国
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
、
満
州
国
内
で
事

第
（
川
）

・
業
を
営
む
こ
と
を
、
王
た
る
目
的
と
す
る
会
社
は
、
す
べ
て
満
法
に
準
拠
す
る
会
社
に
改
組
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
構
成
に
な
る
。

開展
た
だ
し
、
日
本
法
に
準
拠
し
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
満
州
国
に
お
い
て
事
業
を
営
む
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

的史
「
治
外
法
権
撤
廃
及
付
属
施
行
政
権
移
譲
に
関
す
る
日
満
両
国
条
約
（
康
徳
四
年
一
一
月
五
日
条
約
第
二
号
、
同
年
一
二
月
一
日
実

歴の
施
）
」
四
条
一
項
に
基
づ
き
、
こ
の
条
約
の
実
施
と
同
時
に
「
満
州
国
法
令
に
よ
り
成
立
す
る
同
種
の
会
社
其
の
他
の
法
令
又
は
最

正
・

（
狐
）

改
も
之
と
類
似
す
る
法
人
」
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
右
は
、
満
州
国
内
に
お
け
る
わ
が
国
資
本
の
独
占
的
権
益
を
保
護
す
る
た
め
の
政

改
も
之
と
類
似
す
る
法
人
」
と
し
て
『

法社
策
的
な
配
慮
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

会年
わ
が
国
の
昭
和
一
三
年
改
正
会
凹

一一一一
満
法
は
、
株
金
払
込
事
務
の
取
一

和昭
け
る
信
託
会
社
の
発
達
の
不
十
分
』

神戸学院法学第25巻第２号

わ
が
国
の
昭
和
一
三
年
改
正
会
社
法
と
満
州
国
会
社
法
と
の
具
体
的
な
条
文
に
お
け
る
相
違
点
の
い
く
つ
か
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

満
法
は
、
株
金
払
込
事
務
の
取
扱
者
お
よ
び
取
扱
場
所
を
銀
行
に
限
っ
て
い
る
（
一
一
三
条
一
一
項
六
号
）
。
お
そ
ら
く
満
州
国
に
お

（
犯
）

け
る
信
託
△
云
社
の
発
達
の
不
十
分
さ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
、
）

め
て
、
康
徳
四
年
（
昭
和
一
一
一
年
）
一
一
一
月
ま
で
に
、
王
要
司
法
法
規
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
卿
）

商
法
に
関
し
て
は
、
康
徳
四
年
五
月
一
一
一
一
日
に
、
ま
ず
手
形
法
（
票
拠
法
）
・
小
切
手
法
（
支
票
法
）
が
公
布
妄
ご
れ
、
同
年
一
○

（
狐
）

（
剛
）

月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。
各
々
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
統
一
条
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
満
州
国
商
法
の
特
色
は
、
商
法
血
（
を
編
纂

し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
商
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
行
法
と
し
て
、
康
徳
四
年
六
月
二
四
日
に
、
商
人
通
法
（
わ
が
国
の
商
法
総
則

お
よ
び
商
行
為
法
の
一
部
）
、
会
社
法
、
運
送
法
、
倉
庫
法
、
海
商
法
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。

右
の
う
ち
、
会
社
法
は
、
康
徳
四
年
六
月
一
一
四
日
勅
令
第
一
一
一
三
号
と
し
て
公
布
さ
れ
、
同
年
一
一
一
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
全

（
狐
）

五
章
四
四
八
か
条
に
わ
た
る
法
典
で
あ
る
。
同
法
は
、
一
一
一
一
一
口
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
昭
和
一
三
年
改
正
会
社
法
の
双
生
児

で
あ
る
と
評
価
し
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
条
項
の
配
列
、
立
言
の
方
法
な
ら
び
に
字
句
用
語
の
選
択
に
至
る
ま
で
、
ま
っ
た
く
符

（
醜
）

節
を
合
す
る
が
ご
と
／
、
両
法
の
間
に
均
整
の
と
れ
て
あ
る
こ
と
ほ
と
ん
ど
理
想
に
近
い
」
と
の
評
価
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
昭
和
一
一
一
一
年
会
社
法
の
改
正
作
業
は
、
あ
く
ま
で
も

自
由
主
義
、
資
本
主
義
を
そ
の
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
基
調
を
持
っ
た
わ
が
国
の
会
社
法
が
、
そ
の
ま
ま
国
防

国
家
体
制
下
の
満
州
国
に
移
植
さ
れ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
理

由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
狐
）

第
一
に
、
満
州
国
の
経
済
開
発
に
必
要
な
資
本
を
導
入
す
る
た
め
に
一
般
会
社
法
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
建

（
剛
｝

国
前
か
ら
同
国
領
域
内
に
若
干
の
〈
室
社
組
織
が
存
在
し
、
こ
れ
を
既
得
権
と
し
て
認
め
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

第
一
一
一
に
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
も
重
要
な
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
わ
が
国
自
体
が
い
ま
だ
自
由
主
義
、
個
人
主
義
的
な
経
済

（
狐
）

組
織
を
維
持
す
る
こ
と
に
固
執
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
「
わ
が
国
自
体
が
」
と
一
一
一
一
口
う
よ
り
も
、
「
わ
が
国
の
商
法
学
界
が
」
と
一
一
一
一
口
い

換
え
る
ほ
う
が
よ
り
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

4９（419） (418） 4８ 
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と
と
も
に
「
但
シ
其
ノ
取
締
役
ハ
之
ガ
為
一
一
自
己
ノ
損
害
賠
償
ノ
責
任
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
の
明
文
を
設
け
て
い
る
（
対
照
日

法
一
一
六
一
条
三
項
↓
七
八
条
一
一
項
↓
民
法
四
四
条
一
項
）
。
さ
ら
に
、
取
締
役
の
受
任
者
と
し
て
の
善
管
注
意
義
務
を
、
民
法
に
委

ね
る
こ
と
な
く
、
直
接
に
会
社
法
中
に
規
定
を
設
け
て
（
’
’
七
条
）
、
「
取
締
役
ハ
善
良
ナ
ル
管
理
者
ノ
注
意
ヲ
以
テ
其
ノ
職
務
ヲ

（
郷
）

行
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
政
策
は
、
取
締
役
に
積
極
的
に
職
務
遂
行
の
義
務
を
負
わ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
あ

る
い
は
、
そ
の
職
務
に
無
関
心
、
怠
慢
で
あ
る
取
締
役
に
対
し
、
直
裁
簡
明
に
職
務
憾
怠
が
義
務
違
反
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
厳

（
州
）

重
な
戒
心
を
要
求
し
た
と
い
う
点
で
、
一
員
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

株
式
会
社
の
貸
借
対
照
表
の
要
式
に
関
し
、
満
法
は
、
「
資
本
総
額
ハ
之
ヲ
貸
借
対
照
表
ノ
負
債
ノ
部
一
一
計
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」

と
と
く
に
明
定
し
て
い
る
二
四
七
条
一
項
１
日
法
に
対
照
規
定
は
な
く
貸
借
対
照
表
の
要
式
住
商
法
中
改
正
法
律
施
行
法

四
九
条
に
よ
っ
て
す
べ
て
命
令
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
）
。

満
法
は
、
自
己
株
式
に
つ
い
て
、
会
社
が
自
己
株
を
質
権
の
目
的
と
し
て
受
け
た
と
き
ま
た
は
こ
れ
を
処
分
し
た
と
き
は
そ
の
種

類
お
よ
び
金
額
を
営
業
報
告
書
に
記
載
す
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
二
四
八
条
１
日
法
に
対
照
規
定
な
し
）
・

満
法
は
、
定
款
を
も
っ
て
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
当
請
求
権
の
消
滅
期
間
を
定
め
う
る
こ
と
を
明
定
し
、
そ
の
最
短
期
間
を
一
一
一
年

と
定
め
て
い
る
二
五
五
条
１
日
法
に
対
照
規
定
な
し
）
・

転
換
社
債
に
関
し
、
転
換
に
よ
っ
て
発
行
す
べ
き
株
式
は
日
満
両
法
と
も
に
全
額
払
込
済
み
の
も
の
に
限
っ
て
い
る
が
、
か
か
る

株
式
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
商
法
三
六
五
条
一
一
項
が
「
転
換
ス
ベ
キ
社
債
ノ
発
行
価
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
な
い
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
満
法
一
一
一
一
一
一
一
条
二
項
は
「
転
換
ス
ベ
キ
社
債
ノ
発
行
一
一
因
リ
テ
得
ダ
ル
実
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
な
い
と
し

て
い
る
。

す
べ
き
か
、
わ
が
国
の
商

先
主
義
を
採
用
し
て
い
る

満
法
は
、
心
裡
留
保
に
よ
る
株
式
申
込
み
の
有
効
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
発
起
人
と
通
じ
て
な
し
た
虚
偽
表
示
に

よ
る
株
式
申
込
の
有
効
性
を
も
明
定
し
て
い
る
（
二
三
条
ｌ
対
照
日
法
一
七
五
条
三
項
）
．

満
法
は
、
設
立
時
に
お
け
る
株
式
払
込
仮
装
を
防
止
す
る
一
環
と
し
て
、
銀
行
の
払
込
株
金
保
管
証
明
書
自
体
を
創
立
総
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
一
三
一
条
二
項
１
日
法
に
対
照
規
定
な
し
一
．

会
社
が
例
外
的
に
自
己
株
式
の
取
得
を
許
さ
れ
る
場
合
に
関
し
て
、
満
法
に
お
い
て
は
、
日
法
二
一
○
条
に
掲
げ
る
事
由
に
加
え

て
「
問
屋
ダ
ル
会
社
か
買
入
ノ
委
託
ノ
履
行
ノ
為
ニ
ス
ル
ト
キ
」
お
よ
び
「
信
託
業
ヲ
目
的
ト
ス
ル
会
社
か
信
託
ノ
引
受
一
一
因
ル
ト

キ
」
を
掲
げ
て
い
る
（
六
四
条
四
号
、
五
号
）
。

株
主
が
払
込
期
日
ま
で
に
払
込
み
を
な
さ
な
か
っ
た
と
き
に
会
社
が
執
り
う
る
失
権
手
続
に
関
し
て
、
会
社
は
滞
納
株
式
の
競
売

そ
の
他
の
処
分
に
先
立
ち
、
株
式
譲
渡
人
に
買
受
け
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
処
分
を
な
す
べ
き
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
処
分
に
先
立
ち
、
所
定
の
申
出
期
間
内
に
株
式
買
受
け
の
申
出
を
し
た
譲
渡
人
が
複
数
あ
る
と
き
に
ど
の
者
に
株
式
を
売
却

す
べ
き
か
、
わ
が
国
の
商
法
は
明
定
し
て
い
な
い
が
、
満
法
は
最
初
に
申
出
を
な
し
た
譲
渡
人
に
対
し
て
な
す
旨
を
明
定
し
て
、
最

株
式
譲
渡
人
の
払
込
担
保
責
任
の
限
度
に
関
し
て
、
わ
が
国
の
商
法
（
二
一
九
条
一
項
）
が
、
株
主
名
簿
に
株
式
の
譲
渡
を
記
載

し
た
後
二
年
内
に
法
定
の
方
式
に
従
っ
て
払
込
み
の
催
告
が
発
せ
ら
れ
た
株
金
に
関
し
て
の
み
株
式
譲
渡
人
が
担
保
責
任
を
負
う
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、
満
法
で
は
、
か
か
る
株
金
に
し
て
か
つ
払
込
期
日
が
右
の
期
間
内
に
存
す
る
も
の
に
関
し
て
の
み
担
保
責
任

を
負
う
と
し
て
い
る
（
七
三
条
一
項
）
。

満
法
は
、
と
く
に
取
締
役
の
義
務
、
責
任
に
関
す
る
直
接
の
規
定
を
会
社
法
中
に
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
一
一
一
条
に

お
い
て
、
会
社
は
「
取
締
役
ガ
其
ノ
職
務
ヲ
行
う
一
一
付
他
人
一
一
加
へ
ダ
ル
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
二
任
ズ
」
る
旨
を
直
接
に
規
定
す
る

以
上
の
ほ
か
に
も
、
日
満
両
国
の
会
社
法
に
は
細
部
で
相
違
点
が
み
う
け
ら
れ
る
が
、
右
に
掲
げ
た
も
の
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
Ⅲ

（
六
九
条
）
。

(421） (420） 5０ 

■■■－－－ 
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こ
の
年
に
お
け
る
会
社
法
改
正
論
議
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
商
法
学
界
よ
り
も
む
し
ろ
会
計
学
界
に
お
け
る
議
論
で
あ
ろ

う
。
こ
の
年
、
わ
が
国
の
会
計
学
者
は
、
第
一
回
日
本
会
計
研
究
学
会
大
会
を
開
催
し
て
い
る
。
改
正
商
法
が
公
布
さ
れ
て
間
も
な

（
繩
）

い
、
同
年
五
月
一
一
○
、
一
二
日
の
こ
と
で
あ
る
（
一
橋
如
水
会
館
に
て
開
催
）
。
こ
の
大
会
に
お
け
る
議
論
を
契
機
と
し
て
、
会
計

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
満
の
経
済
的
な
一
体
化
は
、
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
お
よ
び
康
徳
四
年
会
社
法
と
い
う
、
双
生
児
会
社
法
を

軸
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
。
表
Ⅵ
は
、
康
徳
四
年
以
降
の
全
満
州
に
お
け
る
会
社
資
本
の
異
動
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
満
州
国
会
社

法
は
、
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
会
社
法
に
よ
り
も
約
一
一
年
先
行
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
。
自
由
経
済
か
ら
戦
時
経
済
す
な
わ
ち
統
制
経
済

へ
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
一
一
年
の
差
は
重
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
由
主
義
を
基
調
と
す
る
日
満
会

社
法
の
「
実
力
」
は
、
自
由
経
済
体
制
下
の
社
会
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
実
効
性
が
客
観
的
に
評
価
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
、
先
行
し
て
施
行
さ
れ
た
満
州
国
会
社
法
の
下
で
の
会
社
統
計
は
、
不
幸
な
時
代
に
施
行
さ
れ
た
昭
和
一
三
年
会
社
法
の

「
隠
れ
た
実
力
」
を
推
し
測
る
ひ
と
つ
の
資
料
と
言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

定
を
欠
く
、
等
で
あ
る
。

ま
た
、
日
満
両
国
の
民
法
規
定
の
相
違
が
、
会
社
立
法
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
意
思
表
示
の
要
素

に
錯
誤
が
あ
れ
ば
、
満
州
国
民
法
は
こ
れ
を
取
消
事
由
と
し
て
い
る
二
○
五
条
一
項
）
。
満
州
国
民
法
は
、
物
権
の
得
喪
変
更
に

つ
き
登
記
ま
た
は
引
渡
し
を
効
力
要
件
と
し
て
い
る
二
七
七
条
お
よ
び
一
八
一
条
）
。
満
州
国
民
法
は
、
先
取
特
権
に
関
す
る
規

る
。第
三
節
改
正

⑪
昭
和
一
三
年

満州国会社資本移動（満州国法人のみ）表Ｖ

改
正
法
を
め
ぐ
る
学
界
の
議
論
状
況

，，額（円） 、，額（円）

、，額（千円）額（円）

東洋経済編経済年報昭和19年版236頁をもとに作成

5３（423） (422）５２ 

￣ 

年度

(昭和）

新設

社 金額（円）

増資

件 金額（円）

払込

件 金額（円）

康徳4(12）

5(13） 

6(14） 

7(15） 
上期

7(15） 
下期

8(16） 
上期

8(16） 
下期

9(17） 
上期

０４１ ２１４ ３９７ 

０８７ ０３０ ２２３ 
１０ １３ ２３ ０２５０００２０ ０５００５３５５ ６３３７６０５５ ９？９０９９０９ ７７０５９０１３ ０２８７９３５０ ００５１３５３４ ９９９９９９９７ ７０４２１５６８ ７８６６６２８７ 

１１ 

１ 

４ １ 

０３ ５９ １３ 

１９４１２ ６７８６０ 
１ 

１ ００５０００３０ ０５９５０００５ ７２６２７７５０ ９？Ｐ？９９９９ ６３１３９４２９ ５６３３３０６１ ０４２０８３２１ ？６９９９ｆ０？ ００９９６０００ ２１１８７４６４ 
２１２ 

１ 

２３５７６９４ ２２６４８８６ 
１１ 

９ １ １ ０００００００６ ００００５０２１ ５３５０９０５３ ９９９，９１９９ ０５８１９１３３ ０２５７９１０９ ８６９８７９６０ ０９▼１７７９９ １５８０７４１３ １８２４４６７８ １４１１１ 
年度

(昭和）

減資

件 金額（円）

解散

社 金額（円）

現在高

社 金額（千円）

康徳4(12）

5(13） 

6(14） 

7(15） 
上期

7(15） 
下期

8(16） 
上期

8(16） 
下期

9(17） 
上期

５３１２７６４９ 
260,085 

2,000 

415,000 

397,000 

90,000 

5,554 

365 

500 

900 

1１ 

ll4 

115 

143 

141 

121 

6９ 

114 ００７０９０００ ０００５９００４ ８４７８２５５９ ９９？９９９９９ ６６１９７９２０ ０５９２２８５３ １３９２９０６３ ？９９９９９９９ ９７７３２８７１ 
２ 

１ 

５４ ２２８９０９１３ ９９１００１６２ ２０７８１４５０ ９９９９０？９０ ２３３３４４４５ ２２９４３８８２ ４４１５７３４５ １６４８９１１４ ９１Ｖ、９０００５３８６１１６０ ２７７８６２７４ ３７５８３９０６ ７０９？？９９９ １１２２３３４』４
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学
者
が
、
主
と
し
て
商
法
二
八
五
条
の
財
産
評
価
に
関
す
る
論
稿
を
公
表
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
同
条
の
営
業
用
固
定
資
産
の
評
価
に
関
し
て
、
減
損
額
控
除
Ⅱ
減
価
償
却
に
同
条
が
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
不
十
分
で

（
知
）

あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
多
い
。
ま
た
、
同
条
の
有
価
証
券
の
評
価
に
関
し
て
も
、
〈
云
計
学
の
見
地

か
ら
し
て
、
有
価
証
券
は
、
恒
久
的
利
殖
ま
た
は
他
社
支
配
の
た
め
に
所
有
す
る
も
の
と
一
時
的
な
投
資
の
た
め
に
所
有
す
る
も
の

と
に
分
け
て
そ
の
評
価
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
前
者
は
営
業
の
用
に
供
す
る
有
価
証
券
と
し
て
取
得
原
価
主
義
を
採
り
、
後
者
は

（
ｗ
）
 

時
価
主
義
を
採
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の
批
判
も
目
立
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
親
ム
ェ
社
が
所
有
す
る
子
会
社
発
行
の
有
価

（
細
）

証
券
に
つ
き
、
原
価
を
尊
重
し
て
評
価
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
規
定
が
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

そ
の
他
、
会
計
学
者
の
意
見
と
し
て
、
二
八
一
一
条
一
一
項
の
計
算
書
類
の
閲
覧
権
に
関
し
て
、
会
社
を
国
民
的
監
督
の
下
に
置
く
た

め
に
は
、
株
主
ま
た
は
会
社
債
権
者
で
な
く
て
も
、
一
定
の
費
用
を
支
払
い
さ
え
す
れ
ば
、
こ
れ
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で

〈
知
）

あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
。
ま
た
、
一
一
八
八
条
の
利
益
準
備
金
に
関
し
て
、
改
正
商
法
は
〈
室
社
自
体
の
健
全
な
発
展
の
た
め
の
会
社
保

護
に
対
す
る
配
慮
が
不
十
分
で
あ
っ
て
、
利
益
準
備
金
の
限
度
を
資
本
の
四
分
の
一
程
度
に
と
ど
め
る
の
で
足
り
る
の
か
、
利
益
か

（
剛
）

ら
留
保
す
る
の
も
二
○
分
の
一
以
上
の
程
度
で
十
分
な
の
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

法
律
学
者
の
議
論
と
し
て
は
、
設
立
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
原
始
定
款
の
公
正
証
書
化
に
加
え
て
、
創
立
総
会
お
よ
び
株
主

（
狐
）

総
会
の
議
事
録
ま
た
は
決
議
録
の
公
正
証
書
化
が
至
当
で
あ
っ
た
と
一
示
唆
す
る
意
見
が
あ
る
。
’
’
四
六
条
の
事
後
設
立
に
つ
き
、
か

か
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
自
体
は
評
価
で
き
る
が
、
こ
れ
に
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
求
し
て
も
総
会
が
概
し
て
無
力
で
あ
る
し
、

会
社
設
立
当
初
に
お
い
て
は
、
発
起
人
ま
た
は
そ
の
一
味
が
取
締
役
や
監
査
役
と
し
て
会
社
を
事
実
上
支
配
す
る
こ
と
が
多
い
の
で

あ
る
か
ら
、
事
後
設
立
の
具
体
的
当
否
、
と
り
わ
け
そ
の
価
額
の
当
否
を
株
主
総
会
が
適
切
に
判
断
し
う
る
と
は
考
え
が
た
く
、
こ

‐
（
醜
）

の
場
合
に
も
、
総
会
に
先
立
ち
、
官
選
検
査
役
の
調
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
見
解
が
あ
る
。
ま
た
、
預
合

取
締
役
の
株
券
供
託
を
定
め
た
二
五
九
条
に
関
し
て
は
、
供
託
さ
れ
た
株
式
上
に
会
社
が
有
す
る
権
利
ま
た
は
供
託
さ
れ
た
株
式

（
狐
）

を
取
締
役
が
任
意
に
処
分
し
た
場
合
の
効
果
な
ど
、
解
釈
上
問
題
点
が
多
い
］
曰
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。
同
条
に
つ
い
て
は
実
務

家
か
ら
も
、
取
締
役
を
株
主
中
か
ら
選
出
し
た
と
き
に
取
締
役
が
定
款
に
定
め
た
員
数
の
株
券
を
監
査
役
に
供
託
す
る
の
は
、
取
締

役
が
業
務
執
行
そ
の
他
に
つ
き
会
社
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
、
そ
の
賠
償
の
担
保
と
し
て
こ
れ
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
が
定
款
を
も
っ
て
そ
の
供
託
義
務
を
免
除
し
う
る
か
の
よ
う
に
規
定
し
た
点
は
問
題
で
あ

も
の
で
は
な
い
。

②
昭
和
一
四
年

自
己
株
式
の
取
得
の
緩
和
に
関
し
て
も
、
は
や
く
も
こ
の
時
期
に
、
た
と
え
ば
従
業
員
持
株
制
度
を
採
用
す
る
な
ど
、
経
営
上
の

（
郷
）

必
要
に
基
づ
く
場
合
に
は
△
云
社
が
自
己
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
表
明
が
み
ら
れ
る
。

銀
行
実
務
家
か
ら
の
指
摘
と
し
て
、
二
○
九
条
一
項
の
登
録
質
に
つ
い
て
、
登
録
質
の
要
件
と
し
て
、
株
券
に
も
質
権
者
の
氏
名

を
記
載
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
転
々
と
し
て
何
人
の
手
に
渡
る
か
も
し
れ
な
い
株
券
に
質
入
れ
の
履
歴
が
つ
く
の
は
、

こ
と
に
銀
行
等
で
は
取
引
関
係
が
第
三
者
に
わ
か
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
せ
っ
か
く
の
立
法
で

（
減
）

あ
る
が
、
お
そ
国
わ
く
こ
れ
を
利
用
す
る
者
は
あ
ま
り
い
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
郷
）

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
年
に
は
、
改
正
商
法
の
解
説
論
稿
が
数
多
く
公
表
さ
れ
て
い
る
。

（
剛
）

（
柵
）

ま
た
、
ス
イ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
会
社
法
の
紹
介
論
稿
も
見
う
け
ら
れ
る
が
、
わ
が
国
の
会
社
法
に
対
す
る
且
〈
体
的
提
一
一
一
一
口
を
含
む

（
銃
）

る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

防
止
莱
に
つ
き
、
株
金
払
込
取
扱
人
の
変
更
や
保
管
替
え
に
関
し
て
、
株
式
申
込
人
に
対
す
る
通
知
公
告
等
に
つ
き
規
定
し
な
か
つ

く
鋼
）

た
の
は
不
備
で
あ
る
】
曰
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(424）５４ 5５（425） 
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（
糊
）

ｊ
Ｕ
立
法
に
打
力
を
盗
料
を
提
供
し
た
と
評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
陣
営
に
属
す
る
英
米
法
の
法
制
が
多
く
と
り
入
れ
ら
れ

（
Ｗ
）
 

た
こ
と
は
、
純
資
本
主
義
的
立
場
を
と
る
わ
が
商
法
の
発
展
的
手
段
と
し
て
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
】
曰
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
姿
勢
で
立
法
さ
れ
た
改
正
法
は
、
現
時
の
経
済
情
勢
に
と
っ
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
大
橋
助
教
授
の
評
価

（
畑
）

で
あ
る
。
第
一
に
、
従
来
の
資
本
、
王
義
的
立
場
か
ら
観
た
場
〈
ロ
、
現
代
企
業
の
特
色
は
複
合
企
業
た
る
点
に
特
徴
が
あ
る
が
、
す
で

に
会
社
法
典
に
収
め
る
に
機
が
熟
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
コ
ン
シ
ェ
ル
ン
関
係
に
つ
い
て
、
新
法
は
規
定

（
剛
）

し
て
い
な
い
。
第
一
一
に
、
全
体
、
王
義
的
立
場
か
ら
観
た
場
合
、
新
法
は
あ
ま
り
に
時
流
と
隔
絶
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
新
し
い

経
済
秩
序
」
の
建
設
と
い
う
情
勢
を
戦
時
経
済
の
一
時
的
現
象
と
み
る
か
、
人
類
史
の
大
き
な
思
想
的
う
ね
り
の
現
象
と
み
る
か
は

（
加
）

見
る
人
の
認
識
に
よ
る
と
三
」
れ
つ
つ
も
、
大
橋
助
教
授
は
、
後
者
の
立
場
に
賛
成
さ
れ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
、
新
法
は
は
な
は
だ
時

流
に
超
然
と
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
ｏ
商
法
は
自
由
主
義
の
立
場
に
立
つ
の
が
本
来
的
性
格
で
あ
り
、

全
体
主
義
的
動
向
は
別
個
の
法
領
域
で
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
一
理
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
商
法
自
ら
が

自
ら
の
廃
滅
を
自
認
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
自
由
主
義
の
商
法
は
廃
滅
す
る
に
し
て
も
、
経
済
現
象
は
人

の
生
活
の
あ
る
と
こ
ろ
に
必
ず
存
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
代
に
適
応
し
た
構
想
の
下
に
、
商
法
の
特
色
で
あ
る
柔
軟
性
、
慣
習

（
狐
）

性
、
時
代
適
応
性
を
発
揮
し
て
、
将
来
の
商
法
の
活
く
べ
き
道
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
。

今
日
的
見
地
か
ら
は
、
必
ず
し
も
妥
当
と
は
一
一
一
一
反
難
い
側
面
も
あ
る
が
、
改
正
当
時
の
時
代
背
景
、
経
済
情
勢
と
会
社
法
と
の
乖

離
を
知
る
上
で
象
徴
的
な
論
稿
で
あ
る
。
な
お
、
大
橋
助
教
授
は
、
新
法
に
つ
い
て
「
資
本
主
義
の
立
場
に
お
い
て
も
一
○
年
遅
れ

（
醜
）

て
い
る
」
と
小
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
一
一
一
一
口
し
て
お
き
た
い
。

（
畑
）

こ
の
年
の
各
論
的
論
稿
と
し
て
は
、
記
名
株
券
の
指
図
証
券
化
に
と
も
な
う
問
題
点
を
指
摘
し
た
ｊ
Ｕ
の
が
あ
る
。

記
名
株
券
の
善
意
取
得
制
限
を
規
定
し
た
二
一
一
九
条
一
一
項
に
つ
き
、
記
名
株
券
に
裏
書
移
転
の
方
法
を
認
め
な
が
ら
、
証
券
の
外

こ
の
年
に
お
け
る
興
味
深
い
論
稿
と
し
て
、
昭
和
一
三
年
改
正
商
法
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
の
下
に
成
立
し
た
か
を
考
察
さ

（
狐
）

れ
た
大
橋
光
雄
助
教
授
（
当
時
）
の
そ
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
橋
助
教
授
は
、
日
華
事
変
以
降
の
わ
が
国
の
立
法
状
況
を
、
従
来
の
自
由
主
義
下
の
法
制
が
行
き
つ
く
所
ま
で
行
き
つ
い
た
転

換
期
に
あ
り
、
そ
の
新
事
態
に
対
応
す
べ
く
さ
ま
ざ
ま
な
法
案
が
議
会
を
通
過
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
商

法
改
正
法
案
の
み
が
「
何
か
し
ら
法
制
の
安
定
期
に
お
け
る
法
律
の
ご
と
く
で
あ
り
、
何
か
周
囲
の
雰
囲
気
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な

気
持
ち
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
か
か
る
法
律
を
事
変
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
制
定
し
う
る
こ
と
は
大
国
の
余
裕
で
あ
る
と
い
う

（
奴
）

見
方
も
あ
る
が
。
…
．
．
な
ぜ
か
か
る
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
か
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
改
正
法
の
総
合
的
考
察
を
さ

れ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
陣
営
の
会
社
法
と
全
体
主
義
陣
営
の
会
社
法
の
立
法
動
向
を
分
析
さ
れ
、
そ
れ
ら

と
わ
が
国
の
改
正
会
社
法
の
姿
勢
と
を
比
較
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
改
正
法
に
つ
き
、
こ
の
会
社
法
は
現
時
の
法
制
激
動
期
に
お
け
る
立
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
資
本

主
義
的
民
主
主
義
的
思
想
を
い
っ
そ
う
発
展
な
ら
し
め
た
る
に
と
ど
ま
り
、
改
正
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
諸
国
の
法
制
の
研
究
を
世

（
郷
）

界
的
な
ら
し
め
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
小
括
さ
れ
る
。

具
体
的
に
述
べ
れ
ば
、
改
正
法
の
根
本
思
想
、
指
導
精
神
は
純
資
本
主
義
的
で
あ
り
、
た
と
え
ば
株
式
の
無
名
性
の
排
撃
、
会
社

機
関
の
編
成
替
え
、
権
威
に
よ
る
政
治
の
思
想
、
企
業
の
行
政
的
監
督
等
の
全
体
主
義
的
会
社
法
に
み
ら
れ
る
問
題
は
ほ
と
ん
ど
考

（
畑
）

盧
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
法
律
は
、
自
由
競
争
の
基
盤
に
立
っ
た
法
制
安
定
期
の
み
に
与
え
ら
れ
る
法
律
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。（
獺
）

大
橋
助
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
改
正
法
を
評
し
て
、
’
九
二
九
年
英
国
会
社
法
を
連
想
さ
せ
る
面
す
ら
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

比
較
法
的
見
地
に
お
い
て
広
く
知
識
を
世
界
に
求
め
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
明
治
一
一
三
年
商
法
が
仏
法
系
で
あ
り
、
明

治
三
二
年
商
法
が
独
法
系
で
あ
る
の
に
対
し
、
今
回
は
世
界
諸
国
法
的
に
な
っ
た
と
ぎ
れ
、
と
り
わ
け
英
米
法
の
諸
制
度
が
い
ず
れ

(426） 5６ 5７（427） 
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の
複
雑
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
な
機
構
と
し
て
は
、
そ
こ
に
共
通
な
定
型
を
定
め
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
が
一
般
法
と
し
て
の
商
法
の
役
割
り
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
に
、
こ
の
基
本
的
機
構
の
も
と
に
構
成
せ
ら
れ
る
種
々
の
技
術
的
、

派
生
的
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
商
法
の
画
一
的
定
型
は
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
適
合
し
う
る
と
は
限
ら
な
い
。
第
一
一
に
、
特
定

企
業
の
持
つ
経
済
的
、
社
会
的
な
い
し
国
家
的
意
義
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
国
家
的
に
監
督
統
制
す
る
必
要
も
あ
り
、
ま

（
狐
）

た
こ
れ
に
特
殊
の
特
権
を
付
与
す
る
必
要
も
あ
る
。
右
の
よ
う
に
、
商
法
学
者
は
、
統
制
法
令
の
氾
濫
と
い
う
現
実
を
直
視
し
つ
つ

も
、
｜
般
法
と
し
て
の
商
法
に
関
し
て
は
、
そ
の
自
由
主
義
的
な
立
場
を
崩
し
て
い
な
い
。
逆
に
、
特
別
法
に
よ
る
商
法
の
変
更
は

（
狐
）

き
わ
め
て
例
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。

統
制
法
令
に
よ
る
商
法
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
会
社
の
設
立
や
機
関
と
い
っ
た
側
面
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
批
判
的

瓢
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
設
立
に
関
し
て
、
実
質
的
に
は
多
数
の
特
殊
会
社
法
、
特
殊
事
業
法
の
制
定
に
よ
っ
て
重
要
な
企
業
の

第．
多
く
に
つ
き
、
準
則
主
義
は
大
き
な
歪
曲
を
受
け
つ
つ
あ
る
か
ら
、
現
在
の
わ
が
株
式
会
社
法
に
は
「
広
い
意
味
で
の
免
許
主
義
」

開展
が
支
配
し
て
い
る
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
か
か
る
「
免
許
主
義
」
は
、
複
雑
多
様
な
企
業
の
全
般
に
対
す
る
行
政

（
畑
）

的史
官
庁
の
評
価
能
力
の
万
能
、
明
徹
な
洞
察
、
誠
意
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
そ
こ
に
一
沫
の
不
安
が
あ
る
。
ま
た
、
（
狐
）

歴の
機
関
に
関
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
特
殊
的
法
規
整
は
、
結
局
は
企
業
経
営
に
つ
い
て
の
国
家
的
干
渉
な
い
し
関
与
の
表
現
に
尽
き
る
。

虹
と
り
わ
け
特
殊
会
社
に
お
い
て
株
、
王
総
会
の
専
決
事
項
に
つ
い
て
認
可
、
王
義
を
採
用
す
る
と
い
う
政
策
は
、
株
主
総
会
の
専
決
権
自

法社
体
こ
そ
奪
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
効
力
発
生
要
件
と
し
て
政
府
の
認
可
が
要
求
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
株
主
総
会
を
通

（
獺
）

〈云年じ
て
の
会
社
の
私
的
自
治
が
大
き
な
制
約
を
受
け
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

一一一一
右
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
か
、
改
正
商
法
に
関
す
る
こ
の
年
の
論
稿
と
し
て
は
、
株
式
の
質
入
れ
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
論

口
（
伽
）

暇
じ
た
も
の
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
。

『・麩》・唖四・華狙
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観
に
信
頼
し
え
な
い
よ
う
な
非
証
券
法
的
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
、
証
券
法
的
見
地
か
ら
そ
の
失
当
を
批
判
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
し

（
狐
）

て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
経
済
に
直
接
か
つ
大
き
な
関
係
を
持
つ
株
式
制
度
の
よ
う
な
も
の
は
、
証
券
理
論
の
理
想
に
か
か
わ
ら
ず
、

立
法
者
が
株
式
所
有
者
に
衝
動
を
与
え
な
い
よ
う
配
慮
し
て
か
か
る
制
限
を
設
け
た
以
上
、
そ
の
当
否
を
即
断
す
べ
き
で
な
い
と
す

（
妬
）

る
。
ま
た
、
裏
書
譲
渡
を
う
け
て
記
名
株
券
の
所
持
人
と
な
っ
た
者
か
ら
す
る
名
義
菫
曰
替
請
求
に
つ
き
、
小
切
手
法
一
九
条
を
準
用

（
加
）

す
る
規
｛
正
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
”
）
 

そ
の
他
、
こ
の
年
に
は
若
干
の
各
論
的
解
説
論
稿
が
み
う
け
ら
れ
る
。
施
行
を
控
、
え
て
、
定
款
の
認
証
等
の
公
証
人
実
務
に
関
す

（
畑
）

る
解
説
等
も
み
う
け
ら
れ
る
。

改
正
会
社
法
は
、
こ
の
年
に
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
多
く
の
特
殊
会
社
法
、
特
殊
事
業
法
が
制
定
さ
れ
、
国
家
総
動
員

法
（
昭
和
一
三
年
法
律
第
五
五
号
）
、
会
社
利
益
配
当
及
資
金
融
通
令
（
昭
和
一
四
年
勅
令
第
一
七
九
号
）
、
臨
時
資
金
調
整
法
（
昭

和
一
二
年
法
律
第
八
六
号
）
等
の
各
種
統
制
法
令
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
商
法
典
が
予
想
す
る
改
正
会
社
法
下
の
株
式
会
社
の
姿
は
、

必
ず
し
も
十
分
な
具
現
化
が
可
能
で
あ
る
と
は
一
一
一
一
反
難
い
状
況
と
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
時
経
済
体
制
ま
た
は
国
防
国
家
体
制
へ
の
移
行
が
顕
著
と
な
る
中
で
、
自
由
主
義
を
基
調
と
し
た
さ
ら
な
る
会

社
法
改
正
に
繋
が
る
議
論
状
況
は
、
急
速
に
下
火
に
な
っ
て
ゆ
く
。

た
と
え
ば
、
ど
の
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
制
度
理
論
の
立
場
か
ら
株
式
会
社
の
構
造
を
再
構
成
す
る
と
い
っ
た
主
旨
の
論
稿
も
現
れ

〈
畑
）

て
い
る
。
株
式
会
社
は
、
個
人
と
国
家
の
問
に
お
け
る
中
間
的
利
益
の
追
求
を
目
的
と
す
る
組
織
体
を
生
ぜ
し
め
る
契
約
に
よ
っ
て

（
卿
）

成
立
す
る
、
と
い
っ
た
具
〈
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
時
代
の
特
別
法
に
よ
る
商
法
の
変
更
は
、
以
下
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業

③
昭
和
一
五
年

(428） 5８ 
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周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
年
の
一
一
一
月
八
日
に
、
わ
が
国
は
米
英
に
対
し
て
戦
端
を
ひ
ら
き
、
中
国
戦
線
を
も
含
め
て
「
戦
争
」

状
態
に
は
い
っ
た
（
中
国
戦
線
は
こ
の
と
き
ま
で
「
事
変
」
と
称
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
一
六
年
一
一
一
月
一
○
日
の
大
本
営
政
府
連

絡
会
議
は
、
こ
の
戦
争
を
一
一
一
月
八
日
以
降
の
中
国
戦
線
を
含
め
て
「
大
東
亜
戦
争
」
と
呼
称
す
る
と
決
定
し
、
こ
の
呼
称
は
同
月

一
一
百
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
）
。
こ
の
戦
争
の
遂
行
は
、
わ
が
国
の
国
力
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
開
戦
を
境
に
、

わ
が
国
の
諸
分
野
の
学
問
的
成
果
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
（
停
滞
）
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
会

社
法
を
め
ぐ
る
「
戦
前
一
の
議
論
状
況
を
整
理
す
る
と
い
う
意
味
で
こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
論
稿
を
も
っ
て
昭
和
一
一
一
一
年
改
正
商

（
蝿
）

が
あ
る
。
そ
の
他

⑨
昭
和
一
六
年

社
法
を
め
ぐ
る
「
戦
前
」
の
議
論
状
輌

法
を
め
ぐ
る
議
論
の
終
着
点
と
す
る
。

こ
の
年
に
は
、
わ
が
国
の
過
去
空

の
立
法
化
で
あ
る
。

三
藤
教
授
は
、
右
の
う
ち
、
と
り
わ
け
金
融
資
本
主
義
へ
の
転
化
過
程
に
お
け
る
諸
要
求
が
、
ど
の
よ
う
に
会
社
法
に
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
か
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
少
数
の
者
の
手
中
に
企
業
が
握
ら
れ
る
独
占
的
金
融
資
本
主
義
下
に
あ
っ
て
は
、
自
己
資
本

を
も
っ
て
新
企
業
を
創
設
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
多
数
者
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
既
存
企
業
を
支
配
す
る
こ
と
が
努
力
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
三
藤
教
授
は
、
株
式
会
社
法
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
企
業
集
中
に
よ
る
独
占
を
可
能
な
ら
し
め
金
融
資
本
の
独
裁
を

（
郷
）

擁
護
す
る
方
向
に
構
成
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
金
融
資
本
型
の
株
式
会
社
法
に
お
い
て
は
、
資
本
形
成
の
自
由
性
と
い
う
側
面
は
、
次
の
よ
う
に
発
展
す
る
。
第
一

に
、
金
融
資
本
化
を
促
進
さ
せ
る
た
め
、
会
社
金
融
の
方
法
が
多
様
化
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
株
式
の
種
類
の
増
加
、
転
換
株
式

・
転
換
社
債
・
議
決
権
な
き
株
式
の
許
容
、
増
資
の
制
限
の
緩
和
、
社
債
法
規
の
補
正
、
株
式
担
保
化
の
方
法
の
明
確
化
等
が
改
正

法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
第
二
に
、
投
下
資
本
の
安
定
化
が
図
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
設
立
に
関
す
る
発
起
人
の
責
任
強
化
、

増
資
に
お
け
る
取
締
役
・
監
査
役
の
責
任
強
化
等
が
改
正
法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
第
三
に
、
投
下
資
本
の
回
収
の
容
易
迅
速
化

が
図
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
株
式
の
指
図
証
券
化
等
が
改
正
法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
ま
た
、
金
融
資
本
型
の
株
式
会
社
法
に

お
い
て
は
、
会
社
機
構
の
側
面
も
次
の
よ
う
に
変
容
す
る
。
形
式
的
に
は
株
主
総
会
中
心
の
当
事
者
自
治
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、

企
業
の
支
配
権
は
事
実
上
企
業
者
株
主
（
す
な
わ
ち
金
融
資
本
家
）
に
移
動
し
、
そ
の
代
表
者
た
る
取
締
役
等
が
経
営
方
針
を
決
定

す
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
議
決
権
な
き
株
式
・
転
換
株
式
の
許
容
を
通
じ
た
株
主
の
無
機
能
化
へ
の
前
進
、
取
締
役
・
監

（
郷
）

査
役
の
株
、
王
資
格
か
ら
の
解
放
等
が
改
正
法
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。

三
藤
教
授
は
、
金
融
資
本
主
義
的
性
格
を
強
め
た
改
正
法
に
一
定
の
評
価
を
与
え
ら
れ
つ
つ
も
、
「
現
行
法
上
の
株
式
会
社
の
金

（
断
）

融
資
本
的
性
格
は
な
お
そ
の
理
念
型
と
称
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
改
正
法
は
、
た
と
箒
え
ば
企

こ
の
年
に
は
、
わ
が
国
の
過
去
の
資
本
主
義
経
済
の
発
展
と
そ
の
質
的
変
化
を
背
景
に
、
昭
和
一
一
一
一
年
会
社
法
の
性
格
を
総
合
的

（
卿
）

に
考
察
さ
れ
た
一
二
藤
正
教
授
の
論
稿
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

三
藤
教
授
は
「
元
来
民
商
法
の
よ
う
な
大
法
典
は
、
｜
面
そ
の
経
済
生
活
へ
の
指
導
力
を
云
々
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
何
と
し

て
も
そ
の
過
去
の
時
期
に
お
け
る
経
済
生
活
の
要
求
の
、
そ
し
て
そ
の
発
現
た
る
諸
特
別
法
で
展
開
せ
ら
れ
た
法
理
論
の
沈
澱
で
あ

（
独
）

る
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
が
是
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
今
回
の
商
法
改
正
の
基
盤
と
な
っ
た
経
済
は
、
産
業
資
本
、
王

義
か
ら
金
融
資
本
主
義
へ
の
転
化
過
程
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
今
回
の
改
正
法
は
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
要

（
狐
）

請
を
反
映
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
小
括
さ
れ
る
。
そ
の
要
請
と
は
、
第
一
に
、
産
業
資
本
、
主
義
の
正

常
な
進
行
過
程
の
諸
要
求
に
合
致
す
る
株
式
会
社
の
型
の
構
想
で
あ
り
、
第
一
一
に
金
融
資
本
主
義
へ
の
転
化
過
程
に
お
け
る
諸
要
求

（
翻
）

総
論
的
解
説
と
し
て
、
立
法
者
の
一
人
で
あ
っ
た
松
本
丞
必
治
博
士
の
講
演
録
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
若
干
の
各
論
的
解
説

（
蝿
）

（
鋤
）

（
棚
）

あ
る
。
そ
の
他
に
、
ナ
チ
ス
株
式
〈
二
社
法
の
紹
介
、
ス
イ
ス
会
社
法
の
紹
介
論
稿
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

9１ 
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し
か
し
、
右
の
視
座
か
ら
、
当
時
に
お
け
る
会
社
法
理
論
の
到
達
点
を
各
論
的
に
分
析
す
る
作
業
は
、
会
社
の
設
立
お
よ
び
会
社

の
内
部
機
構
に
関
す
る
部
分
を
除
い
て
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。

大
隅
博
士
の
各
論
的
分
析
の
う
ち
、
昭
和
一
三
年
改
正
法
に
対
す
る
評
価
と
し
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
近
代

に
お
け
る
株
式
会
社
の
内
部
構
造
の
変
革
に
関
連
し
た
指
摘
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
の
発
展
に
と
も
な
う
株
式
会
社
の

大
企
業
化
と
企
業
集
中
に
よ
り
、
株
式
会
社
の
内
部
構
造
は
、
自
由
株
主
の
共
同
管
理
権
こ
と
に
議
決
権
の
限
縮
な
い
し
喪
失
と
取

締
役
の
企
業
支
配
権
の
拡
大
強
化
と
い
う
過
程
を
た
ど
る
。
加
え
て
、
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
経
済
的
発
展
は
、
他
面
、
従
来
の
株
主

中
心
的
な
株
式
会
社
観
に
対
し
へ
新
た
な
企
業
中
心
的
な
株
式
会
社
本
質
観
を
展
開
せ
し
め
る
。
そ
こ
か
ら
、
株
式
会
社
に
結
合
す

！
る
各
個
の
株
主
の
利
益
ま
た
は
そ
の
単
な
る
集
計
を
越
え
た
、
よ
り
高
次
元
の
企
業
の
利
益
と
い
う
概
念
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

立
口

一
一
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
企
業
の
利
益
の
昂
揚
は
、
企
業
経
営
の
安
定
と
企
業
の
断
続
的
な
維
持
発
展
を
最
高
の
指
標
と
す
る
か
ら
、

第・
会
社
の
経
営
を
株
主
総
会
の
変
動
的
多
数
と
株
式
投
機
の
陰
謀
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
ま
た
多
数
者
株
、
王
の
横
暴
に
対
し

開展
て
の
み
な
ら
ず
、
少
数
者
な
い
し
個
々
の
株
主
の
放
恋
に
対
し
て
も
取
締
役
等
の
立
場
を
弁
明
す
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

的触
こ
の
流
れ
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
は
、
取
締
役
が
も
は
や
株
主
総
会
の
下
位
に
立
つ
機
関
で
は
な
く
、
自
己
の
権
限
と
責
任
で
会
社
の

⑭
業
務
執
行
を
指
導
的
に
指
揮
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
、
株
主
総
会
が
、
主
と
し
て
会
社
の
法
律
的
お
よ
び
経
済
的
基
礎
に
関
し
て
の
み

敵
決
議
を
な
し
え
、
業
務
執
行
に
関
し
て
は
も
は
や
大
き
な
権
限
を
有
さ
な
い
こ
と
、
か
か
る
取
締
役
の
権
限
強
化
と
関
連
し
て
、
そ

（
肌
）

社
の
一
員
任
も
ま
た
強
化
さ
れ
る
こ
と
、
監
査
役
の
監
督
機
関
と
し
て
の
職
分
が
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
等
で
あ
る
。

△云年
大
隅
博
士
は
、
右
の
よ
う
な
変
化
を
ふ
ま
え
て
、
昭
和
一
三
年
改
正
法
を
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
改
正
に
当
た
つ

一
一
一
‐

’
て
は
、
前
述
の
近
代
に
お
け
る
株
式
会
社
の
内
的
構
造
の
変
革
に
対
し
格
別
の
考
慮
が
払
わ
れ
た
と
認
む
べ
き
跡
を
見
出
し
え
な
い
。

和昭
そ
れ
は
依
然
と
し
て
従
来
の
民
主
主
義
思
想
に
胚
胎
す
る
機
関
構
造
を
維
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
株
主
総
会
の
権
限
を
拡
張
す
る
こ

神戸学院法学第25巻第２号

時
代
的
背
景
も
あ
っ
て
か
、
三
藤
教
授
は
、
国
家
総
動
員
法
や
営
団
法
が
株
式
会
社
の
機
構
的
優
秀
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
寄
与

（
狐
）

す
る
と
い
う
、
王
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
今
日
的
視
点
か
ら
は
、
一
一
一
藤
教
授
が
説
か
れ
た
計
画
資
本
主
義
下
の
会
社
法
へ
の
指
摘

は
、
会
社
法
学
の
経
済
法
分
野
へ
の
発
展
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
年
、
大
隅
健
一
郎
博
士
も
ま
た
、
資
本
主
義
経
済
の
大
き
な
基
本
的
構
造
の
変
革
の
結
果
と
し
て
、
株
式
会
社
制
度
に
ど
の

（
伽
）

よ
う
な
構
造
的
変
革
が
も
た
ら
れ
た
の
か
と
い
う
視
座
か
ら
、
一
編
の
二
覗
稿
を
公
表
さ
れ
て
い
る
。
株
式
会
社
法
理
論
の
変
革
の
鳥

嗽
を
企
図
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
三
藤
教
授
の
論
稿
の
主
旨
と
共
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
視
野
は
大
隅
博
士
の
論
稿
の
ほ
う
が
広
く
、

世
界
的
な
経
済
の
基
本
構
造
の
変
遷
の
流
れ
を
捉
え
ら
れ
、
そ
の
間
の
各
国
株
式
会
社
法
理
論
の
変
遷
に
言
及
し
つ
つ
、
わ
が
国
特

有
の
現
象
を
も
分
析
さ
れ
る
と
い
う
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

大
隅
博
士
は
、
株
式
会
社
企
業
の
大
企
業
化
、
企
業
集
中
の
発
展
そ
し
て
資
本
主
義
経
済
か
ら
統
制
経
済
へ
の
移
行
と
い
っ
た
も
の（
柵
）

を
、
経
済
の
基
本
構
造
の
変
革
の
中
核
に
据
え
ら
れ
て
、
会
社
法
の
構
造
の
変
革
史
を
描
き
出
す
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
い
て
も
な
お
、（
伽
）

説
か
れ
て
い
る
。

業
合
同
現
象
に
お
け
る
自
己
株
式
、
議
決
権
、
貸
借
対
照
表
の
項
目
お
よ
び
評
価
、
役
員
の
責
任
、
会
社
債
権
者
関
係
等
に
つ
い
て

（
棚
）

な
お
十
分
な
規
定
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
三
藤
教
授
は
、
資
本
主
義
は
さ
ら
に
独
占
的
金
融
資
本
主
義
の
行
詰
ま
り
か
ら
計
画
資
本
主
義
へ
発
展
す
る
と
説
か
れ
、

わ
が
国
は
す
で
に
金
融
資
本
主
義
が
未
完
成
の
う
ち
に
世
界
的
政
治
不
安
に
う
な
が
さ
れ
て
計
画
資
本
主
義
へ
の
本
質
過
程
に
は
い
つ

（
伽
）

て
い
る
と
現
状
を
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
段
階
に
あ
っ
て
会
社
法
は
、
株
、
王
・
会
社
役
員
・
会
社
債
権
者
と
い
う
利
害
が
衝

突
す
る
者
の
間
の
利
己
的
自
由
競
争
の
調
整
・
調
和
に
資
す
る
も
の
と
し
て
の
役
目
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
段
階
に

お
い
て
も
な
お
、
会
社
が
も
つ
資
本
集
中
機
構
と
し
て
の
優
秀
性
と
経
営
機
構
と
し
て
の
優
秀
性
が
再
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

6３（433） (432）６２ 
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な
る
。

（
繩
）

と
に
よ
っ
て
（
商
法
二
四
五
条
）
、
む
し
ろ
こ
れ
を
強
化
す
る
態
度
に
出
て
い
る
か
三
」
え
に
見
え
る
。
」

明
治
期
の
会
社
法
制
定
以
降
、
連
綿
と
続
け
ら
れ
、
会
社
法
学
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
戦
前
の
わ
が
国
の
会
社
法
改
正
議
論
は
、

こ
の
年
に
公
表
さ
れ
た
以
上
の
昭
和
一
三
年
改
正
法
の
総
論
的
小
括
を
も
っ
て
、
戦
時
に
お
け
る
長
い
休
眠
状
態
に
は
い
る
こ
と
に

－－～グーへグー､－－～－－～グー､￣■へ／￣へグーへ〆￣へ －－へ－－へグーへ〆－－

塑型迦型迦辿１２，迦辿迦年哩辿迦辿
、－－

－－、グー､グーへ／￣へ－へグー、〆戸へグーへグーへ

３４１３４０３３９３３８３３７３３６３３５３３４３３３ 
、-－、－〆、－〆、－－～￣、－－、＝〆、－－、＿＝

（
岨
）
大
本
・
注
（
剛
）
前
掲
八
九
頁
。

（
淵
）
佐
藤
義
雄
「
満
州
国
会
社
法
の
特
質
②
」
同
志
社
論
叢
七
一
号
（
昭
和
一
六
年
）
八
九
頁
。

（
州
）
大
森
利
一
「
日
満
新
会
社
法
の
比
較
②
」
東
亜
経
済
研
究
一
一
三
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
九
一
一
’
九
一
一
一
頁
。

（
柵
）
こ
の
大
会
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
商
法
上
の
会
計
問
題
に
関
す
る
討
論
に
つ
い
て
は
、
日
本
会
計
研
究
学
会
「
改
正
商
法
上
の
会
計

問
題
」
会
計
四
一
一
一
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
’
三
七
頁
以
下
に
、
そ
の
速
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
川
）
野
本
悌
之
助
「
改
正
商
法
と
会
計
問
題
」
名
古
屋
高
商
商
業
経
済
論
叢
一
六
巻
一
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
七
二
頁
、
長
谷
川
安
兵
衛

「
商
法
改
正
に
伴
う
会
社
計
算
の
諸
問
題
」
会
計
四
一
一
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
二
’
一
一
一
一
頁
、
吉
田
良
一
一
一
「
改
正
商
法
に
於
け
る
評

価
規
定
の
細
吟
味
」
経
済
商
業
論
纂
一
八
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
’
一
一
一
頁
。

（
脚
）
山
下
勝
治
「
新
商
法
評
価
規
定
の
会
計
学
的
吟
味
」
彦
根
高
商
論
叢
一
一
四
号
（
昭
和
一
三
年
）
四
一
’
四
一
一
頁
、
野
本
・
注
（
州
）

前
掲
七
一
一
頁
、
長
谷
川
・
注
（
伽
）
前
掲
一
四
’
’
五
頁
、
吉
田
・
注
（
柵
）
前
掲
一
五
頁
。

（
Ⅲ
）
野
本
・
注
（
柵
）
前
掲
七
三
頁
。

島
本
英
夫
「
商
法
改
正
要
点
⑪
」
和
歌
山
高
商
内
外
研
究
一
一
巻
五
号
（
昭
和
一
三
年
）
五
○
頁
。

島
本
・
注
（
川
｝
五
○
頁
。

根
本
松
男
「
改
正
商
法
に
付
て
⑪
」
鉄
道
軌
道
経
営
資
料
一
一
一
巻
一
○
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
三
頁
。

昭
和
一
一
一
年
改
正
法
律
案
と
昭
和
一
三
年
改
正
法
律
案
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
一
一
一
枝
一
雄
・
明
治
商
法
の
成
立
と
変
遷
（
平
成
四

一
一
一
五
○
’
一
一
一
五
一
頁
を
参
考
と
し
て
整
理
し
た
。

同
前

。

松
本
無
治
「
満
州
電
信
電
話
株
式
会
社
の
成
立
」
法
学
協
会
雑
誌
五
一
巻
一
○
号
（
昭
和
八
年
）
五
四
’
五
五
頁
。

佐
藤
義
雄
「
満
州
国
会
社
法
の
特
質
⑪
」
同
志
社
論
叢
七
○
号
（
昭
和
一
五
年
）
七
八
頁
。

同
前
七
六
頁
。

佐
藤
義
雄
「
満
州
帝
国
商
人
通
法
論
評
⑪
」
同
志
社
論
叢
五
八
号
（
昭
和
一
三
年
）
九
一
一
一
頁
。

同
前
。

同
前
参
照
。

大
本
利
一
コ

同
前
七
八
頁
。

同
前
九
五
頁
。

同
前
八
六
頁
。

同
前
八
七
頁
参
照
。

同同
前前
００ 

大
本
・
注
（
剛
）
前
輻

佐
藤
・
注
（
跡
）
前
損

同
前
八
七
’
八
八
頁
。

同
前

｡ 

佐
滕
・
注
（
猫
）
前
掲
八
○
頁
。

「
日
満
新
会
社
法
の
比
較
⑪
」
東
亜
経
済
研
究
一
三
巻
四
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
七
七
’
七
八
頁
。

前
掲
八
六
頁
。

前
掲
八
七
頁
。

０ 
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（
棚
）
長
谷
川
・
注
（
柵
）
一

（
剛
）
同
前
一
一
一
○
’
一
一
二
頁
。

（
型
升
本
重
夫
「
新
会
社
」

（
理
同
前
四
八
’
四
九
頁
。

葱
）
同
前
五
五
’
五
六
頁
。

（
理
大
原
順
葵
「
取
締
役
一

（
紐
）
大
金
酉
蔵
「
商
法
改
一

読
）
碓
氷
厚
次
「
改
正
商
〕

（
〃
）
無
記
名
記
事
「
改
王

（
側
）
主
た
る
解
説
論
稿
と
、

商
法
中
株
式
会
社
法
解
説
一

六
巻
八
号
二
八
頁
以
下
、
｜

菊
四
郎
「
改
正
商
法
の
概
一

（
型
福
地
俊
雄
「
瑞
西
新
】

号
一
○
一
頁
以
下
、
七
巻

葱
）
同
前
五
五
’
五
六
頁
。

（
脳
）
大
原
順
葵
「
取
締
役
の
株
券
供
託
」
法
律
新
聞
四
一
一
六
四
号
（
昭
和
一
三
年
）
一
一
一
頁
以
下
。

（
紐
）
大
金
酉
蔵
「
商
法
改
正
案
と
取
締
役
の
資
格
」
鉄
道
軌
道
経
営
資
料
一
一
一
巻
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
五
七
’
五
八
頁
。

（
剛
）
碓
氷
厚
次
「
改
正
商
法
と
特
殊
株
式
」
大
分
高
商
研
究
資
料
彙
報
一
三
巻
三
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
九
頁
。

（
〃
）
無
記
名
記
事
「
改
正
商
法
に
於
け
る
記
名
株
式
の
質
入
方
法
に
つ
い
て
」
銀
行
判
例
一
一
○
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
三
年
）
六
一
頁
。

（
側
）
主
た
る
解
説
論
稿
と
し
て
、
大
森
洪
太
「
改
正
商
法
講
座
」
財
政
一
一
一
巻
四
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
一
一
五
頁
以
下
、
堀
部
靖
雄
「
改
正

商
法
中
株
式
会
社
法
解
説
⑪
Ｉ
⑥
」
長
崎
高
商
研
究
館
彙
報
一
一
六
巻
六
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
一
頁
以
下
、
一
一
六
巻
七
号
一
三
頁
以
下
、
’
’

六
巻
八
号
一
一
八
頁
以
下
、
一
一
六
巻
九
号
一
八
頁
以
下
、
二
七
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
、
’
’
七
巻
一
一
号
一
一
一
一
頁
以
下
、
永
田

菊
四
郎
「
改
正
商
法
の
概
要
」
日
本
法
学
四
巻
六
号
（
昭
和
一
四
年
）
六
五
頁
以
下
。

（
刑
）
福
地
俊
雄
「
瑞
西
新
株
式
会
社
法
⑪
１
ｍ
」
法
学
七
巻
六
号
（
昭
和
一
三
年
）
八
七
頁
以
下
、
七
巻
七
号
一
○
一
一
一
頁
以
下
、
七
巻
九

号
一
○
一
頁
以
下
、
七
巻
一
○
号
七
八
頁
以
下
、
八
巻
五
号
（
昭
和
一
四
年
）
五
一
一
一
頁
以
下
、
八
巻
六
号
八
○
頁
以
下
、
八
巻
七
号
七
一
一
一

（
師
）
但
馬
弘
衛
「
改
正
商
法
に
於
け
る
計
算
規
定
」
会
計
四
四
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
七
一
頁
以
下
、
碓
氷
厚
夫
「
改
正
商
法
第
二
百

十
条
と
金
庫
株
」
大
分
高
商
商
業
論
集
一
四
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
○
一
一
一
頁
以
下
、
平
岡
市
三
「
改
正
商
法
に
よ
り
て
認
め
ら
れ
た

る
後
配
株
に
就
て
」
日
大
経
済
集
志
一
一
一
巻
一
号
（
昭
和
一
四
年
）
四
九
頁
以
下
、
奏
百
一
「
改
正
商
法
に
於
け
る
財
産
引
受
」
司
法
協
会

雑
誌
一
八
巻
八
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
頁
以
下
、
武
市
春
男
「
改
正
商
法
に
於
け
る
株
式
会
社
の
計
算
規
定
に
つ
い
て
」
中
央
銀
行
会
通

信
録
四
三
七
号
（
昭
和
一
四
年
）
｜
｜
頁
以
下
、
小
林
徳
三
郎
「
新
会
社
法
に
於
け
る
株
式
の
譲
渡
と
譲
渡
人
の
担
保
責
任
並
に
裏
書
の
抹

消
」
信
託
協
会
会
報
一
一
一
一
巻
二
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
元
吉
重
成
「
改
正
商
法
第
百
一
一
十
五
条
第
一
一
項
及
第
一
一
一
項
」
会
計
四

四
巻
四
号
（
昭
和
一
四
年
）
九
七
頁
以
下
、
古
谷
敬
二
「
商
法
改
正
に
伴
う
定
款
変
更
竝
商
業
登
記
株
券
記
載
事
項
変
更
に
関
す
る
注
意
」

（
蹄
）
同
前
。

（
刑
）
同
前
五
○
頁
。

〆￣へグーへグー、〆￣へ〆￣へグーへ〆￣、グーへ〆￣､ダヘ〆－，

３７４３７３３７２３７１３７０３６９３６８３６７３６６３６５３０１ 
､－〆、－〆、－－、－〆～￣、－－、－－、－〆－－－、-－、＿＝

（
剛
）
大
橋
光
雄
ア

（
棚
）
同
前
三
九
頁
。

（
棚
）
同
前
六
二
頁
。

（
剛
）
後
藤
幸
之
助
「
ナ
チ
ス
新
株
式
法
に
お
け
る
損
益
計
算
」
商
業
経
済
論
叢
一
五
ノ
下
（
昭
和
一
三
年
）

（
剛
）
大
橋
光
雄
「
新
改
正
会
社
法
の
思
想
的
立
場
〕
法
学
志
林
四
一
巻
四
号
（
昭
和
一
四
年
）
三
八
頁
以
下
。

頁
以
下
。

升
本
重
夫
「
新
会
社
法
雑
考
⑪
」
法
学
新
報
四
八
巻
九
号
（
昭
和
一
一
一
一
年
）
四
一
’
四
二
頁
。

同
前
四
八
’
四
九
頁
。

同
前
。

同同同同
一ユー－ユニ一一ニュー

目U月リ目U月リ
ョー－￣二一＿」－

ノ、ノ、'、ノ、

六五四三

頁｜頁頁
◎二一。◎

ノ、

六

頁
◎ 

同
前
。

同
前
七
三
頁
。

升
本
重
夫
「
記
名
株
券
の
指
図
証
券
化
と
其
特
異
性
」
法
学
新
報
四
九
巻
一
号
（
昭
和
一
四
）
年
二
九
頁
以
下
。

同
前
四
六
頁
。

同
前
。

同
前
。

前
掲
一
九
’
二
○
頁
。

八
三
頁
以
下
。

(436）６６ 6７（437） 

-－ 
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（
郷
）
同
前
・
一
四
巻
六
号
一
七
頁
。

（
川
）
同
前
一
八
頁
。

（
期
）
同
前
一
九
頁
。

〆￣、〆■へグーへ

３９４３９３３９２ 
、-〆、－－、=〆

同同同
一＝－－ユー￣二－

月リ目リ目リ

七参・
頁照一
参゜四
照巻

◎ 

〆￣へグーへ

３９８３９７ 
、＝￣、－〆

同同
前前

。

（
柵
）
同
前
八
九
’
九
○
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
・
四
五
巻
二
号
七
七
’
八
九
頁
参
照
。

（
Ⅲ
）
大
隅
健
一
郎
「
株
式
会
社
里

下
、
四
四
巻
二
号
八
一
頁
以
下
、
【

耐
）
同
前
・
四
四
巻
一
号
六
七
頁
。

（
棚
）
同
前
二
○
頁
。

（
Ⅲ
）
同
前
一
一
一
’
一
一
三
一

（
Ⅲ
）
同
前
二
五
頁
以
下
。

（
畑
）
三
藤
正

一
六
頁
以
下
。

（
剛
）
村
上
秀
三
郎
「
新
商
法
株
式
一
一
題
」
法
学
新
報
五
○
巻
七
号
（
昭
和
一
五
年
）
一
頁
以
下
。

（
刑
）
松
本
蒸
治
「
株
式
会
社
に
関
す
る
商
法
の
改
正
に
就
て
」
正
義
一
六
巻
三
号
（
昭
和
一
五
年
）
一
頁
以
下
。

（
棚
）
大
川
博
「
改
正
商
法
と
会
計
上
の
問
題
」
鉄
道
軌
道
経
営
資
料
一
一
三
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
六
頁
以
下
へ
橋
本
良
平
「
改
正
商
法

と
株
式
会
社
定
款
」
明
大
商
学
論
叢
一
九
巻
一
・
二
号
（
昭
和
一
五
年
）
｜
頁
以
下
、
井
上
勝
馬
「
新
商
法
と
取
引
者
保
護
に
就
て
⑪
ｌ

⑩
」
銀
行
研
究
一
一
一
八
巻
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
五
五
頁
以
下
、
’
’
’
八
巻
一
一
号
八
九
頁
以
下
、
一
一
一
八
巻
三
号
九
五
頁
以
下
、
一
一
一
八
巻
五
号
五

五
頁
以
下
、
一
一
一
八
巻
六
号
九
一
一
一
頁
以
下
、
一
一
一
九
巻
一
号
一
○
七
頁
以
下
、
一
一
一
九
巻
一
一
号
一
○
五
頁
以
下
、
’
一
一
九
巻
一
一
一
号
一
一
一
一
一
頁
以
下
、

一
一
一
九
巻
五
号
一
一
一
一
五
頁
以
下
、
一
一
一
九
巻
七
号
八
七
頁
以
下
、
久
万
俊
喜
「
商
法
中
改
正
法
律
施
行
法
第
十
一
一
条
の
登
記
事
項
⑪
ｌ
②
」
民

商
法
雑
誌
一
一
巻
四
号
（
昭
和
一
五
年
）
’
六
五
頁
以
下
、
一
一
巻
五
号
一
六
七
頁
以
下
、
吉
川
大
二
郎
「
改
正
商
法
に
お
け
る
職
務
執

行
停
止
・
代
行
者
選
任
の
仮
処
分
⑪
ｌ
②
」
民
商
法
雑
誌
二
巻
一
一
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
｜
頁
以
下
、
’
一
巻
四
号
一
九
頁
以
下
。

（
棚
）
中
川
正
「
株
式
会
社
共
同
体
論
」
台
北
帝
大
政
治
科
研
究
年
報
六
号
（
昭
和
一
五
年
）
三
頁
以
下
。

（
剛
）
西
島
彌
太
郎
「
瑞
西
新
株
式
会
社
法
の
梗
概
」
大
阪
商
科
大
学
経
済
学
雑
誌
七
巻
一
一
号
（
昭
和
一
五
年
）
五
三
頁
以
下
。

グーへ〆＝へ〆￣へ－－、グーへ－～

３８５３８４３８３３８２３８１３８０ 
，－〆、－－、＝￣、＝￣、-－、－〆

無
尽
通
信
二
一
一
巻
六
号
（
昭
和
一
四
年
）
一
四
頁
以
下
。

（
川
）
山
崎
敬
義
「
改
正
会
社
法
に
お
け
る
定
款
認
証
の
諸
問
題
」
日
本
公
証
人
協
会
雑
誌
二
五
号
（
昭
和
一
四
年
）

（
棚
）
片
山
謙
一
一
「
株
式
会
社
の
全
体
主
義
的
構
造
」
銀
行
論
叢
一
一
一
五
巻
五
号
（
昭
和
一
五
年
）
｜
頁
以
下
。

同
前
二
○
頁
。

同
前
一
一
一
’
一
一
三
頁
参
照
。

同
前
・
一
四
巻
五
号
六
’
七
頁
。

同
前
八
五
頁
。

村
上
秀
三
郎

同
前
六
九
頁
Ｐ

同
前
。

山
崎
敬
義

片
山
謙
二

同
前
七
頁
。

石
井
照
久
「
特
別
法
を
中
心
と
す
る
株
式
会
社
法
の
考
察
②
」
法
学
協
会
雑
誌
五
八
巻
六
号
（
昭
和
一
五
年
）
八
一
一
一
頁
。

石
井
照
久
「
特
別
法
を
中
心
と
す
る
株
式
会
社
法
の
考
察
⑪
」
法
学
協
会
雑
誌
五
八
巻
五
号
（
昭
和
一
五
年
）
五
七
頁
。

「
わ
が
株
式
会
社
法
の
性
格
と
そ
の
変
質
⑪
ｌ
②
」
民
商
法
雑
誌
一
四
巻
五
号
（
昭
和
一
六
年
）
一
頁
以
下
、
’
四
巻
六
号

「
株
式
会
社
の
構
造
変
革
と
株
式
会
社
法
理
論
の
変
遷
⑪
’
㈹
」
法
学
論
叢
四
四
巻
一
号
（
昭
和
一
六
年
）
五
○
頁
以

二
頁
以
下
、
四
四
巻
三
号
五
七
頁
以
下
、
四
五
巻
一
一
号
六
五
頁
以
下
。

二
五
頁
以
下
。

6９（439） (438） 6８ 
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本
稿
に
お
い
て
は
（
神
戸
学
院
法
学
二
五
巻
一
号
一
一
一
頁
以
下
に
公
表
し
た
第
一
部
を
含
む
）
、
昭
和
一
一
一
一
年
会
社
法
改
正
に
関

し
て
、
そ
の
社
会
的
経
済
的
背
景
に
つ
い
て
は
大
正
期
か
ら
、
実
際
の
改
正
作
業
に
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
学
界
の
議
論
状
況
に

つ
い
て
は
昭
和
初
期
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
戦
前
の
動
向
を
概
観
し
て
き
た
。

改
正
法
の
背
景
に
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
異
常
と
も
思
え
る
経
済
の
活
況
と
そ
の
反
動
と
し
て
の
大
不
況
そ
し
て
未
曾
有
の
恐
慌

と
い
う
事
実
が
存
在
し
た
。
今
日
的
表
現
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
正
期
の
バ
ブ
ル
経
済
の
破
綻
に
と
も
な
う
経
済
的
矛
盾
の
噴
出
と

い
う
現
象
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
え
よ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
っ
ぱ
ら
か
か
る
事

態
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
従
来
の
法
制
の
不
備
を
補
正
し
、
新
た
な
経
済
上
の
需
要
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

目
的
は
、
そ
の
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
会
社
法
改
正
作
業
の
目
的
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
へ
こ
の
当
時
と
今
日
の
世
相
と
の
類
似
性
は
、
確
か
に
容
易
に
指
摘
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
決
定
的
に
異
な
る
点

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
（
あ
る
い
は
わ
が
国
を
含
め
た
）
資
本
主
義
経
済
自
体
の
成
熟
度
で
あ
る
。
今
日
の
資
本
主
義
経
済
体
制
は
、

周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
東
西
冷
戦
に
勝
利
す
る
ま
で
に
成
熟
し
、
い
わ
ば
進
化
の
極
地
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
当
時
の
わ
が

国
の
資
本
主
義
経
済
は
、
い
ま
だ
進
化
の
過
程
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
よ
う
や
く
産
業
資
本
主
義
が
曲
が
り
な
り
に
も
成
熟
し
、

金
融
資
本
主
義
へ
の
転
換
期
に
あ
る
と
い
う
段
階
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
背
景
を
基
盤
に
立
案
さ
れ
た
昭
和
一
三
年
改
正
会
社
法
は
、
産
業
資
本
主
義
の
最
終
段
階
に
お
け
る
会
社

法
の
完
成
さ
れ
た
姿
、
す
な
わ
ち
株
主
総
会
中
心
主
義
を
と
る
近
代
株
式
会
社
法
と
し
て
の
一
応
の
完
成
型
で
あ
っ
た
と
評
価
し
え

る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
昭
和
一
三
年
会
社
法
に
続
く
改
正
作
業
が
、
わ
が
国
独
自
の
力
で
な
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
わ
が
会
社

法
典
は
、
今
日
の
独
占
禁
止
法
、
証
券
取
引
法
と
い
っ
た
経
済
法
を
も
含
め
た
大
法
典
に
進
化
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
経

済
法
分
野
に
お
け
る
法
規
整
の
必
要
性
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
会
社
法
改
正
論
議
の
文
脈
の
中
で
説
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
が
、
純
粋
に
経
済
的
な
見
地
か
ら
、
し
か
も
自
由
主
義
的
な
見
地
か
ら
遂
行
さ
れ
、

を
裏
づ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
六
章
小

括

(440） 7０ (441） 7１ 
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第
五
十
二
条
本
法
二
於
テ
会
社
ト
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル

目
的
ヲ
以
テ
設
立
シ
タ
ル
社
団
ヲ
請
う

営
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル
社
団
ニ
シ
テ
本
編
ノ
規
定
一
一
依
り
設
立
シ
タ

ル
モ
ノ
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
セ
ザ
ル
モ
之
ヲ
会
社
ト
看
倣
ス

第
五
十
三
条
会
社
〈
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
株
式
会
社
及
株
式

合
資
会
社
ノ
四
種
ト
ス

第
五
十
四
条
会
社
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス

会
社
ノ
住
所
ハ
其
ノ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
在
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
五
条
会
社
ハ
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
ト
為
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ

第
五
十
六
条
会
社
ハ
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

合
併
ヲ
為
ス
会
社
ノ
｜
方
又
ハ
双
方
か
株
式
会
社
又
〈
株
式
合
資

会
社
ナ
ル
ト
キ
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
設

戦
前
の
政
治
理
念
と
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
戦
後
の
会
社
法
改
正
作
業
に
と
っ
て
、
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
〃

本
研
究
は
、
浜
田
道
代
教
授
（
名
古
屋
大
学
）
お
よ
び
伊
藤
紀
彦
教
授
（
中
京
大
学
）
が
、
平
成
五
年
度
に
財
団
法
人
全
国
銀
行

学
術
研
究
振
興
財
団
の
研
究
助
成
を
受
け
た
「
明
治
初
期
に
お
け
る
金
融
機
関
の
発
達
と
株
式
会
社
法
の
移
植
」
と
題
す
る
共
同
研

究
の
、
補
充
研
究
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
昭
和
一
三
年
会
社
法
改
正
に
関
す
る
歴
史
的
な
分
析
を
さ
ら
に
進
め
る
作
業
と
し
て
、
同
年
の
有
限
会
社
法
制
定
の
経
緯

の
歴
史
的
展
開
を
検
討
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
別
に
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。

い
う
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
昭
和
二

資
料
７

＊
 

○
商
法
中
改
正
法
律
案
・
第
一
一
編
（
昭
和
一
○
年
案
）

〔
追
記
〕

第
二
編
会
社

第
一
章
総
則

立
ス
ル
会
社
ハ
株
式
会
社
又
〈
株
式
合
資
会
社
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

合
併
一
一
因
リ
テ
会
社
ヲ
設
立
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
定
款
ノ
作
成
其

ノ
他
設
立
二
関
ス
ル
行
為
ハ
各
会
社
一
一
於
テ
選
任
シ
タ
ル
設
立
委

員
共
同
シ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
三
百
四
十
一
一
一
条
及
第
四
百
六
十
七
条
ノ

規
定
ハ
前
項
ノ
選
任
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
五
十
七
条
会
社
ハ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
設
立
ノ
登
記
ヲ
為
ス

ニ
因
リ
テ
成
立
ス

第
五
十
八
条
会
社
ガ
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
其
ノ
成
立
後
一
年
内

二
開
業
ヲ
為
サ
ズ
又
ハ
一
年
以
上
営
業
ヲ
休
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁

判
所
ハ
利
害
関
係
人
若
ハ
検
事
ノ
請
求
一
一
因
り
又
ハ
職
権
ヲ
以
一
丁

其
ノ
解
散
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得

会
社
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役
か
法
令
又

ハ
公
ノ
秩
序
若
ハ
善
良
ノ
風
俗
一
一
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合

一
一
於
テ
会
社
ノ
存
立
ヲ
許
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
亦
前
項

一
一
同
ジ

前
二
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
裁
判
所
ハ
解
散
ノ
命
令
前
ト
錐
モ
利
害

関
係
人
若
ハ
検
事
ノ
請
求
一
一
因
り
又
ハ
職
権
ヲ
以
テ
管
理
人
ノ
選

任
其
ノ
他
会
社
財
産
ノ
保
全
一
一
必
要
ナ
ル
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
九
条
利
害
関
係
人
か
前
条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
請
求
ヲ

（
平
成
七
年
四
月
一
九
日
）

(442） 7３（443） 
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為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ノ
請
求
一
一
因
り
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

第
六
十
条
利
害
関
係
人
ノ
為
シ
タ
ル
第
五
十
八
条
第
一
項
又
ハ
第

一
一
項
ノ
請
求
ガ
却
下
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
其
ノ
者
二
悪
意
又

ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
損
害

賠
償
ノ
責
一
一
任
ズ

第
六
十
一
条
本
稿
ノ
規
定
一
一
依
り
登
記
ス
ベ
キ
事
項
ニ
シ
テ
官
庁

ノ
許
可
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
許
可
書
ノ
到
達
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
登

記
ノ
期
間
ヲ
起
算
ス

第
一
節
設
立

第
六
十
二
条
合
名
会
社
ヲ
設
立
ス
ル
ニ
ハ
定
款
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

第
六
十
三
条
合
名
会
社
ノ
定
款
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ
各
社
員

之
一
一
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
目
的

二
商
号

三
社
員
ノ
氏
名
及
住
所

四
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地

本
店
又
ハ
支
店
ノ
所
在
地
ヲ
管
鮎
ス
ル
登
記
所
ノ
管
轄
区
域
内
一
一

於
一
丁
新
一
一
支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
コ
ト

ヲ
登
記
ス
ル
ヲ
以
テ
足
ル

第
六
十
六
条
会
社
ガ
其
ノ
本
店
ヲ
移
転
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
旧
所
在
地

一
一
於
テ
ハ
一
一
週
間
内
二
移
転
ノ
登
記
ヲ
為
シ
新
所
在
地
二
於
テ
ハ

一
一
一
週
間
内
一
一
第
六
十
四
条
第
一
項
二
褐
グ
ル
事
項
ヲ
登
記
シ
其
ノ

支
店
ヲ
移
転
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
旧
所
在
地
二
於
テ
ハ
三
週
間
内
二
移

転
ノ
登
記
ヲ
為
シ
新
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
四
週
間
内
一
一
第
六
十
四
条

第
一
項
一
一
褐
グ
ル
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

同
一
ノ
登
記
所
ノ
管
轄
区
域
内
一
一
於
テ
本
店
又
ハ
支
店
ヲ
移
転
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
移
転
ノ
登
記
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
足
ル

第
六
十
七
条
第
六
十
四
条
第
一
項
二
褐
グ
ル
事
項
中
一
一
変
更
ヲ
生

ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
ニ
週
間
、
支
店
ノ
所
在

地
一
一
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
一
一
変
更
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
節
会
社
ノ
内
部
ノ
関
係

第
六
十
八
条
会
社
ノ
内
部
ノ
関
係
二
付
テ
ハ
定
款
又
ハ
本
法
一
一
別

段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
組
合
一
一
関
ス
ル
民
法
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
六
十
九
条
社
員
ガ
債
権
ヲ
以
テ
出
資
ノ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
場
合

二
於
テ
債
務
者
か
弁
済
期
一
一
弁
済
ヲ
為
サ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
社
員
ハ

其
ノ
弁
済
ノ
責
一
一
任
ズ
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
利
息
ヲ
支
払
う

第
二
章
合
名
会
社

五
社
員
ノ
出
資
ノ
目
的
及
其
ノ
価
格
又
ハ
評
価
ノ
標
準

第
六
十
四
条
合
名
会
社
ノ
設
立
ノ
登
記
一
一
在
リ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ

登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
前
条
第
一
号
乃
至
第
三
号
二
褐
グ
ル
事
項

二
本
店
及
支
店

三
存
立
時
期
又
ハ
解
散
ノ
事
由
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
時
期

又
ハ
事
由

四
社
員
ノ
出
資
ノ
目
的
、
財
産
ヲ
目
的
ト
ス
ル
出
資
一
一
付
テ
ハ

其
ノ
価
格
及
履
行
ヲ
為
シ
タ
ル
部
分

五
社
員
ニ
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社
ヲ

代
表
ス
ベ
キ
モ
ノ
ノ
氏
名

六
数
人
ノ
社
員
ガ
共
同
シ
又
〈
社
員
ガ
支
配
人
ト
共
同
シ
テ
会

社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

会
社
ハ
設
立
ノ
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
後
二
週
間
内
二
支
店
ノ
所
在
地

一
一
於
テ
前
項
一
一
褐
グ
ル
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
十
五
条
会
社
ノ
成
立
後
支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所

在
地
一
一
於
テ
ハ
｜
｜
週
間
内
二
支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
登
記
シ
其

ノ
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
一
一
前
条
第
一
項
一
一
褐
グ
ル

事
項
ヲ
登
記
シ
他
ノ
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
同
期
間
内
一
一
其
ノ

支
店
ヲ
設
ケ
タ
ル
コ
ト
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

外
尚
損
害
ノ
賠
償
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
十
条
各
社
員
ハ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
会
社
ノ
業
務

ヲ
執
行
ス
ル
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
う

第
七
十
一
条
支
配
人
ノ
選
任
及
解
任
〈
特
一
一
業
務
執
行
社
員
ヲ
定

メ
タ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス

第
七
十
二
条
定
款
ノ
変
更
其
ノ
他
会
社
ノ
目
的
ノ
範
囲
内
ニ
在
ラ

ザ
ル
行
為
ヲ
為
ス
ー
ス
総
社
員
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
七
十
一
一
一
条
社
員
ハ
他
ノ
社
員
ノ
承
諾
ア
ル
一
一
非
ザ
レ
バ
其
ノ
持

分
ノ
全
部
又
ハ
ー
部
ヲ
他
人
一
一
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
七
十
四
条
社
員
ハ
他
ノ
社
員
ノ
承
諾
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
自
己
若

ハ
第
一
一
一
者
ノ
為
二
会
社
ノ
営
業
ノ
部
類
一
一
属
ス
ル
取
引
ヲ
為
シ
又

ハ
同
類
ノ
営
業
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
若
ハ

取
締
役
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

社
員
ガ
前
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
自
己
ノ
為
一
一
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
他
ノ
社
員
ハ
過
半
数
ノ
決
議
一
一
依
り
之
ヲ
以
テ
会
社
ノ
為

一
一
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
一
一
定
ム
ル
権
利
ハ
他
ノ
社
員
ノ
一
人
ガ
其
ノ
取
引
ヲ
知
リ
タ

ル
時
ヨ
リ
ニ
週
間
之
ヲ
行
使
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
消
滅
ス
取
引
ノ
時
ヨ

リ
｜
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
七
十
五
条
社
員
ハ
他
ノ
社
員
ノ
過
半
数
ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
ト
キ

(444） 7４ 
7５（445） 
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一
一
限
り
自
己
又
〈
第
一
一
一
者
ノ
為
一
一
会
社
ト
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
民
法
第
百
八
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ズ

第
三
節
会
社
ノ
外
部
ノ
関
係

第
七
十
六
条
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
社
員
ハ
各
自
会
社
ヲ
代
表
ス
但
シ

定
款
又
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
業
務
執
行
社
員
中
特
一
一
会
社
ヲ

代
表
ス
ベ
キ
者
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
七
十
七
条
会
社
〈
定
款
又
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
数
人
ノ
社

員
ガ
共
同
シ
又
ハ
社
員
か
支
配
人
ト
共
同
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ

キ
旨
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
九
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

第
七
十
八
条
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
社
員
ハ
会
社
ノ
営
業
一
一
関
ス
ル

一
切
ノ
裁
判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
ス

民
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
第
五
十
四
条
ノ
規
定
ハ
合
名
会
社
一
一

之
ヲ
準
用
ス

第
七
十
九
条
会
社
ガ
社
員
一
一
対
シ
又
ハ
社
員
ガ
会
社
二
対
シ
訴
ヲ

提
起
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
其
ノ
訴
一
一
付
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
社
員
ナ

キ
ト
キ
ハ
他
ノ
社
員
ノ
過
半
数
ノ
決
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

ヲ
要
ス

第
八
十
条
会
社
財
産
ヲ
以
テ
会
社
ノ
債
務
ヲ
完
済
ス
ル
コ
ト
能
ハ

ザ
ル
ト
キ
ハ
各
社
員
連
帯
シ
テ
其
ノ
弁
済
ノ
責
一
一
任
ズ

ザ
ル
珈
山
ア
ル
ト
キ
ハ
各
社
風
ハ
何
時
一
一
テ
モ
退
社
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
得

第
八
十
五
条
前
条
及
第
九
十
一
条
第
一
項
二
褐
グ
ル
場
合
ノ
外
社

員
ハ
左
ノ
事
由
一
一
因
リ
テ
退
社
ス

｜
定
款
一
一
定
メ
タ
ル
事
由
ノ
発
生

二
総
社
員
ノ
同
意

三
死
亡

四
破
産

五
禁
治
産

六
除
名

第
八
十
六
条
社
員
二
付
左
ノ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社
〈
他
ノ
社
員

ノ
過
半
数
ノ
決
議
ヲ
以
テ
其
ノ
社
員
ノ
除
名
又
ハ
業
務
執
行
権
若

ハ
代
表
権
ノ
喪
失
ノ
宣
告
ヲ
裁
判
所
一
一
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
出
資
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
ザ
ル
コ
ト

ニ
第
七
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
タ
ル
コ
ト

三
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
ー
ー
当
り
不
正
ノ
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
権
利
ナ

ク
シ
テ
業
務
ノ
執
行
一
一
干
与
シ
タ
ル
コ
ト

四
会
社
ヲ
代
表
ス
ル
ニ
当
り
不
正
ノ
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
権
利
ナ

ク
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
シ
タ
ル
コ
ト

五
其
ノ
他
重
要
ナ
ル
業
務
ヲ
尽
サ
ザ
ル
コ
ト

会
社
財
産
一
一
対
ス
ル
強
制
執
行
ガ
其
ノ
効
ヲ
奏
セ
ザ
ル
ト
キ
亦
前

項
一
一
同
ジ

前
項
ノ
規
定
ハ
社
員
か
会
社
一
一
弁
済
ノ
資
力
ア
リ
且
執
行
ノ
容
易

ナ
ル
コ
ト
ヲ
証
明
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
八
十
一
条
社
員
ハ
会
社
一
一
属
ス
ル
抗
弁
ヲ
以
テ
会
社
ノ
債
権
者

一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

会
社
ガ
其
ノ
債
権
者
一
一
対
シ
相
殺
権
、
取
消
権
又
ハ
解
除
権
ヲ
有

ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
社
員
ハ
其
ノ
者
一
一
対
シ
債
務
ノ
履
行
ヲ
拒
ム

コ
ト
ヲ
得

第
八
十
二
条
会
社
ノ
成
立
後
加
入
シ
タ
ル
社
員
ハ
其
ノ
加
入
前
二

生
ジ
タ
ル
会
社
ノ
債
務
一
一
付
テ
モ
亦
責
任
ヲ
負
う

第
八
十
三
条
社
員
二
非
ザ
ル
者
一
一
自
己
ヲ
社
員
ナ
リ
ト
誤
認
セ
シ

ム
ベ
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
者
〈
誤
認
一
一
基
キ
テ
会
社
ト

取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
者
一
一
対
シ
社
員
ト
同
一
ノ
責
任
ヲ
負
う
．

第
四
節
社
員
ノ
退
社

第
八
十
四
条
定
款
ヲ
以
テ
会
社
ノ
存
立
時
期
ヲ
定
メ
ザ
リ
シ
ト
キ

又
ハ
或
社
員
ノ
終
身
間
会
社
ノ
存
続
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト

キ
ハ
各
社
員
ハ
営
業
年
度
ノ
終
一
一
於
テ
退
社
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但

シ
六
月
前
一
一
其
ノ
予
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

会
社
ノ
存
立
時
期
ヲ
定
〆
タ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ズ
巳
ム
コ
ト
ヲ
得

社
員
ガ
業
務
ヲ
執
行
シ
又
ハ
会
社
ヲ
代
表
ス
ル
ニ
著
シ
ク
不
適
任

ナ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
前
項
ノ
規
定
一
一
従
上
其
ノ
社
員
ノ
業
務
執
行

権
又
ハ
代
表
権
ノ
喪
失
ノ
宣
告
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

社
員
ノ
除
名
ハ
業
務
執
行
権
若
ハ
代
表
権
ノ
喪
失
ノ
判
決
確
定
シ

タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
要
ス

第
八
十
七
条
除
名
セ
ラ
レ
タ
ル
社
員
ト
会
社
ト
ノ
間
ノ
計
算
ハ
除

名
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
時
一
一
於
ケ
ル
会
社
財
産
ノ
状
況
二
従
ヒ
テ

之
ヲ
為
シ
且
其
ノ
時
ヨ
リ
法
定
利
息
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
八
十
八
条
第
八
十
六
条
ノ
訴
ハ
本
店
ノ
所
在
地
ノ
地
方
裁
判
所

ノ
管
轄
一
一
専
属
ス

第
八
十
九
条
退
社
員
ハ
労
務
又
ハ
信
用
ヲ
以
テ
出
資
ノ
目
的
卜
為

シ
タ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
其
ノ
持
分
ノ
払
戻
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ

定
款
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

第
九
十
条
社
員
ノ
持
分
ノ
差
押
ハ
社
員
ガ
将
来
利
益
ノ
配
当
及
持

分
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
権
利
二
対
シ
テ
モ
亦
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス

第
九
十
一
条
社
員
ノ
持
分
ヲ
差
押
へ
ダ
ル
債
権
者
〈
営
業
年
度
ノ

終
一
一
於
テ
其
ノ
社
員
ヲ
退
社
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
会
社
及
其

ノ
社
員
一
一
対
シ
六
月
前
二
其
ノ
予
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
但
書
ノ
予
告
ハ
社
員
ガ
弁
済
ヲ
為
シ
又
〈
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
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シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
効
カ
ヲ
失
う

第
九
十
二
条
会
社
ノ
商
号
中
一
一
退
社
員
ノ
氏
又
ハ
氏
名
ヲ
用
ヒ
タ

ル
ト
キ
ハ
退
社
員
ハ
其
ノ
氏
又
ハ
氏
名
ノ
使
用
ヲ
止
ム
ベ
キ
コ
ト

ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
十
一
一
一
条
退
社
員
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
退
社
ノ
登
記
ヲ
為

ス
前
一
一
生
ジ
タ
ル
会
社
ノ
債
務
一
一
付
責
任
ヲ
負
う

前
項
ノ
責
任
ハ
前
項
ノ
登
記
後
一
一
年
内
一
一
請
求
又
ハ
請
求
ノ
予
告

ヲ
為
サ
ザ
ル
会
社
ノ
債
権
者
二
対
シ
テ
ハ
登
記
後
二
年
ヲ
経
過
シ

タ
ト
キ
消
滅
ス

前
二
項
ノ
規
定
〈
持
分
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
社
員
｜
一
之
ヲ
準
用
ス

第
五
節
解
散

第
九
十
四
条
会
社
ハ
左
ノ
事
由
一
一
因
リ
テ
解
散
ス

｜
存
立
時
期
ノ
満
了
其
ノ
他
定
款
二
定
メ
タ
ル
事
由
ノ
発
生

二
総
社
員
ノ
同
意

三
会
社
ノ
合
併

四
社
員
ガ
一
人
ト
為
リ
タ
ル
コ
ト

五
会
社
ノ
破
産

六
解
放
ヲ
命
ズ
ル
裁
判

第
九
十
五
条
前
条
第
一
号
又
ハ
第
二
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
社
員
ノ

全
部
又
ハ
ー
部
ノ
同
意
ヲ
以
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ

ダ
ル
伏
椛
者
一
一
〈
各
別
一
一
之
ヲ
催
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
其
ノ

期
間
ハ
ニ
月
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

債
権
者
ガ
前
項
ノ
期
間
内
二
異
議
ヲ
述
べ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
合
併
ヲ

承
認
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

債
権
者
か
異
議
ヲ
述
べ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
弁
済
ヲ
為
シ
若
〈
相

当
ノ
担
保
ヲ
供
シ
又
ハ
債
権
者
一
一
弁
済
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目

的
ト
シ
テ
信
託
会
社
一
一
相
当
ノ
財
産
ヲ
信
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
一
条
会
社
か
合
併
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於

テ
ハ
ニ
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
一
一
｜
週
間
内
一
一
合
併
後
存

続
ス
ル
会
社
一
一
付
テ
ハ
変
更
ノ
登
記
、
合
併
二
因
リ
テ
消
滅
ス
ル

会
社
一
一
付
テ
ハ
解
散
ノ
登
記
、
合
併
二
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社

二
付
テ
ハ
第
六
十
四
条
二
定
ム
ル
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
条
会
社
ノ
合
併
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
二
因

リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
ガ
其
ノ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
前
条
ノ
登

記
ヲ
為
ス
ー
一
因
リ
テ
其
ノ
効
力
ヲ
生
ズ

第
百
三
条
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
二
因
リ
テ
設
立
シ
タ

ル
会
社
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
消
滅
シ
タ
ル
会
社
ノ
権
利
義
務
ヲ
承
継

ス

第
百
四
条
会
社
ノ
合
併
ノ
無
効
〈
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
之
ヲ
、
王
張
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

同
意
ヲ
為
サ
ザ
リ
シ
社
員
ハ
退
社
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

前
条
第
四
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
新
一
一
社
員
ヲ
加
入
セ
シ
メ
テ
会
社

ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
九
十
六
条
会
社
か
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合
併
及
破
産
ノ
場
合
ヲ

除
ク
ノ
外
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
一
一

於
テ
ハ
’
一
一
週
間
内
一
一
解
散
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
九
十
七
条
会
社
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
解
散
ノ
登
記
ヲ
為
シ

タ
ル
後
ト
錐
モ
第
九
十
五
条
ノ
規
定
一
一
従
ヒ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
ニ

週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
一
一
継
続
ノ
登
記
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
九
十
八
条
会
社
ガ
合
併
ヲ
為
ス
ニ
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ア
ル
コ
ト

ヲ
要
ス

解
散
後
ノ
会
社
ハ
存
立
中
ノ
会
社
ヲ
存
続
ス
ル
会
社
ト
ス
ル
場
合

―
―
限
り
合
併
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
九
十
九
条
会
社
か
合
併
ノ
決
議
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
決
議

ノ
日
ヨ
リ
ニ
週
間
内
一
一
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ

要
ス

第
百
条
会
社
〈
前
条
ノ
期
間
内
二
其
ノ
債
権
者
二
対
シ
合
併
一
一
異

議
ア
ラ
パ
｜
定
ノ
期
間
内
一
一
之
ヲ
述
ブ
ベ
キ
旨
ヲ
公
告
シ
且
知
レ

前
項
ノ
訴
ハ
各
会
社
ノ
社
員
、
清
算
人
、
破
産
管
財
人
又
ハ
合
併

ヲ
承
認
セ
ザ
ル
債
権
者
一
一
限
り
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
八
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
訴
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
五
条
前
条
第
一
項
ノ
訴
ハ
合
併
ノ
日
ヨ
リ
六
月
内
一
一
之
ヲ
提

起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

口
頭
弁
論
ハ
前
項
ノ
期
間
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
一
一
非
ザ
レ
パ
之
ヲ
開

始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

数
個
ノ
訴
か
同
時
一
一
繋
属
ス
ル
ト
キ
ハ
弁
論
及
裁
判
ハ
併
合
シ
テ

之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
ヲ
公
告
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
六
条
債
権
者
ガ
第
百
四
条
第
一
項
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
会
社
ノ
請
求
一
一
因
り
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
七
条
第
百
四
条
第
一
項
ノ
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
一
丁

合
併
ノ
無
効
ノ
原
因
ダ
ル
暇
疵
か
補
完
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
会

社
ノ
現
況
其
ノ
他
一
切
ノ
事
情
ヲ
掛
酌
シ
テ
合
併
ヲ
無
効
ト
ス
ル

コ
ト
ヲ
不
適
当
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
請
求
ヲ
棄
却
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
百
八
条
合
併
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
ガ
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店

及
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
二
付
テ
ハ
変
更
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第
六
節
消
卯

第
百
十
六
条
会
社
ハ
解
散
ノ
後
ト
錐
モ
清
鈍
ノ
目
的
ノ
範
囲
内
一
一

於
テ
ハ
価
存
続
ス
ル
モ
ノ
ト
看
作
ス

第
百
十
七
条
解
散
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
会
社
財
産
ノ
処
分
法
ハ
定
款

又
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一

於
テ
ハ
解
散
ノ
日
ヨ
リ
一
一
週
間
内
一
一
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
ヲ

作
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
規
定
ハ
会
社
か
第
九
十
四
条
第
四
号
又
ハ
第
六
号
ノ
規
定

一
一
依
リ
テ
解
散
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
百
条
ノ
規
定
〈
第
一
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
社
員
ノ
持
分
ヲ
差
押
へ
ダ
ル
者
ア
ル
ト
キ

ハ
其
ノ
者
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
十
八
条
会
社
ガ
前
条
第
三
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
其
ノ
財
産

ヲ
処
分
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ノ
債
権
者
ハ
其
ノ
処
分
ノ
取
梢
ヲ
裁

判
所
一
一
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
処
分
ガ
会
社
ノ
債
権
者
ヲ

害
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

民
法
第
四
百
二
十
四
条
第
一
項
但
書
、
第
四
百
一
一
十
五
条
及
第
四

百
一
一
十
六
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
十
九
条
会
社
ガ
第
百
十
七
条
第
四
項
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
其

ノ
財
産
ヲ
処
分
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
社
員
ノ
持
分
ヲ
差
押
へ
ダ
ル
者
ハ

ノ
登
記
、
合
併
二
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
一
一
付
テ
ハ
解
散
ノ
登

記
、
合
併
一
一
因
リ
テ
消
滅
シ
タ
ル
会
社
一
一
付
テ
ハ
回
復
ノ
登
記
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
九
条
合
併
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
ハ
第
一
一
一
者
二
対
シ
テ
モ
其
ノ

効
カ
ヲ
有
ス

原
告
ガ
敗
訴
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
二
任
ズ

第
百
十
条
合
併
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
〈
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又

ハ
合
併
二
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
、
其
ノ
社
員
及
第
三
者
ノ
間

一
一
生
ジ
タ
ル
権
利
義
務
二
影
響
ヲ
及
ポ
サ
ズ

第
百
十
一
条
合
併
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
か
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
合

併
ヲ
為
シ
タ
ル
会
社
ハ
合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
一
一
因
リ

テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
か
合
併
後
負
担
シ
タ
ル
債
務
一
一
付
連
帯
シ
テ

弁
済
ノ
責
一
一
任
ズ

合
併
後
存
続
ス
ル
会
社
又
ハ
合
併
一
一
因
リ
テ
設
立
シ
タ
ル
会
社
ガ

合
併
後
取
得
シ
タ
ル
財
産
ハ
合
併
ヲ
為
シ
タ
ル
会
社
ノ
共
有
一
一
属

ス前
一
一
項
ノ
場
ム
ロ
ニ
於
テ
が
各
会
社
ノ
負
担
部
分
又
ハ
持
分
ハ
其
ノ

協
議
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
協
議
調
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
請
求
一
一

因
り
合
併
ノ
時
一
一
於
ケ
ル
各
会
社
ノ
財
産
ノ
額
其
ノ
他
一
切
ノ
事

会
社
二
吋
シ
其
ノ
持
分
二
相
当
ス
ル
金
額
ノ
支
払
ヲ
請
求
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
前
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
百
二
十
条
第
百
十
七
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
テ
会
社
財
産
ノ

処
分
方
法
ヲ
定
メ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
合
併
及
破
産
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
第
百
一
一
十
一
条
乃
至
第
百
三
十
五
条
ノ
規
定
二
従
ヒ
テ
清
算
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
一
条
清
算
ハ
業
務
執
行
社
員
之
ヲ
為
ス
但
シ
社
員
ノ
過

半
数
ヲ
以
一
丁
別
二
清
算
人
ヲ
選
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ

ズ

第
百
一
一
十
二
条
会
社
ガ
第
九
十
四
条
第
四
号
又
ハ
第
六
号
ノ
規
定

一
一
依
リ
テ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
利
害
関
係
人
若
〈
検
事

ノ
請
求
一
一
因
り
又
ハ
職
権
ヲ
以
テ
清
算
人
ヲ
選
任
ス

第
百
一
一
十
三
条
業
務
執
行
社
員
か
清
算
人
ト
為
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
解

散
ノ
日
ヨ
リ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地

一
一
於
テ
ハ
四
週
間
内
一
一
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

｜
清
算
人
ノ
氏
名
及
住
所

二
清
算
人
ニ
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社

ヲ
代
表
ス
ベ
キ
モ
ノ
ノ
氏
名

一
一
一
数
人
ノ
清
算
人
か
共
同
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
定
ア
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
規
定

情
ヲ
掛
酌
シ
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
十
二
条
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
各
社
員
ハ
会

社
ノ
解
散
ヲ
裁
判
所
一
一
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
八
条
及
第
百
九
条
第
二
項
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ

準
用
ス

第
百
十
三
条
合
名
会
社
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
或
社
員
ヲ
有
限

責
任
社
員
ト
為
シ
又
〈
新
一
一
有
限
責
任
社
員
ヲ
加
入
セ
シ
メ
テ
之

ヲ
合
資
会
社
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ハ
第
九
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
り
会
社
ヲ
継
続

ス
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
十
四
条
合
名
会
社
ガ
前
条
ノ
規
定
一
一
依
り
其
ノ
組
織
ヲ
変
更

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在

地
一
一
於
テ
ハ
’
一
一
週
間
内
二
合
名
会
社
二
付
テ
ハ
解
散
ノ
登
記
、
合

資
会
社
一
一
付
テ
ハ
第
百
四
十
九
条
第
一
項
二
定
ム
ル
登
記
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
十
五
条
第
百
十
一
一
一
条
第
一
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
従
前
ノ
社
員
ニ

シ
テ
有
限
責
任
社
員
卜
為
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ

前
条
ノ
登
記
ヲ
為
ス
前
二
生
ジ
タ
ル
会
社
ノ
債
務
一
一
付
テ
ハ
無
限

責
任
社
員
ノ
責
任
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
九
十
一
一
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス
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館
画
一
－
１
－
条
摘
算
人
ハ
会
社
ノ
仙
務
ヲ
弁
済
シ
タ
ル
後
二
非
ザ

レ
バ
会
社
財
産
ヲ
社
員
一
一
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
争
ア
ル
債

務
一
一
付
其
ノ
弁
済
一
一
必
要
ト
認
ム
ル
財
産
ヲ
留
保
シ
テ
残
余
ノ
財

産
ヲ
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
百
一
一
一
十
一
一
条
社
員
ガ
選
任
シ
タ
ル
清
算
人
〈
何
時
一
一
テ
モ
之
ヲ

解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
解
任
〈
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決

ス重
要
ナ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
利
害
関
係
人
ノ
請
求
一
一
因

り
清
算
人
ヲ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
三
十
一
一
一
条
清
算
人
ノ
任
務
ガ
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
清
算
人
ハ

遅
滞
ナ
ク
計
算
ヲ
為
シ
テ
各
社
員
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
計
算
一
一
対
シ
社
員
ガ
｜
月
内
一
一
意
義
ヲ
述
べ
ザ
リ
シ
ト
キ

ハ
之
ヲ
承
認
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
但
シ
清
算
人
一
一
不
正
ノ
行
為

ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

第
百
三
十
四
条
清
算
ガ
結
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
清
算
人
〈
前
条
ノ
承

認
ア
リ
タ
ル
後
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在

地
二
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
一
一
清
算
結
了
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
三
十
五
条
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
第
二
項
、
第
一
一
百
五

十
四
条
第
一
一
項
及
第
二
百
六
十
六
条
ノ
規
定
ハ
清
算
人
一
一
之
ヲ
準

用
ス

清
算
人
ノ
選
任
ア
ル
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
清
算
人
ハ
本
店
ノ
所
在
地

二
於
テ
ハ
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
’
一
一
週
間
内
一
一
前
項

一
一
褐
グ
ル
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
十
七
条
ノ
規
定
〈
前
一
一
項
ノ
登
記
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
二
十
四
条
清
算
人
ノ
職
務
左
ノ
如
シ

ー
現
務
ノ
結
了

二
債
権
ノ
取
立
及
債
務
ノ
弁
済

三
残
余
財
産
ノ
分
配

会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
清
算
人
ハ
前
項
ノ
職
務
一
一
関
ス
ル
一
切
ノ
裁

判
上
又
ハ
裁
判
外
ノ
行
為
ヲ
為
ス
権
限
ヲ
有
ス

民
法
第
八
十
一
条
ノ
規
定
ハ
合
名
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
一
一
十
五
条
会
社
ハ
弁
済
期
一
一
至
一
フ
ザ
ル
債
権
ト
錐
モ
之
ヲ
弁

済
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
無
利
息
債
権
一
一
付
テ
ハ
弁
済
期
二
至
ル
迄

ノ
法
定
利
息
ヲ
加
算
シ
テ
其
ノ
債
権
額
―
―
達
ス
ベ
キ
金
額
ヲ
弁
済

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
規
定
ハ
利
息
付
債
権
ニ
シ
テ
其
ノ
利
率
か
法
定
利
率
ニ
達

セ
ザ
ル
モ
ノ
｜
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
条
件
付
債
権
、
存
続
期
間
ノ
不
確
定
ナ

ル
債
権
其
ノ
他
価
額
ノ
不
確
定
ナ
ル
債
権
一
一
付
テ
ハ
裁
判
所
ノ
選

■
Ｉ
 

任
シ
タ
ル
鑑
定
人
ノ
評
価
一
一
従
ヒ
テ
之
ヲ
弁
済
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
二
十
六
条
会
社
二
現
存
ス
ル
財
産
ガ
其
ノ
債
務
ヲ
完
済
ス
ル

ニ
不
足
ナ
ル
ト
キ
ハ
清
算
人
ハ
弁
済
期
一
一
拘
ラ
ズ
社
員
ヲ
シ
テ
出

資
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
二
十
七
条
清
算
人
ガ
会
社
ノ
営
業
ノ
全
部
又
〈
一
部
ヲ
譲
渡

ス
ー
ス
社
員
ノ
過
半
数
ノ
決
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
一
一
十
八
条
清
算
人
数
人
ア
ル
ト
キ
ハ
清
算
一
一
関
ス
ル
行
為
ハ

其
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス

第
百
一
一
十
九
条
第
七
十
六
条
及
第
七
十
七
条
ノ
規
定
ハ
清
算
人
一
一

之
ヲ
準
用
ス

業
務
執
行
社
員
ガ
清
算
人
ト
為
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
従
前
ノ
定

一
一
従
ヒ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス

裁
判
所
か
数
人
ノ
清
算
人
ヲ
選
任
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
会
社
ヲ
代

表
ス
ベ
キ
者
ヲ
定
メ
又
ハ
数
人
ガ
共
同
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ

旨
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
三
十
条
清
算
人
ハ
就
職
ノ
後
遅
滞
ナ
ク
会
社
財
産
ノ
現
況
ヲ

調
査
シ
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
ヲ
作
り
之
ヲ
社
員
二
交
付
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

清
算
人
ハ
社
員
ノ
請
求
一
一
因
り
毎
月
清
算
ノ
状
況
ヲ
報
告
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

第
百
三
十
六
条
会
社
ノ
設
立
ノ
無
効
ハ
其
ノ
成
立
ノ
日
ヨ
リ
一
一
年

内
一
一
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
之
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
訴
ハ
社
員
―
―
限
り
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
八
条
、
第
百
五
条
第
三
項
第
四
項
、
第
百
七
条
、
第
百
九

条
及
第
百
十
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
訴
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
三
十
七
条
設
立
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
か
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

本
店
及
支
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
三
十
八
条
設
立
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
ガ
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

解
散
ノ
場
合
一
一
準
ジ
テ
清
算
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
此
ノ
場
合
一
一
於

テ
ハ
裁
判
所
ハ
利
害
関
係
人
ノ
請
求
一
一
因
り
清
算
人
ヲ
選
任
ス

第
百
一
一
一
十
九
条
設
立
ヲ
無
効
ト
ス
ル
判
決
ガ
確
定
シ
タ
ル
場
合
一
一

於
テ
其
ノ
無
効
ノ
原
因
ガ
或
社
員
ノ
ミ
ニ
付
存
ス
ル
ト
キ
ハ
前
条

ノ
規
定
一
一
拘
ラ
ズ
他
ノ
社
員
ノ
一
致
ヲ
以
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
無
効
ノ
原
因
ノ
存
ス
ル
社
員
ハ
退
社

ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
九
十
五
条
第
二
項
及
第
九
十
七
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之

ヲ
準
用
ス

第
百
四
十
条
会
ノ
設
立
ノ
取
梢
ハ
訴
ヲ
以
テ
ノ
ミ
之
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
百
四
十
一
条
社
員
か
其
ノ
債
権
者
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ
会
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社
ヲ
設
立
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
其
ノ
社
員
及
会
社
一
一
対
ス
ル

訴
ヲ
以
テ
会
社
ノ
設
立
ノ
取
梢
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
四
十
一
一
条
第
八
十
八
条
、
第
百
五
条
第
三
項
第
四
項
、
第
百

九
条
、
第
百
十
条
、
第
百
一
一
一
十
六
条
第
一
項
及
第
百
一
一
一
十
七
条
乃

至
第
百
三
十
九
条
ノ
規
定
ハ
前
一
一
条
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

第
百
四
十
三
条
会
社
ノ
帳
簿
竝
二
其
ノ
営
業
及
清
算
二
関
ス
ル
重

要
書
類
ハ
第
百
十
七
条
ノ
場
合
―
―
在
リ
テ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於

テ
解
散
ノ
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
後
、
其
ノ
他
ノ
場
合
一
一
在
リ
テ
ハ
清

算
結
了
ノ
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
後
十
年
間
之
ヲ
保
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
其
ノ
保
存
者
ハ
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
百
四
十
四
条
社
員
か
死
亡
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
ノ
相
続
人
数

人
ア
ル
ト
キ
ハ
清
算
二
関
シ
テ
社
員
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ベ
キ
者
一

人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
四
十
五
条
第
八
十
条
｝
一
定
ム
ル
社
員
ノ
責
任
ハ
本
店
ノ
所
在

地
一
一
於
テ
解
散
ノ
登
記
ヲ
為
シ
タ
ル
後
五
年
内
一
一
要
求
又
ハ
請
求

ノ
予
告
ヲ
為
サ
ザ
ル
会
社
ノ
債
権
者
一
一
対
シ
テ
ハ
登
記
後
五
年
ヲ

経
過
シ
タ
ル
ト
キ
消
滅
ス

前
項
ノ
期
間
経
過
ノ
後
ト
錐
モ
分
配
セ
ザ
ル
残
余
財
産
佃
存
ス
ル

ト
キ
ハ
会
社
ノ
債
権
者
〈
之
二
対
シ
テ
弁
済
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ

得数
ヲ
以
一
丁
之
ヲ
決
ス

第
百
五
十
二
条
支
配
人
ノ
選
任
及
解
任
ハ
特
一
一
業
務
執
行
社
員
ヲ

定
メ
タ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
無
限
責
任
社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
一
丁
之
ヲ
決

ス

第
百
五
十
一
二
条
有
限
責
任
社
員
ハ
営
業
年
度
ノ
終
二
於
テ
営
業
時

間
内
一
一
限
り
会
社
ノ
財
産
目
録
及
貸
借
対
照
表
ノ
閲
覧
ヲ
求
メ
且

会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

重
要
ナ
ル
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
有
限
責
任
社
員
ハ
何
時
一
一
テ
モ
裁
判

所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
検
査
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第
百
五
十
四
条
有
限
責
任
社
員
ハ
無
限
責
任
社
員
全
員
ノ
承
諾
ア

ル
ト
キ
ハ
其
ノ
持
分
ノ
全
部
又
ハ
｜
部
ヲ
他
人
一
一
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ

得
持
分
ノ
譲
渡
一
一
伴
上
定
款
ノ
変
更
ヲ
生
ズ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
亦
同

》ン

第
百
五
十
五
条
有
限
責
任
社
員
か
自
己
若
〈
第
三
者
ノ
為
二
会
社

ノ
営
業
ノ
部
類
一
一
属
ス
ル
取
引
ヲ
為
シ
又
ハ
同
種
ノ
営
業
ヲ
目
的

ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社
員
若
ハ
取
締
役
ト
為
ル
ニ
ハ
他

ノ
社
員
ノ
承
諾
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ

第
百
五
十
六
条
有
限
責
任
社
員
ハ
会
社
ノ
業
務
ヲ
執
行
シ
又
ハ
会

社
ヲ
代
表
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
四
十
六
条
合
資
会
社
〈
有
限
責
任
社
員
ト
無
限
責
任
社
員
ト

ヲ
以
テ
之
ヲ
組
織
ス

第
百
四
十
七
条
合
資
会
社
ニ
ハ
本
章
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除

ク
ノ
外
合
名
会
社
一
一
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス

第
百
四
十
八
条
合
資
会
社
ノ
定
款
ニ
ハ
第
六
十
三
条
二
褐
グ
ル
事

項
ノ
外
各
社
員
ノ
責
任
ノ
有
限
又
ハ
無
限
ナ
ル
コ
ト
ヲ
記
載
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
四
十
九
条
合
資
会
社
ノ
設
立
ノ
登
記
ニ
在
リ
テ
ハ
第
六
十
四

条
第
一
項
二
褐
グ
ル
事
項
ノ
外
各
社
員
ノ
責
任
ノ
有
限
又
ハ
無
限

ナ
ル
コ
ト
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

有
限
責
任
社
員
二
付
テ
ハ
登
記
シ
タ
ル
事
項
ノ
公
告
ニ
ハ
其
ノ
員

数
及
出
資
ノ
総
額
ヲ
褐
グ
ル
ヲ
以
一
丁
足
ル
変
更
ノ
登
記
ア
ル
タ
ル

ト
キ
亦
同
ジ

第
百
五
十
条
有
限
責
任
社
員
ハ
金
銭
其
ノ
他
ノ
財
産
ノ
ミ
ヲ
以
一
丁

其
ノ
出
資
ノ
目
的
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
百
五
十
一
条
各
無
限
責
任
社
員
ハ
定
款
ニ
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ

ハ
会
社
ノ
業
務
ヲ
執
行
ス
ル
権
利
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
う

無
限
責
任
社
員
数
人
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
其
ノ
過
半

第
百
五
十
七
条
有
限
責
任
社
員
ハ
其
ノ
出
資
ノ
価
額
ヲ
限
度
ト
シ

テ
会
社
ノ
債
務
ヲ
弁
済
ス
ル
責
二
任
ズ
但
シ
既
二
会
社
二
対
シ
履

行
ヲ
為
シ
タ
ル
出
資
ノ
価
額
一
一
付
テ
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

前
項
但
書
ノ
規
定
ノ
適
用
一
一
付
テ
ハ
会
社
二
利
益
ナ
キ
ニ
拘
ラ
ズ

配
当
ヲ
受
ケ
タ
ル
金
額
ハ
之
ヲ
控
除
シ
テ
其
ノ
出
資
ノ
価
額
ヲ
定

ム

第
百
五
十
八
条
有
限
責
任
社
員
〈
出
資
ノ
減
少
後
卜
錐
モ
本
店
ノ

所
在
地
一
一
於
テ
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
前
一
一
生
ジ
タ
ル
会
社
ノ
債
務
二

付
テ
ハ
従
前
ノ
責
任
ヲ
免
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
九
十
一
一
一
条
第
一
一
項
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場
合
｝
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
五
十
九
条
有
限
責
任
社
員
一
一
自
己
ヲ
無
限
責
任
社
員
ナ
リ
ト

誤
認
セ
シ
ム
ベ
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
社
員
ハ
誤
認
一
一
基

キ
テ
会
社
ト
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
者
一
一
対
シ
無
限
責
任
社
員
卜
同
一

ノ
責
任
ヲ
負
う

前
項
ノ
規
定
ハ
有
限
責
任
社
員
ニ
其
ノ
責
任
ノ
限
度
ヲ
誤
認
セ
シ

ム
ベ
キ
行
為
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
六
十
条
第
八
十
二
条
ノ
規
定
ハ
有
限
責
任
社
員
か
無
限
責
任

社
員
ト
為
リ
タ
ル
場
合
、
第
九
十
三
条
ノ
規
定
ハ
無
限
責
任
社
員

ガ
有
限
責
任
社
員
ト
為
り
ダ
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
六
十
一
条
有
限
責
任
社
員
ガ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
相
続

第
三
章
合
資
会
社

(454） 8４ 8５（455） 
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有
限
責
任
社
員
〈
禁
治
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ク
ル
モ
之
一
一
因
リ
テ
退
社

セ
ズ

第
百
六
十
二
条
合
資
会
社
〈
無
限
責
任
社
員
又
ハ
有
限
責
任
社
員

ノ
全
員
ガ
退
社
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
解
散
ス
但
シ
残
存
ス
ル
社
員
ノ
一

致
ヲ
以
テ
新
一
一
無
限
責
任
社
員
又
ハ
有
限
責
任
社
員
ヲ
加
入
セ
シ

メ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

有
限
責
任
社
員
ノ
全
員
か
退
社
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
無
限
責
任

社
員
ノ
ー
致
ヲ
以
テ
合
名
会
社
ト
シ
テ
会
社
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ

得前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
本
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
｜
｜
週
間
、
支
店

ノ
所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内
一
一
合
資
会
社
二
付
テ
ハ
解
散
ノ
登

記
、
合
名
会
社
一
一
付
テ
ハ
第
六
十
四
条
二
定
ム
ル
登
記
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
要
ス

第
百
六
十
三
条
合
資
会
社
ハ
総
社
員
ノ
同
意
ヲ
以
テ
其
ノ
組
織
ヲ

変
更
シ
テ
之
ヲ
合
名
会
社
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
二
於
一
ア
ハ

前
条
第
三
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
百
六
十
四
条
清
算
〈
業
務
執
行
社
員
之
ヲ
為
ス
但
シ
無
限
責
任

第
百
六
十
八
条
左
二
褐
グ
ル
事
項
ハ
之
ヲ
定
款
一
一
記
載
ス
ル
ニ
非

ザ
レ
パ
其
ノ
効
カ
ヲ
有
セ
ズ

ー
存
立
時
期
又
ハ
解
散
ノ
事
由

一
一
数
種
ノ
株
式
ノ
発
行
竝
一
一
其
ノ
各
種
ノ
株
式
ノ
内
容
及
数

三
株
式
ノ
額
面
以
上
ノ
発
行

四
発
起
人
か
受
ク
ベ
キ
特
別
ノ
利
益
及
之
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ノ
氏

名

五
現
物
出
資
ヲ
為
ス
者
ノ
氏
名
、
出
資
ノ
目
的
ダ
ル
財
産
、
其

ノ
価
格
及
之
一
一
対
シ
テ
与
フ
ル
株
式
種
類
及
数

六
会
社
ノ
成
立
後
一
一
譲
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
約
シ
タ
ル
財
産
、
其
ノ

価
格
及
譲
渡
人
ノ
氏
名

七
会
社
ノ
負
担
二
帰
ス
ベ
キ
設
立
費
用
及
発
起
人
ガ
受
ク
ベ
キ

報
酬
ノ
額

現
物
出
資
〈
発
起
人
ニ
限
り
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
百
六
十
九
条
各
発
起
人
ハ
書
面
一
一
依
リ
テ
株
式
ノ
引
受
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
七
十
条
発
起
人
ガ
株
式
ノ
総
数
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞

ナ
ク
各
株
二
付
第
一
回
ノ
払
込
ヲ
為
シ
且
取
締
役
及
監
査
役
ヲ
選

任
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
選
任
ハ
発
起
人
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
決
ス
此
ノ
場

人
之
二
代
リ
テ
社
員
ト
為
ル

第
一
一
百
三
条
ノ
規
定
ハ
死
亡
シ
タ
ル
有
限
責
任
社
員
ノ
相
続
人
数

人
ア
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
節
設
立

第
百
六
十
五
条
株
式
会
社
ノ
設
立
ニ
ハ
七
人
以
上
ノ
発
起
人
ア
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
六
十
六
条
発
起
人
ハ
定
款
ヲ
作
り
之
二
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
シ

テ
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

’
目
的

二
商
号

三
資
本
ノ
総
額

四
一
株
ノ
金
額

五
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地

六
会
社
か
公
告
ヲ
為
ス
方
法

七
発
起
人
ノ
氏
名
及
住
所

会
社
ノ
公
告
ハ
官
報
又
ハ
時
事
二
関
ス
ル
事
項
ヲ
掲
載
ス
ル
日
刊

新
聞
紙
一
一
褐
ゲ
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
六
十
七
条
定
款
ハ
公
証
人
ノ
認
証
ヲ
受
ク
ル
ー
一
非
ザ
レ
バ
其

ノ
効
カ
ヲ
有
セ
ズ

合
二
於
テ
ハ
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
百
七
十
一
条
株
式
発
行
ノ
価
額
ハ
券
面
額
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
回
払
込
ノ
金
額
ハ
株
金
ノ
四
分
ノ
｜
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

額
面
以
上
ノ
価
額
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
額
面

ヲ
超
ユ
ル
金
額
ハ
第
一
回
ノ
払
込
卜
同
時
一
一
之
ヲ
払
込
ム
コ
ト
ヲ

要
ス

第
百
七
十
二
条
現
物
出
資
者
ハ
第
一
回
ノ
払
込
ノ
期
日
二
出
資
ノ

目
的
ダ
ル
財
産
ノ
全
部
ヲ
給
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
登
記
、
登

録
其
ノ
他
権
利
ノ
設
定
又
ハ
移
転
ヲ
以
テ
第
一
一
一
者
一
一
対
抗
ス
ル
為

必
要
ナ
ル
行
為
ハ
会
社
成
立
後
一
一
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
百
七
十
三
条
取
締
役
ハ
其
ノ
選
任
後
遅
滞
ナ
ク
第
百
六
十
八
条

第
一
項
第
四
号
乃
至
第
七
号
一
一
褐
グ
ル
事
項
及
前
一
一
一
条
ノ
規
定
一
一

依
ル
払
込
並
一
一
現
物
出
資
ノ
給
付
ア
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
調
査
セ
シ

ム
ル
為
検
査
役
ノ
選
任
ヲ
裁
判
所
一
一
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

裁
判
所
ハ
検
査
役
ノ
報
告
ヲ
聴
キ
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号

乃
至
第
七
号
一
一
褐
グ
ル
事
項
ヲ
不
当
卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
二
変

更
ヲ
加
ヘ
テ
各
発
起
人
一
一
通
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
変
更
一
一
服
セ
ザ
ル
発
起
人
ハ
其
ノ
株
式
ノ
引
受
ヲ
取
消
ス

コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
定
款
ヲ
変
更
シ
テ
設
立
二
関
ス
ル

手
続
ヲ
続
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

社
員
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
別
一
一
清
算
人
ヲ
選
任
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ

限
一
一
在
ラ
ズ

第
四
章
株
式
会
社

(456） 8６ 8７（457） 

■■■■■■■■■■■■－ 



■
■
■
口

込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
椛
利
ヲ
失
フ
ベ
キ
旨
ヲ
其
ノ
株
式
引

受
人
一
一
通
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
通
知
ハ
期
日
ノ
ー
週
間
前

一
一
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

発
起
人
か
前
項
ノ
通
知
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
株
式
引
受
人
ガ
払
込
ヲ
為

サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
権
利
ヲ
失
う
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
発
起
人
ハ
其

ノ
者
か
引
受
ケ
タ
ル
株
式
一
一
付
更
一
一
株
主
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
規
定
〈
株
式
引
受
人
二
対
ス
ル
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨

ゲ
ズ

部
第
百
八
十
条
第
百
七
十
七
条
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
及
現
物
出
資
ノ

ー
一
給
付
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
遅
滞
ナ
ク
創
立
総
会
ヲ
招
集
ス

蔦
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

職
創
立
総
会
ニ
ハ
株
式
引
受
人
ノ
半
数
以
上
ニ
シ
テ
資
本
ノ
半
額
以

鋤
上
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
者
出
席
シ
其
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
ヲ
以
一
丁
｜
切

噸
ノ
決
議
ヲ
為
ス

正
第
一
一
百
一
一
一
十
一
一
条
第
一
項
第
一
一
項
、
第
一
一
百
一
一
一
十
一
一
一
条
、
第
一
一
百

敵一一一十九条第三項第四項、第一一百四十条、第一一百四十一条
鮒第一項、第一一百四十一一一条、第一一百四十四条及第一一百四十
群七条乃至第一一百五十一一一条ノ規定ハ創立総会一一之ヲ準用ス
ト
第
百
八
十
一
条
定
款
ヲ
以
一
丁
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号
乃
至

禾昭
第
七
号
二
褐
グ
ル
事
項
ヲ
｛
正
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
〈
之
二
関
ス

神戸学院法学第25巻第２号

通
告
後
二
週
間
内
一
一
株
式
ノ
引
受
ヲ
取
梢
シ
タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ

｛
疋
款
ハ
通
告
一
一
従
上
変
更
セ
ー
フ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

第
百
七
十
四
条
発
起
人
ガ
株
式
ノ
総
数
ヲ
引
受
ケ
ザ
ル
ト
キ
ハ
株

主
ヲ
募
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
七
十
五
条
株
式
ノ
申
込
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
株
式
申
込
証

一
一
通
一
一
其
ノ
引
受
ク
ベ
キ
株
式
ノ
数
及
住
所
ヲ
記
載
シ
之
二
署
名

ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

株
式
申
込
証
ハ
発
起
人
之
ヲ
作
り
之
一
一
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス

｜
定
款
ノ
認
証
ノ
年
月
日
及
其
ノ
認
証
ヲ
為
シ
タ
ル
公
証
人
ノ

氏
名

一
一
第
百
六
十
六
条
第
一
項
及
第
百
六
十
八
条
第
一
項
一
一
褐
グ
ル

事
項

三
各
発
起
人
か
引
受
ケ
タ
ル
株
式
ノ
数

四
第
一
回
払
込
ノ
金
額

五
株
式
ノ
譲
渡
ノ
禁
止
若
ハ
制
限
、
株
券
ノ
裏
書
ノ
禁
止
又
ハ

株
主
ノ
議
決
権
ノ
制
限
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

六
株
金
ノ
払
込
ヲ
取
扱
フ
ベ
キ
銀
行
又
ハ
信
託
会
社
及
其
ノ
取

扱
ノ
場
所

七
一
定
ノ
時
期
迄
一
一
創
立
総
会
ガ
終
結
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
株
式
ノ

ル
調
査
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
為
検
査
役
ノ
選
任
ヲ
裁
判
所
一
一
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
検
査
役
ノ
報
告
書
ハ
之
ヲ
創
立
総
会
一
一
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス

第
百
八
十
二
条
発
起
人
ハ
会
社
ノ
創
立
一
一
関
ス
ル
事
項
ヲ
創
立
総

会
一
一
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
八
十
一
一
一
条
創
立
総
会
二
於
テ
ハ
取
締
役
及
監
査
役
ヲ
選
任
ス

ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
八
十
四
条
取
締
役
及
監
査
役
ハ
左
二
褐
グ
ル
事
項
ヲ
調
査
シ

之
ヲ
創
立
総
会
一
一
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

｜
株
式
総
数
ノ
引
受
ア
リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ

ニ
第
百
七
十
七
条
ノ
規
定
一
一
依
ル
払
込
及
現
物
出
資
ノ
給
付
ア

リ
タ
ル
ヤ
否
ヤ

取
締
役
及
監
査
役
ハ
第
百
八
十
一
条
第
二
項
ノ
報
告
書
ヲ
調
査
シ

創
立
総
会
一
一
其
ノ
意
見
ヲ
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

取
締
役
及
監
査
役
中
発
起
人
ヨ
リ
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ

ハ
創
立
総
会
ハ
特
一
一
検
査
役
ヲ
選
任
シ
前
二
項
ノ
調
査
及
報
告
ヲ

為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
八
十
五
条
創
立
総
会
一
一
於
テ
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
四
号

乃
至
第
七
号
一
一
褐
グ
ル
事
項
ヲ
不
当
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
変

申
込
ヲ
取
梢
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
コ
ト

数
種
ノ
株
式
ヲ
発
行
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
株
式
申
込
人
ハ
株
式
申

込
証
一
一
其
ノ
引
受
ク
ベ
キ
株
式
ノ
種
類
ヲ
記
載
シ
額
面
以
上
ノ
価

額
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
発
行
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
引
受
価
額
ヲ
記

載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

民
法
第
九
十
三
条
但
書
ノ
規
定
ハ
株
式
ノ
申
込
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ

ズ

第
百
七
十
六
条
株
式
ノ
申
込
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
発
起
人
ノ
割
当
テ

タ
ル
株
式
ノ
数
一
一
応
ジ
テ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う

第
百
七
十
七
条
株
式
総
数
ノ
引
受
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
遅

滞
ナ
ク
各
株
一
一
付
第
一
回
ノ
払
込
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
払
込
〈
株
式
申
込
証
一
一
記
載
シ
タ
ル
株
金
払
込
ノ
取
扱
場

所
一
一
於
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
七
十
一
条
及
第
百
七
十
二
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
場
合
一
一
之

ヲ
準
用
ス

第
百
七
十
八
条
株
金
ノ
払
込
ヲ
取
扱
う
銀
行
若
〈
信
託
会
社
ヲ
変

更
シ
又
ハ
払
込
金
ノ
保
管
巷
ヲ
為
ス
ー
ス
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
ル

コ
ト
ヲ
要
ス

第
百
七
十
九
条
株
式
引
受
人
ガ
第
百
七
十
七
条
ノ
規
定
一
一
依
ル
払

込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
期
日
ヲ
定
メ
其
ノ
期
日
迄
一
一
払

8９（459） (458）８８ 
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蛸
百
九
十
条
株
金
ノ
払
込
ヲ
取
扱
ヒ
タ
ル
銀
行
又
ハ
信
託
会
社
ハ

発
起
人
又
ハ
取
締
役
ノ
請
求
一
一
因
り
払
込
金
ノ
保
管
一
一
関
シ
証
明

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
銀
行
又
ハ
信
託
会
社
ハ
其
ノ
証
明
シ
タ
ル
払
込
金
額
二
付

払
込
ナ
カ
リ
シ
コ
ト
又
ハ
其
ノ
返
還
一
一
関
ス
ル
制
限
ヲ
以
テ
会
社

一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
九
十
一
条
株
式
ノ
引
受
一
一
因
ル
権
利
ノ
譲
渡
ハ
会
社
一
一
対
シ

其
ノ
効
カ
ヲ
生
ゼ
ズ

発
起
人
〈
前
項
ノ
権
利
ヲ
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
九
十
二
条
株
式
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
者
ハ
会
社
ノ
成
立
後
ハ
錯
誤

若
ハ
株
式
申
込
証
ノ
要
件
ノ
欠
畉
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
ノ
引
受
ノ
無

効
ヲ
主
張
シ
又
ハ
詐
欺
若
ハ
強
迫
ヲ
理
由
ト
シ
テ
其
ノ
引
受
ヲ
取

消
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
創
立
総
会
一
一
出
席
シ
テ
其
ノ
権
利
ヲ
行
使
シ
タ

ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
百
九
十
三
条
発
起
人
ガ
会
社
ノ
設
立
二
関
シ
其
ノ
任
務
ヲ
怠
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
発
起
人
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ

責
一
一
任
ズ

発
起
人
二
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
発
起

人
ハ
第
一
一
一
者
一
一
対
シ
テ
モ
亦
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
一
一
任
ズ

第
百
九
十
四
条
会
社
か
成
立
セ
ザ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
発
起
人
ハ
会

更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
百
七
十
三
条
第
一
一
一
項
及
第
四
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ

準
用
ス

第
百
八
十
六
条
引
受
ナ
キ
株
式
又
ハ
第
百
七
十
七
条
ノ
規
定
一
一
依

ル
払
込
ノ
未
済
ナ
ル
株
式
ア
ル
ト
キ
ハ
発
起
人
ハ
連
帯
シ
テ
其
ノ

株
式
ノ
引
受
又
ハ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う
株
式
ノ
申
込
ガ
取
梢

サ
レ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
百
八
十
七
条
前
二
条
ノ
規
定
ハ
発
起
人
一
一
対
ス
ル
損
害
賠
償
ノ

請
求
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
百
八
十
八
条
創
立
総
会
一
一
於
テ
ハ
定
款
ノ
変
更
又
ハ
設
立
ノ
廃

止
ノ
決
議
ヲ
モ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
決
議
ハ
招
集
ノ
通
知
一
一
其
ノ
旨
ノ
記
載
ナ
カ
リ
シ
ト
キ
ト

錐
モ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
百
八
十
九
条
株
式
会
社
ノ
設
立
ノ
登
記
ハ
発
起
人
ガ
株
式
ノ
総

数
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
百
七
十
三
条
ノ
手
続
終
了
ノ
日
、
発

起
人
か
株
式
ノ
総
数
ヲ
引
受
ケ
ザ
リ
シ
ト
キ
ハ
創
立
総
会
終
結
ノ

日
又
〈
第
百
八
十
五
条
ノ
手
続
終
了
ノ
日
ヨ
リ
ニ
週
間
内
一
一
之
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
登
記
一
一
在
リ
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
登
記
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
四
号
及
第
六
号
一
一
褐

社
ノ
設
立
一
一
関
シ
テ
為
シ
タ
ル
行
為
二
付
連
帯
シ
テ
其
ノ
責
二
任

ズ前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
会
社
ノ
設
立
二
関
シ
テ
支
出
シ
タ
ル
費
用
ハ

発
起
人
ノ
負
担
ト
ス

第
百
九
十
五
条
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ガ
第
百
八
十
四
条
第
一
項
及

第
一
一
項
二
定
ム
ル
任
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ニ
因
り
会
社
又
ハ
第
一
一
一
者
一
一

吋
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
實
一
一
任
ズ
ベ
キ
場
合
二
於
テ
発
起
人
モ
亦
其

ノ
責
一
一
任
ズ
ベ
キ
ト
キ
ハ
其
ノ
取
締
役
、
監
査
役
及
発
起
人
ハ
之

ヲ
連
帯
債
務
者
ト
ス

第
百
九
十
六
条
発
起
人
、
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ガ
会
社
ノ
設
立
一
一

関
シ
会
社
一
一
対
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
一
一
任
ズ
ベ
キ
場
合
二
於
テ
ハ

其
ノ
責
任
ハ
会
社
成
立
ノ
日
ヨ
リ
一
一
一
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
二
於
テ

第
一
一
一
百
四
十
一
一
一
条
一
一
定
ム
ル
決
議
二
依
ル
ー
一
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
免
除

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
百
九
十
七
条
株
主
総
会
一
一
於
テ
発
起
人
一
一
対
シ
テ
訴
ヲ
提
起
ス

ル
コ
ト
ヲ
決
議
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
之
ヲ
否
決
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ

会
日
ノ
三
月
前
ヨ
リ
引
続
キ
資
本
ノ
十
分
ノ
｜
以
上
二
当
ル
株
式

ヲ
有
ス
ル
株
主
か
訴
ノ
提
起
ヲ
取
締
役
一
一
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会

社
ハ
決
議
又
ハ
請
求
ノ
日
ヨ
リ
｜
月
内
一
一
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス グ
ル
事
項

二
本
店
及
支
店

三
存
立
時
期
又
ハ
解
散
ノ
事
由
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
時
期

又
ハ
事
由

四
数
種
／
株
式
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
各
種
ノ
株
式
ノ
内

容
及
数

五
各
株
一
一
付
払
込
ミ
タ
ル
株
金
額

六
株
式
ノ
譲
渡
ノ
禁
止
若
ハ
制
限
又
ハ
株
券
ノ
裏
書
ノ
禁
止
ヲ

定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

七
開
業
前
一
一
利
息
ヲ
配
当
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其

ノ
規
定

八
株
主
一
一
配
当
ス
ベ
キ
利
益
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
消
却
ス
ベ
キ
コ
ト

ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

九
取
締
役
及
監
査
役
ノ
氏
名
及
住
所

十
取
締
役
一
一
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
会
社

ヲ
代
表
ス
ベ
キ
者
ノ
氏
名

十
一
数
人
ノ
取
締
役
ガ
共
同
シ
又
ハ
取
締
役
ガ
支
配
人
ト
共
同

シ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

第
六
十
四
条
第
二
項
及
第
六
十
五
条
乃
至
第
六
十
七
条
ノ
規
定
ハ

株
式
会
社
一
一
之
ヲ
準
用
ス

(460） 9１（461） 9０ 
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券
ノ
裏
欝
二
之
ヲ
地
用
ス

第
二
百
六
条
株
券
ノ
央
灘
一
一
依
ル
記
名
株
式
ノ
移
転
ハ
取
得
者
ノ

氏
名
及
住
所
ヲ
株
主
名
簿
一
一
記
載
ス
ル
一
一
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
以
テ
会

社
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
場
合
ノ
外
記
名
株
式
ノ
移
転
ハ
取
得
者
ノ
氏
名
及
住
所
ヲ

株
主
名
簿
一
一
記
載
シ
且
其
ノ
氏
名
ヲ
株
券
一
一
記
載
ス
ル
ニ
非
ザ
レ

パ
之
ヲ
以
テ
会
社
其
ノ
他
ノ
第
一
一
一
者
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

株
金
ノ
滞
納
ア
ル
株
式
一
一
付
テ
ハ
会
社
ハ
前
一
一
項
ノ
名
義
書
換
ヲ

拒
ム
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
七
条
記
名
株
式
ヲ
以
テ
質
権
ノ
目
的
卜
為
ス
ニ
ハ
株
券
ヲ

交
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

質
権
者
ハ
継
続
シ
テ
株
券
ヲ
占
有
ス
ル
ー
ー
非
ザ
レ
バ
其
ノ
質
権
ヲ

以
テ
第
一
一
一
者
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
百
八
条
株
式
ノ
消
却
、
併
合
又
ハ
転
換
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
従

前
ノ
株
式
ヲ
目
的
ト
ス
ル
質
権
ハ
消
却
、
併
合
又
ハ
転
換
一
一
因
リ

テ
株
主
か
受
ク
ベ
キ
金
銭
又
ハ
株
式
ノ
上
一
一
存
在
ス

第
一
一
百
十
四
条
第
一
項
又
ハ
第
一
一
百
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
二
依

ル
株
式
ノ
処
分
ア
リ
テ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
株
式
ヲ
目
的
ト
ス
ル
質
権

ハ
従
前
ノ
株
主
ガ
第
一
一
百
十
四
条
第
一
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
テ
払
戻

ヲ
受
ク
ベ
キ
金
銭
ノ
上
一
一
存
在
ス

第
二
百
六
十
六
条
第
一
一
項
、
第
一
一
百
六
十
八
条
第
一
一
項
乃
至
第
五

項
及
第
一
一
百
七
十
七
条
第
一
項
但
書
第
二
項
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場

合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
百
九
十
八
条
発
起
人
二
非
ズ
シ
テ
株
式
申
込
証
、
目
論
見
書
、

株
式
募
集
ノ
広
告
其
ノ
他
株
式
募
集
二
関
ス
ル
文
書
一
一
自
己
ノ
氏

名
及
会
社
ノ
設
立
ヲ
賛
助
ス
ル
旨
ノ
記
載
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
承
諾
シ

タ
ル
者
ハ
発
起
人
ト
同
一
ノ
責
任
ヲ
負
う

第
二
節
株
式

第
百
九
十
九
条
株
式
会
社
ノ
資
本
ハ
之
ヲ
株
式
二
分
ツ
コ
ト
ヲ
要

ス

第
一
一
百
条
株
主
ノ
ー
貝
任
ハ
其
ノ
引
受
ケ
又
ハ
譲
受
ケ
タ
ル
株
式
ノ

金
額
、
額
面
以
上
ノ
価
額
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
発
行
シ
タ
ル
場
合
一
一
於

テ
ハ
引
受
価
額
ヲ
限
度
ト
ス

株
主
ハ
株
金
ノ
払
込
二
付
相
殺
ヲ
以
テ
会
社
一
一
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ

第
二
百
一
条
仮
設
人
ノ
名
義
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
引
受
ケ
又
ハ
譲
受
ケ

タ
ル
者
〈
株
式
引
受
人
又
ハ
株
主
ダ
ル
責
任
ヲ
負
う
他
人
ノ
承
諾

ヲ
得
ズ
シ
テ
其
ノ
名
義
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
引
受
ヶ
又
ハ
譲
受
ケ
タ
ル

者
亦
同
ジ

他
人
ト
通
ジ
ー
プ
其
ノ
名
義
ヲ
以
テ
株
式
ヲ
引
受
ヶ
又
ハ
譲
受
ケ
タ

鏑
二
百
九
条
記
名
株
式
ヲ
以
テ
質
権
ノ
目
的
ト
為
シ
タ
ル
場
合
二

於
テ
会
社
か
質
権
設
定
者
ノ
請
求
一
一
因
り
質
権
者
ノ
氏
名
及
住
所

ヲ
株
主
名
簿
二
記
載
シ
且
其
ノ
氏
名
ヲ
株
券
二
記
載
シ
タ
ル
ト
キ

ハ
質
権
者
ハ
会
社
ヨ
リ
利
益
若
ハ
利
息
ノ
配
当
、
残
余
財
産
ノ
配

分
又
ハ
前
条
ノ
金
銭
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
他
ノ
債
権
者
二
先
チ
テ
自
己

ノ
債
権
ノ
弁
済
ニ
充
ツ
ル
コ
ト
ヲ
得

民
法
第
一
一
一
百
六
十
七
条
第
一
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準

用
ス

第
一
項
ノ
質
権
者
ハ
会
社
一
一
対
シ
前
条
第
一
項
ノ
株
主
ノ
受
ク
ベ

キ
株
券
ノ
引
渡
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
十
条
会
社
〈
左
一
一
褐
グ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
自
己
ノ
株
式

ヲ
取
得
シ
又
ハ
質
権
ノ
目
的
ト
シ
テ
之
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

｜
株
式
ノ
消
却
ノ
為
一
一
ス
ル
ト
キ

一
一
合
併
又
ハ
他
ノ
会
社
ノ
営
業
全
部
ノ
譲
受
一
一
因
ル
ト
キ

三
会
社
ノ
権
利
ノ
実
行
一
一
当
り
其
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
為
必
要
ナ

ル
ト
キ

第
二
百
十
一
条
前
条
第
一
号
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
会
社
ハ
遅
滞
ナ
ク

株
式
失
効
ノ
手
続
ヲ
為
シ
第
一
一
号
及
第
一
一
一
号
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
相

当
ノ
時
期
一
一
株
式
又
ハ
質
権
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
十
一
一
条
株
式
ハ
資
本
減
少
ノ
規
定
二
従
フ
ニ
非
ザ
レ
バ
之

ル
者
ハ
其
ノ
他
人
ト
連
帯
シ
テ
株
金
ノ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負
う

第
二
百
二
条
株
式
ノ
金
額
ハ
均
一
ナ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

株
式
ノ
金
額
ハ
五
十
円
ヲ
下
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
｜
時
一
一
株
金
ノ

全
額
ヲ
払
込
ム
ベ
キ
場
合
一
一
限
り
之
ヲ
二
十
円
迄
二
下
ス
コ
ト
ヲ

得

第
二
百
一
一
一
条
株
式
か
数
人
ノ
共
有
二
属
ス
ル
ト
キ
ハ
共
有
者
は
株

主
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ベ
キ
者
一
人
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

株
主
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ベ
キ
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
共
有
者
一
一
対
ス
ル
会

社
ノ
通
知
又
ハ
催
告
ハ
其
ノ
｜
人
一
一
対
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
足

レノ共
有
者
〈
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
株
金
ノ
払
込
ヲ
為
ス
義
務
ヲ
負

う

第
二
百
四
条
株
式
ハ
之
ヲ
他
人
二
譲
渡
ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
定
款
ヲ

以
テ
其
ノ
譲
渡
ノ
禁
止
又
ハ
制
限
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

株
券
ノ
発
行
前
一
一
為
シ
タ
ル
株
式
ノ
譲
渡
ハ
会
社
一
一
対
シ
其
ノ
効

力
ヲ
生
ゼ
ズ

第
二
百
五
条
記
名
株
式
ノ
譲
渡
ハ
株
券
ノ
裏
書
二
依
リ
テ
之
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
得
但
シ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ

ズ手
形
法
第
十
一
一
条
、
第
十
三
条
及
第
十
四
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ハ
株

(462） 9３（463） 9２ 
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ヲ
消
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
定
款
ノ
規
定
二
基
キ
株
主
一
一
配
当

ス
ベ
キ
利
益
ヲ
以
テ
ス
ル
場
合
〈
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

第
三
百
七
十
七
条
ノ
規
定
ハ
株
式
ヲ
消
却
ス
ル
場
合
一
一
之
ヲ
準
用

ス

第
一
一
百
十
一
一
一
条
株
金
ノ
払
込
ハ
其
ノ
期
日
ノ
ー
週
間
前
二
之
ヲ
各

株
主
一
一
催
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

株
主
ガ
払
込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
更
一
一
期
日
ヲ
定
メ
其
ノ

期
日
迄
一
一
払
込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
二
於
テ
株
式
ヲ
処
分
ス

ベ
キ
旨
ヲ
其
ノ
株
主
及
株
主
名
簿
一
一
記
載
ア
ル
質
権
者
二
通
知
ス

ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
通
知
〈
期
日
ノ
’
一
週
間
前
一
一
之
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
会
社
ハ
其
ノ
株
主
ノ
氏
名
及
住
所
、
株
券

ノ
番
号
並
一
一
通
知
事
項
ヲ
公
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
十
四
条
会
社
ガ
前
条
第
一
項
及
第
二
項
二
定
ム
ル
手
続
ヲ

践
ミ
タ
ル
モ
株
主
ガ
払
込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
〈
株
式
ヲ
競

売
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
他
ノ
方
法
一
一
依

り
之
ヲ
売
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

会
社
ハ
株
式
ノ
処
分
一
一
因
リ
テ
得
ダ
ル
金
額
ヨ
リ
滞
納
金
額
及
定

款
ヲ
以
テ
定
メ
タ
ル
違
約
金
ノ
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
ヲ
従
前
ノ

株
主
一
一
払
戻
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

ノ
払
込
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
其
ノ
株
主
及
株
主
名
輔
二
記

臓
ア
ル
質
権
者
二
対
シ
一
一
週
間
内
一
一
株
券
ヲ
会
社
二
提
出
ス
ベ
キ

旨
ヲ
通
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
提
出
ナ
キ
株
券
ハ

其
ノ
効
カ
ヲ
失
う

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
会
社
ハ
遅
滞
ナ
ク
失
効
シ
タ
ル
株
券
ノ
番

号
並
―
―
其
ノ
株
主
ノ
氏
名
及
住
所
ヲ
公
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
十
九
条
第
一
一
百
十
四
条
第
一
一
一
項
一
一
定
ム
ル
譲
渡
人
ノ
責
任

ハ
株
式
ノ
譲
渡
ヲ
株
主
名
簿
二
記
載
シ
タ
ル
後
二
年
内
一
一
会
社
か

第
一
一
百
十
一
一
一
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
払
込
ノ
催
告
ヲ
発
シ
タ
ル

株
金
一
一
関
ス
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

発
起
人
か
会
社
ノ
設
立
一
一
際
シ
テ
引
受
ケ
タ
ル
株
式
一
一
付
会
社
ノ

成
立
後
五
年
内
二
払
込
ノ
催
告
ヲ
発
シ
タ
ル
株
金
一
一
関
シ
テ
ハ
発

起
人
ハ
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
第
一
一
百
十
四
条
第
一
一
一
項
一
一
定
ム
ル

譲
渡
人
ノ
責
任
ヲ
負
う

第
一
一
百
二
十
条
株
式
ノ
譲
渡
人
ガ
第
一
一
百
十
四
条
第
一
一
一
項
ノ
不
足

額
ヲ
弁
済
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
株
券
又
ハ
株
主
名
簿
一
一
記
載
ア
ル
後
者

全
員
一
一
対
シ
償
還
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

発
起
人
か
前
条
第
一
一
項
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
不
足
額
ヲ
弁
済
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
ノ
後
者
中
前
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
責
任
ヲ
負
う

者
及
其
ノ
後
者
全
員
一
一
対
シ
テ
ノ
ミ
前
項
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

株
式
ノ
処
分
二
因
リ
テ
得
ダ
ル
金
額
か
滞
納
金
額
一
一
満
タ
ザ
ル
場

合
一
一
於
テ
ハ
会
社
ハ
従
前
ノ
株
主
一
一
対
シ
不
足
額
ノ
弁
済
ヲ
請
求

シ
若
従
前
ノ
株
主
ガ
ニ
週
間
内
二
之
ヲ
弁
済
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
譲
渡

人
一
一
対
シ
テ
其
ノ
弁
済
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
一
百
十
五
条
会
社
ハ
前
条
第
一
項
ノ
処
分
一
一
著
手
ス
ル
日
ノ
ー
一

週
間
前
一
一
株
式
ノ
譲
渡
人
ニ
シ
テ
第
一
一
百
十
九
条
ノ
規
定
二
依
リ

テ
責
任
ヲ
負
フ
モ
ノ
ニ
対
シ
其
ノ
処
分
ヲ
為
ス
ベ
キ
旨
ノ
通
知
ヲ

発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

譲
渡
人
ガ
株
式
ノ
処
分
二
先
チ
滞
納
金
額
及
定
款
ヲ
以
テ
定
メ
タ

ル
違
約
金
ノ
額
以
上
ノ
金
額
ヲ
提
供
シ
テ
株
式
ノ
買
受
ヲ
申
出
デ

タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
其
ノ
譲
渡
人
一
一
対
シ
申
出
価
額
ヲ
以
テ
株
式

ヲ
譲
渡
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
百
十
六
条
第
一
一
百
十
四
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
株
式
ノ
競

売
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
其
ノ
結
果
ヲ
得
ザ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
資
本
減
少

ノ
規
定
一
一
従
ヒ
テ
其
ノ
株
式
ヲ
消
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一

於
テ
ハ
第
一
一
百
十
四
条
第
三
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
一
一
百
十
七
条
前
三
条
ノ
規
定
〈
会
社
ガ
損
害
賠
償
及
定
款
ヲ
以

テ
定
メ
タ
ル
違
約
金
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
一
一
百
十
八
条
株
主
ガ
第
一
一
百
十
一
一
一
条
第
二
項
ノ
期
日
迄
二
株
金

得償
還
ヲ
為
シ
タ
ル
譲
渡
人
ハ
更
一
一
自
己
ノ
後
者
全
員
二
対
シ
償
還

ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
二
十
一
条
株
金
ノ
払
込
期
日
後
二
株
式
ヲ
譲
渡
シ
タ
ル
者

ハ
会
社
一
一
対
シ
株
主
ト
連
帯
シ
テ
其
ノ
株
金
ノ
払
込
ヲ
為
ス
義
務

ヲ
負
う

第
一
一
百
二
十
一
一
条
会
社
か
数
種
ノ
株
式
ヲ
発
行
ス
ル
場
合
一
一
於
テ

ハ
利
益
若
ハ
利
息
ノ
配
当
又
ハ
残
余
財
産
ノ
分
配
一
一
付
株
式
ノ
種

類
一
一
従
上
格
別
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
定
款
一
一
定
ナ
キ
ト
キ
ト
錐
モ
資
本
ノ
増
加

若
ハ
減
少
又
ハ
会
社
ノ
合
併
ノ
決
議
一
一
於
テ
新
株
ノ
引
受
、
株
式

ノ
併
合
若
ハ
消
却
又
ハ
合
併
一
一
因
ル
株
式
ノ
割
当
一
一
関
シ
株
式
ノ

種
類
一
一
従
上
格
別
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
一
一
百
十
三
条
株
主
名
簿
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス’
株
、
王
ノ
氏
名
及
住
所

二
各
株
主
ノ
有
ス
ル
株
式
ノ
種
類
及
数
並
二
株
券
ノ
番
号

三
各
株
二
付
払
込
ミ
タ
ル
株
金
額
及
払
込
ノ
年
月
日

四
各
株
式
ノ
取
得
ノ
年
月
日

五
無
記
名
式
ノ
株
券
ヲ
発
行
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
数
、
番
号
及

(464） 9４ 9５（465） 
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発
行
ノ
年
月
日

第
一
一
百
一
一
十
四
条
会
社
ノ
株
主
一
一
対
ス
ル
通
知
又
ハ
催
告
〈
株
主

名
簿
二
記
載
シ
タ
ル
株
主
ノ
住
所
又
〈
其
ノ
者
ガ
会
社
一
一
通
知
シ

タ
ル
住
所
二
宛
ツ
ル
ヲ
以
一
丁
足
ル

前
項
ノ
通
知
又
ハ
催
告
〈
通
常
其
ノ
到
達
ス
ベ
カ
リ
シ
時
一
一
到
達

倣
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス

前
二
項
ノ
規
定
〈
株
式
申
込
人
、
株
式
引
受
人
、
従
前
ノ
株
主
、

株
式
ノ
譲
渡
人
又
ハ
質
権
者
一
一
対
ス
ル
通
知
又
ハ
催
告
一
一
之
ヲ
準

用
ス

第
一
一
百
二
十
五
条
株
券
ニ
ハ
左
ノ
事
項
及
番
号
ヲ
記
載
シ
取
締
役

之
一
一
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
会
社
ノ
商
号

二
会
社
成
立
ノ
年
月
日

三
・
資
本
ノ
総
額

四
一
株
ノ
金
額

五
数
種
ノ
株
式
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
株
式
ノ
内
容

六
株
式
ノ
譲
渡
ノ
禁
止
若
ハ
制
限
又
ハ
株
券
ノ
裏
書
ノ
禁
止
ヲ

定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
規
定

一
時
ニ
株
金
ノ
全
額
ヲ
払
込
マ
シ
メ
ザ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
払
込
ア

ル
毎
二
其
ノ
金
額
ヲ
株
券
二
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

雛
三
節
会
社
の
機
関

第
一
款
株
主
総
会

第
二
百
一
一
一
十
一
条
総
会
ハ
本
法
二
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
取
締
役
之
ヲ
招
集
ス

第
一
一
百
一
一
一
十
二
条
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
ニ
ハ
会
日
ヨ
リ
一
一
週
間
前
一
一

各
株
主
一
一
対
シ
テ
其
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
通
知
ニ
ハ
会
議
ノ
目
的
ダ
ル
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス会
社
ガ
無
記
名
式
ノ
株
券
ヲ
発
行
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
会
日
ヨ

リ
一
一
一
週
間
前
一
一
総
会
ヲ
開
ク
ベ
キ
旨
及
会
議
ノ
目
的
ダ
ル
事
項
ヲ

公
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
一
一
一
項
ノ
規
定
〈
議
決
権
ナ
キ
株
主
一
一
付
テ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ズ

第
一
一
百
一
一
一
十
一
一
一
条
総
会
ハ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ

外
本
店
ノ
所
在
地
又
ハ
之
一
一
隣
接
ス
ル
地
一
一
之
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト

ヲ
要
ス

第
一
一
百
三
十
四
条
定
時
総
会
ハ
毎
年
一
回
一
定
ノ
時
期
二
之
ヲ
招

集
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

年
一
一
回
以
上
利
益
ノ
配
当
ヲ
為
ス
会
社
ニ
在
リ
テ
ハ
毎
決
算
期
一
一

総
会
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
三
十
五
条
臨
時
総
会
ハ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
随
時
之
ヲ
招
集

第
一
一
百
一
一
十
六
条
株
券
〈
会
社
ノ
成
立
後
二
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
発
行

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

ユ
別
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
発
行
シ
タ
ル
株
券
〈
無
効
ト
ス
但
シ
株

券
ヲ
発
行
シ
タ
ル
者
一
一
対
ス
ル
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
一
一
百
一
一
十
七
条
無
記
名
式
ノ
株
券
ハ
定
款
二
定
ア
ル
場
合
一
一
限

り
株
金
全
額
ノ
払
込
ア
リ
タ
ル
株
式
一
一
付
之
ヲ
発
行
ス
ル
コ
ト
ヲ

得株
主
ハ
何
時
ニ
テ
モ
其
ノ
無
記
名
式
ノ
株
券
ヲ
記
名
式
ト
為
ス
コ

ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
二
十
八
条
無
記
名
式
ノ
株
券
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
株
券
ヲ
会
社

一
一
供
託
ス
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
株
主
ノ
権
利
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
一
百
一
一
十
九
条
小
切
手
法
第
一
一
十
一
条
ノ
規
定
ハ
株
券
二
之
ヲ

準
用
ス

株
主
名
簿
二
記
載
ア
ル
株
主
ノ
為
シ
タ
ル
裏
書
ガ
真
正
ナ
ラ
ザ
ル

場
合
一
一
於
テ
会
社
二
就
キ
調
査
ヲ
為
サ
バ
其
ノ
真
偽
ヲ
判
別
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ズ

第
一
一
百
一
一
一
十
条
株
券
〈
公
示
催
告
ノ
手
続
一
一
依
り
テ
之
ヲ
無
効
ト

為
ス
コ
ト
ヲ
得

株
券
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
者
ハ
除
権
判
決
ヲ
得
ル
ー
一
非
ザ
レ
バ
其
ノ
再

発
行
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

ス
，

臨
時
総
〈
云
ハ
監
査
役
モ
亦
之
ヲ
招
集
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
総
会
二

於
テ
ハ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル
為
特
一
一
検

査
役
ヲ
専
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
一
百
一
一
一
十
六
条
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ガ
総
会
ヲ
招
集
ス
ル
ー
ー
ハ

各
其
ノ
過
半
数
ノ
決
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
一
一
一
十
七
条
資
本
ノ
十
分
ノ
｜
以
上
一
一
当
ル
株
主
ハ
会
議
ノ

目
的
ダ
ル
事
項
及
招
集
ノ
理
由
ヲ
記
載
シ
タ
ル
書
面
ヲ
取
締
役
一
一

提
出
シ
テ
総
会
ノ
招
集
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
後
二
週
間
内
一
一
取
締
役
か
総
会
招
集
ノ
手

続
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
株
主
ハ
裁
判
所
ノ
許
可

ヲ
得
テ
其
ノ
招
集
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
規
定
二
依
リ
テ
招
集
シ
タ
ル
総
会
二
於
テ
ハ
招
集
ノ
費

用
ハ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
株
主
ノ
負
担
ト
ス
ル
旨
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ

得

第
一
一
百
三
十
八
条
総
会
ハ
取
締
役
ノ
提
出
シ
タ
ル
書
類
及
監
査
役

ノ
報
告
書
ヲ
調
査
セ
シ
ム
ル
為
特
一
一
検
査
役
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ

得

第
一
一
百
一
一
一
十
九
条
総
会
ノ
決
議
ハ
本
法
又
ハ
定
款
ニ
別
段
ノ
定
ア

ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
出
席
シ
タ
ル
株
主
ノ
議
決
権
ノ
過
半
数
ヲ
以
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四
第
二
間
六
十
六
条
又
ハ
第
一
一
百
八
十
条
ノ
規
定
二
依
ル
取
締

役
又
〈
監
査
役
ノ
責
任
ノ
免
除

第
二
百
六
十
八
条
又
〈
第
一
一
百
七
十
九
条
ノ
規
定
ハ
前
項
第
四
号

ノ
決
議
ア
リ
タ
ル
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

第
二
百
四
十
六
条
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
会
社
か
其
ノ
成
立
後
一
一

年
内
一
一
其
ノ
成
立
前
ヨ
リ
存
在
ス
ル
財
産
ニ
シ
テ
営
業
ノ
為
二
継

続
シ
テ
使
用
ス
ベ
キ
モ
ノ
ヲ
資
本
ノ
ー
十
分
ノ
｜
以
上
二
当
ル
対

価
ヲ
以
テ
取
得
ス
ル
契
約
ヲ
為
ス
場
合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
二
百
四
十
七
条
総
会
招
集
ノ
手
続
又
ハ
決
議
ノ
方
法
か
法
令
若

ハ
定
款
一
一
違
反
シ
又
ハ
箸
シ
ク
不
公
正
ナ
ル
ト
キ
ハ
株
主
、
取
締

役
又
ハ
監
査
役
〈
訴
ヲ
以
テ
決
議
ノ
取
梢
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

決
議
か
第
三
百
四
十
一
一
一
条
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
為
サ
レ
タ
ル
ト
キ

亦
同
ジ

第
八
十
八
条
、
第
百
五
条
第
三
項
第
四
項
及
第
百
九
条
ノ
規
定
ハ

前
項
ノ
訴
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
二
百
四
十
八
条
決
議
取
梢
ノ
訴
ハ
決
議
ノ
日
ヨ
リ
｜
月
内
一
一
之

ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

口
頭
弁
論
ハ
前
項
ノ
機
関
ヲ
過
程
シ
タ
ル
後
二
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
開

始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
百
四
十
九
条
株
主
か
決
議
取
梢
ノ
訴
ヲ
提
起
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

テ
之
ヲ
為
ス

無
記
名
式
ノ
株
券
ヲ
有
ス
ル
者
〈
会
日
ヨ
リ
一
週
間
前
一
一
株
券
ヲ

会
社
一
一
供
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

株
主
ハ
代
理
人
ヲ
以
テ
其
ノ
議
決
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ

代
理
人
ハ
代
理
権
ヲ
証
ス
ル
書
面
ヲ
会
社
一
一
差
出
ダ
ス
コ
ト
ヲ
要

ス総
〈
エ
ノ
決
議
二
付
特
別
ノ
利
害
関
係
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
議
決
権
ヲ
行

使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
百
四
十
条
前
条
第
四
項
ノ
規
定
二
依
リ
テ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ザ
ル
議
決
権
ノ
数
〈
同
条
第
一
項
ノ
議
決
権
ノ
数
一
一
之
ヲ
算
入

セ
ズ

第
二
百
四
十
一
条
各
株
主
ハ
一
株
一
一
付
一
個
ノ
議
決
権
ヲ
有
ス
但

シ
定
款
ヲ
以
テ
十
一
株
以
上
ヲ
有
ス
ル
株
主
ノ
議
決
権
ヲ
制
限
シ

又
ハ
株
式
ノ
譲
受
ヲ
株
主
名
簿
一
一
記
載
シ
タ
ル
後
六
月
ヲ
超
エ
ザ

ル
株
主
一
一
議
決
権
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

会
社
ハ
其
ノ
有
ス
ル
自
己
ノ
株
式
一
一
付
テ
ハ
議
決
権
ヲ
有
セ
ズ

第
一
一
百
四
十
一
一
条
会
社
ガ
数
種
ノ
株
式
ヲ
発
行
ス
ル
場
合
一
一
於
テ

ハ
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
或
種
類
ノ
株
式
一
一
付
株
主
二
議
決
権
ナ
キ
モ

ノ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
種
類

ノ
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
二
第
百
九
十
七
条
第
一
項
、
第
一
一
百
三
十

会
社
ノ
請
求
一
一
因
り
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
其

ノ
株
主
ガ
取
締
役
又
ハ
監
査
役
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

第
一
一
百
五
十
条
決
議
シ
タ
ル
事
項
ノ
登
記
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ

決
議
取
梢
ノ
判
決
か
確
定
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地

一
一
於
テ
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
五
十
一
条
決
議
取
梢
ノ
訴
ノ
提
起
ア
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ

決
議
ノ
内
容
、
会
社
ノ
現
況
其
ノ
他
一
切
ノ
事
情
ヲ
掛
酌
シ
テ
其

ノ
取
梢
ヲ
不
適
当
テ
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
請
求
ヲ
棄
却
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
二
百
五
十
一
一
条
第
八
十
八
条
、
第
百
五
条
第
一
一
一
項
第
四
項
、
第

百
九
条
、
第
一
一
百
四
十
九
条
及
第
二
百
五
十
条
ノ
規
定
ハ
総
会
ノ

決
議
ノ
内
容
ガ
法
令
又
ハ
定
款
一
一
違
反
ス
ル
コ
ト
ヲ
理
由
ト
シ
テ

決
議
ノ
無
効
ノ
確
認
ヲ
請
求
ス
ル
訴
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
百
五
十
一
一
一
条
株
主
か
第
一
一
百
三
十
九
条
第
四
項
ノ
規
定
ニ
依

り
議
決
権
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
リ
シ
場
合
一
一
於
テ
決
議
か
著

シ
ク
不
当
ニ
シ
テ
其
ノ
株
主
か
議
決
権
ヲ
行
使
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
阻
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
リ
シ
モ
ノ
ナ
ル
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
株
主

〈
訴
ヲ
以
テ
決
議
ノ
取
消
又
〈
変
更
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
十
八
条
、
第
百
五
条
第
三
項
第
四
項
、
第
百
九
条
及
第
一
一
百

四
十
八
条
乃
至
第
一
一
百
五
十
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
訴
一
一
之
ヲ
準
用

七
条
第
一
項
第
一
一
項
、
第
一
一
百
四
十
五
条
第
一
一
項
、
第
二
百
六
十

八
条
第
一
項
、
第
一
一
百
七
十
九
条
第
一
項
、
第
一
一
百
九
十
四
条
第

一
項
、
第
四
百
一
一
十
六
条
第
一
一
項
及
第
四
百
一
一
一
十
条
第
二
項
ノ
権

利
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

前
項
ノ
株
式
ノ
株
金
総
額
ハ
資
本
ノ
四
分
ノ
ー
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ

第
一
一
百
四
十
三
条
総
会
二
於
テ
ハ
延
期
又
ハ
続
行
ノ
決
議
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
第
一
一
百
三
十
一
一
条
ノ
規
定
ヲ
適
用

セ
ズ

第
一
一
百
四
十
四
条
総
会
ノ
議
事
一
一
付
テ
ハ
議
事
録
ヲ
作
ル
コ
ト
ヲ

要
ス

議
事
録
ニ
ハ
議
事
ノ
過
程
ノ
要
領
及
其
ノ
結
果
ヲ
記
載
シ
議
長
並

一
一
出
席
シ
タ
ル
取
締
役
及
監
査
役
之
一
一
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
四
十
五
条
会
社
ガ
左
ノ
行
為
ヲ
為
ス
ニ
ハ
第
三
百
四
十
一
一
一

条
一
一
定
ム
ル
決
議
一
一
依
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
営
業
ノ
全
部
又
〈
一
部
ノ
譲
渡

二
営
業
全
部
ノ
賃
貸
、
其
ノ
経
営
ノ
委
任
、
他
人
ト
営
業
上
ノ

損
益
全
部
ヲ
共
通
一
一
ス
ル
契
約
其
ノ
他
之
一
一
準
ズ
ル
契
約
ノ
締

結
、
変
更
又
ハ
解
約

三
他
ノ
会
社
ノ
営
業
全
部
ノ
譲
受
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ス

第
二
款
取
締
役

第
一
一
百
五
十
四
条
取
締
役
ハ
株
主
総
会
二
於
一
丁
之
ヲ
選
任
ス

会
社
ト
取
締
役
ト
ノ
間
ノ
関
係
ハ
委
任
一
一
関
ス
ル
規
定
一
一
従
う

第
一
一
百
五
十
五
条
取
締
役
ハ
三
人
以
上
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
五
十
六
条
取
締
役
ノ
任
期
ハ
三
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

但
シ
定
款
ヲ
以
テ
任
期
中
ノ
最
終
ノ
決
算
期
一
一
関
ス
ル
定
時
総
会

ノ
終
結
一
一
至
ル
迄
其
ノ
任
期
ヲ
伸
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
二
百
五
十
七
条
取
締
役
ハ
何
時
ニ
テ
モ
株
主
総
会
ノ
決
議
ヲ
以

テ
之
ヲ
解
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
任
期
ノ
定
ア
ル
場
合
一
一
於
テ
正

当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
其
ノ
任
期
ノ
満
了
前
一
一
之
ヲ
解
任
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
取
締
役
ハ
会
社
二
対
シ
解
任
一
一
因
リ
テ
生
ジ
タ
ル
損
害

ノ
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
五
十
八
条
法
律
又
ハ
定
款
二
定
メ
タ
ル
取
締
役
ノ
員
数
ヲ

欠
ク
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
任
期
ノ
満
了
又
ハ
辞
任
一
一
因
リ

テ
退
任
シ
タ
ル
取
締
役
ハ
新
一
一
選
任
セ
ラ
レ
タ
ル
取
締
役
ノ
就
職

ス
ル
迄
価
取
締
役
ノ
権
利
義
務
ヲ
有
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
監
査

役
其
ノ
他
利
害
関
係
人
ノ
請
求
一
一
因
り
一
時
取
締
役
ノ
職
務
ヲ
行

フ
ベ
キ
者
ヲ
選
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
本
店
及
支

第
二
百
六
十
三
条
取
締
役
ハ
定
款
及
総
会
ノ
議
事
録
ヲ
本
店
及
支

店
一
一
、
株
主
名
簿
及
社
債
原
簿
ヲ
本
店
一
一
備
置
ク
コ
ト
ヲ
要
ス

株
主
及
会
社
ノ
債
権
者
ハ
営
業
時
間
内
何
時
一
一
テ
モ
前
項
一
一
褐
グ

ル
書
類
ノ
閲
覧
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
一
一
百
六
十
四
条
取
締
役
ハ
株
主
総
会
ノ
認
許
ア
ル
ー
ー
非
ザ
レ
パ

自
己
若
〈
第
三
者
ノ
為
二
会
社
ノ
営
業
ノ
部
類
二
属
ス
ル
取
引
ヲ

為
、
ン
又
ハ
同
種
ノ
営
業
ヲ
目
的
ト
ス
ル
他
ノ
会
社
ノ
無
限
責
任
社

員
若
ハ
取
締
役
卜
為
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

取
締
役
か
前
項
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
テ
自
己
ノ
為
二
取
引
ヲ
為
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
株
主
総
会
ハ
之
ヲ
以
テ
会
社
ノ
為
二
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ト

看
倣
ス
コ
ト
ヲ
得

前
項
一
一
定
ム
ル
権
利
〈
監
査
役
ノ
ー
人
ガ
其
ノ
取
引
ヲ
知
リ
タ
ル

時
ヨ
リ
一
一
月
間
之
ヲ
行
使
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
消
滅
ス
取
引
ノ
時
ヨ
リ

｜
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
亦
同
ジ

第
二
百
六
十
五
条
取
締
役
ハ
監
査
役
ノ
承
認
ヲ
得
タ
ル
ト
キ
ニ
限

り
自
已
又
ハ
第
三
者
ノ
為
二
会
社
ト
取
引
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
此
ノ

場
合
一
一
於
テ
ハ
民
法
第
百
八
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ズ

第
二
百
六
十
六
条
取
締
役
ガ
其
ノ
任
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

取
締
役
ハ
会
社
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
一
一
任
ズ

取
締
役
ガ
法
令
又
ハ
定
款
一
一
違
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

‐
１
１
 

店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
五
十
九
条
定
款
ヲ
以
テ
取
締
役
ノ
有
ス
ベ
キ
株
式
ノ
数
ヲ

定
メ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
取
締
役
ハ
其
ノ
員

数
ノ
株
券
ヲ
監
査
役
一
一
供
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
六
十
条
会
社
ノ
業
務
執
行
ハ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ

ハ
取
締
役
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
支
配
人
ノ
選
任
及
解
任
亦

同
ジ

第
二
百
六
十
一
条
取
締
役
ハ
各
自
会
社
ヲ
代
表
ス

前
項
ノ
規
定
ハ
定
款
若
ハ
株
主
総
会
ノ
決
議
ヲ
以
テ
会
社
ヲ
代
表

ス
ベ
キ
取
締
役
ヲ
定
メ
、
数
人
ノ
取
締
役
ガ
共
同
シ
若
ハ
取
締
役

か
支
配
人
ト
共
同
シ
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
定
〆
又
ハ
定

款
ノ
規
定
一
一
基
キ
取
締
役
ノ
互
選
ヲ
以
テ
会
社
ヲ
代
表
ス
ベ
キ
取

締
役
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
三
十
九
条
第
一
一
項
及
第
七
十
八
条
ノ
規
定
ハ
取
締
役
二
之
ヲ
準

用
ス

第
二
百
六
十
一
一
条
社
長
、
副
社
長
、
専
務
取
締
役
、
常
務
取
締
役

其
ノ
他
会
社
ヲ
代
表
ス
ル
権
限
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ベ
キ
名
称

ヲ
付
シ
タ
ル
取
締
役
ノ
為
シ
タ
ル
行
為
一
一
付
テ
ハ
会
社
ハ
其
ノ
者

ガ
代
表
権
ヲ
有
セ
ザ
ル
場
合
ト
錐
モ
善
意
ノ
第
一
一
一
者
二
対
シ
テ
其

ノ
責
一
一
任
ズ

株
主
総
会
ノ
決
議
ニ
依
り
ダ
ル
場
合
卜
錐
モ
其
ノ
取
締
役
〈
第
三

者
一
一
対
シ
連
帯
シ
テ
損
害
賠
償
ノ
責
二
任
ズ

第
一
一
百
六
十
七
条
株
主
総
会
一
一
於
テ
取
締
役
二
対
シ
テ
訴
ヲ
提
起

ス
ル
コ
ト
ヲ
決
議
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
決
議
ノ
日
ヨ
リ
ー
月
内

一
一
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
訴
二
付
テ
ハ
株
主
総
会
ノ
決
議
一
一
依
ル
ー
非
ザ
レ
バ
取
下
、

和
解
又
ハ
請
求
ノ
放
棄
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
一
百
六
十
八
条
株
主
総
会
二
於
テ
取
締
役
一
一
対
シ
テ
訴
ヲ
提
起

ス
ル
コ
ト
ヲ
否
決
シ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
会
日
ノ
一
一
一
月
前
ヨ
リ
引
続

キ
資
本
ノ
十
分
ノ
ー
以
上
一
一
当
ル
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
ガ
訴
ノ
提

起
ヲ
監
査
役
一
一
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
会
社
〈
請
求
ノ
日
ヨ
リ
｜
月

内
一
一
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
請
求
ハ
総
会
終
結
ノ
日
ヨ
リ
三
月
内
二
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ

要
ス

第
一
項
ノ
訴
二
付
テ
ハ
訴
提
起
ノ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
株
主
ノ
議
決

権
ノ
過
半
数
ノ
同
意
ア
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
取
下
、
和
解
又
ハ
請
求
ノ

放
棄
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
項
ノ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
株
主
ハ
監
査
役
ノ
請
求
一
一
因
り
相
当

ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

会
社
ガ
敗
訴
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
請
求
ヲ
為
シ
タ
ル
株
主
ハ
会
社
二
対

(470） 100 
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シ
ー
ア
ノ
ミ
損
害
賠
償
ノ
責
一
一
任
ズ

２
 

第
第
一
一
百
六
十
九
条
取
締
役
か
受
ク
ベ
キ
報
酬
ハ
定
款
ニ
其
ノ
額
ヲ

塒定メザリシトキハ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ定ム
第
第
一
一
百
七
十
条
取
締
役
ノ
選
任
決
議
ノ
無
効
又
ハ
取
梢
ノ
訴
ノ
提

鮮
起
ア
リ
タ
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
本
案
ノ
管
轄
裁
判
所
〈
当
事
者
ノ
申

院
立
二
因
り
仮
処
分
ヲ
以
一
丁
取
締
役
ノ
職
務
ノ
執
行
ヲ
停
止
シ
又
ハ

膵之ヲ代行スル者ヲ選任スルコトヲ得本案ノ繋属前ト錐モ
神
急
迫
ナ
ル
事
情
ア
ル
ト
キ
亦
同
ジ

裁
判
所
〈
当
事
者
ノ
申
立
一
一
因
り
前
項
ノ
仮
処
分
ヲ
変
更
シ
又
ハ

之
ヲ
取
梢
ス
コ
ト
ヲ
得

前
一
一
項
ノ
処
分
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
店
及
支
店
ノ
所
在
地
一
一
於
テ

其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
一
百
七
十
一
条
前
条
ノ
職
務
代
行
者
〈
仮
処
分
命
令
一
一
別
段
ノ

定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
会
社
ノ
常
務
一
一
属
セ
ザ
ル
行
為
ヲ
為
ス

コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
特
一
一
本
案
ノ
管
轄
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
ダ
ル
場

合
〈
此
ノ
限
一
一
在
一
フ
ズ

職
務
代
行
者
前
項
ノ
規
定
一
一
違
反
シ
タ
ル
ト
キ
ト
錐
モ
会
社
ハ
善

意
ノ
第
一
一
一
者
一
一
対
シ
テ
其
ノ
責
一
一
任
ズ

第
一
一
百
七
十
一
一
条
急
迫
ナ
ル
事
情
ア
ル
ト
キ
ハ
第
一
一
百
三
十
七
条

ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
取
締
役
ノ
解
任
ヲ
目
的
ト
ス
ル
総
会
ノ
招
集
ヲ

第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
リ
テ
取
締
役
ノ
職
務
ヲ
行
う
監
査
役
ハ
第
一
一

百
八
十
三
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
従
上
株
主
総
会
ノ
承
認
ヲ
得
ル
迄

〈
監
査
役
ノ
職
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
一
百
七
十
七
条
会
社
か
取
締
役
一
一
対
シ
又
ハ
取
締
役
か
会
社
一
一

対
シ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
其
ノ
訴
一
一
付
テ
ハ
監
査
役
会

社
ヲ
代
表
ス
但
シ
株
主
総
会
ハ
他
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
代
表
セ
シ
ム
ル

コ
ト
ヲ
得

第
一
一
百
六
十
八
条
第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
株
主
ガ
取
締
役
二
対
シ

テ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
特
一
一
代
表
者
ヲ
指

定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
百
七
十
八
条
監
査
役
か
会
社
又
ハ
第
三
者
二
対
シ
テ
損
害
賠

償
ノ
責
二
任
ズ
ベ
キ
場
合
二
於
テ
取
締
役
モ
亦
其
ノ
責
一
一
任
ズ
ベ

キ
ト
キ
ハ
其
ノ
監
査
役
及
取
締
役
ハ
之
ヲ
連
帯
債
務
者
ト
ス

第
一
一
百
七
十
九
条
株
主
総
会
一
一
於
テ
監
査
役
一
一
対
シ
テ
訴
ヲ
提
起

ス
ル
コ
ト
ヲ
決
議
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
之
ヲ
否
決
シ
タ
ル
場
合
一
一
於

テ
会
日
ノ
一
一
一
月
前
ヨ
リ
引
続
キ
資
本
ノ
十
分
ノ
｜
以
上
一
一
当
ル
株

式
ヲ
有
ス
ル
株
主
か
訴
ノ
提
起
ヲ
取
締
役
一
一
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

会
社
ハ
決
議
又
ハ
請
求
ノ
日
ヨ
リ
ー
月
内
一
一
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト

ヲ
要
ス

第
一
一
百
六
十
七
条
第
一
一
項
、
第
二
百
六
十
八
条
第
一
一
項
乃
至
第
五

項
及
第
一
一
百
七
十
七
条
第
一
項
但
書
第
一
一
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場

合
一
一
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
百
八
十
条
第
二
百
五
十
四
条
、
第
一
一
百
五
十
六
条
但
書
、
第

一
一
百
五
十
七
条
、
第
一
一
百
五
十
八
条
、
第
一
一
百
六
十
六
条
第
一
一

百
六
十
九
条
、
第
一
一
百
七
十
条
及
第
一
一
百
七
十
一
一
条
ノ
規
定
ハ
監

査
役
｜
一
之
ヲ
準
用
ス

第
四
節
会
社
ノ
計
算

第
一
一
百
八
十
一
条
取
締
役
ハ
定
時
総
会
ノ
会
日
ヨ
リ
ニ
週
間
前
二

左
ノ
書
類
ヲ
監
査
役
一
一
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
財
産
目
録

二
貸
借
対
照
表

三
営
業
報
告
書

四
損
益
計
算
書

五
準
備
金
及
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
一
一
関
ス
ル
議
案

第
二
百
八
十
一
一
条
取
締
役
ハ
定
時
総
会
ノ
会
日
ノ
｜
週
間
前
ヨ
リ

前
条
一
一
褐
グ
ル
書
類
及
監
査
役
ノ
報
告
ヲ
本
店
二
備
置
ク
コ
ト
ヲ

要
ス

株
主
及
会
社
ノ
債
権
者
ハ
営
業
時
間
内
何
時
ニ
テ
モ
前
項
二
褐
グ

ル
書
類
ノ
閲
覧
ヲ
求
メ
又
ハ
会
社
ノ
定
メ
タ
ル
費
用
ヲ
支
払
ヒ
テ

其
ノ
謄
本
若
ハ
抄
本
ノ
交
付
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

請
求
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
取
締
役
ノ
職
務
ノ
執
行
ノ
停
止
又
ハ
職
務

代
行
者
ノ
選
任
ヲ
裁
判
所
一
一
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
取
締
役
ノ
解
任

ヲ
目
的
ト
ス
ル
総
会
ヲ
招
集
シ
タ
ル
取
締
役
又
ハ
監
査
役
亦
同
ジ

第
一
一
百
七
十
条
第
一
一
項
第
一
一
一
項
及
前
条
ノ
規
定
〈
前
項
ノ
場
ム
ロ
ニ

之
ヲ
準
用
ス第
三
款
監
査
役

第
一
一
百
七
十
三
条
監
査
役
ノ
任
期
ハ
一
一
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
一
一
百
七
十
四
条
監
査
役
ハ
何
時
ニ
テ
モ
取
締
役
二
対
シ
テ
営
業

ノ
報
告
ヲ
求
〆
又
ハ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調
査
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
二
百
七
十
五
条
監
査
役
ハ
取
締
役
ガ
株
主
総
会
一
一
提
出
セ
ン
ト

ス
ル
書
類
ヲ
調
査
シ
株
主
総
会
一
一
其
ノ
意
見
ヲ
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス

第
二
百
七
十
六
条
監
査
役
ハ
取
締
役
又
ハ
支
配
人
ヲ
兼
ヌ
ル
コ
ト

ヲ
得
ズ
但
シ
取
締
役
中
二
欠
員
ア
ル
ト
キ
ハ
取
締
役
及
監
査
役
ノ

協
議
ヲ
以
一
丁
監
査
役
中
ヨ
リ
ー
時
取
締
役
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ベ
キ
者

ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
但
者
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
其
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
本
店
ノ

所
在
地
一
一
於
テ
ハ
一
一
週
間
、
支
店
ノ
所
在
地
二
於
テ
ハ
一
一
一
週
間
内

一
一
其
ノ
登
記
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
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モ
ノ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
会
社
ハ
定
款
ヲ
以
テ
其
ノ
開
業
前
一
定
ノ

期
間
内
一
定
ノ
利
息
ヲ
株
主
一
一
配
当
ス
ベ
キ
旨
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ

得
但
シ
其
ノ
利
率
ハ
年
五
分
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

前
項
ノ
定
款
ノ
規
定
ハ
裁
判
所
ノ
認
可
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
一
項
ノ
規
定
一
一
依
り
テ
配
当
シ
タ
ル
金
額
〈
之
ヲ
貸
借
対
照
表

ノ
資
産
ノ
部
一
一
計
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於
テ
ハ
年
六
分

ヲ
超
ユ
ル
利
益
ヲ
配
当
ス
ル
毎
一
一
其
ノ
超
過
額
ト
同
額
以
上
ノ
金

額
ヲ
償
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
九
十
一
一
条
前
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
テ
利
息
ヲ
配
当
ス

ル
会
社
か
其
ノ
資
本
ヲ
増
加
ス
ル
場
合
一
一
於
テ
ハ
新
株
二
対
シ
テ

モ
亦
利
息
ヲ
配
当
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
定
款
一
一
別
段
ノ
定
ア
ル

ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一
在
ラ
ズ

前
項
ノ
配
当
ヲ
為
ス
場
合
一
一
於
テ
ハ
配
当
期
間
ヲ
伸
長
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

前
条
ノ
規
定
ハ
前
二
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス

第
一
一
百
九
十
一
一
一
条
利
益
又
ハ
利
息
ノ
配
当
ハ
定
款
二
依
リ
テ
払
込

ミ
タ
ル
株
金
額
ノ
割
合
二
応
ジ
テ
之
ヲ
為
ス
但
シ
第
一
一
百
一
一
十
二

条
第
一
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
二
百
九
十
四
条
会
社
ノ
業
務
ノ
執
行
一
一
関
シ
不
正
ノ
行
為
又
ハ

法
令
若
ハ
定
款
一
一
違
反
ス
ル
重
大
ナ
ル
事
実
ア
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ベ

第
一
一
百
八
十
一
一
一
条
取
締
役
ハ
第
二
百
八
十
一
条
二
褐
グ
ル
書
類
ヲ

定
時
総
会
一
一
提
出
シ
テ
其
ノ
承
認
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

取
締
役
ハ
前
項
ノ
承
認
ヲ
得
ダ
ル
後
遅
滞
ナ
ク
貸
借
対
照
表
ヲ
公

告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
八
十
四
条
定
時
総
会
一
一
於
テ
前
条
第
一
項
ノ
承
認
ヲ
為
シ

タ
ル
後
二
年
内
一
一
別
段
ノ
決
議
ナ
キ
ト
キ
ハ
会
社
ハ
取
締
役
又
ハ

監
査
役
一
一
対
シ
テ
其
ノ
責
任
ヲ
解
除
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
但
シ

取
締
役
又
ハ
監
査
役
一
一
不
正
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
一
一

在
ラ
ズ

第
二
百
八
十
五
条
財
産
目
録
二
記
載
ス
ル
営
業
用
ノ
固
定
財
産
二

付
テ
ハ
其
ノ
取
得
価
額
又
ハ
製
作
価
額
ヲ
超
ユ
ル
価
額
、
取
引
所

ノ
相
場
ア
ル
有
価
証
券
二
付
テ
ハ
其
ノ
決
算
期
前
一
月
ノ
平
均
価

格
ヲ
超
ユ
ル
価
額
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
百
八
十
六
条
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
七
号
ノ
規
定
ニ
依
り

支
出
シ
タ
ル
金
額
及
設
立
登
記
ノ
為
一
一
支
出
シ
タ
ル
税
額
〈
之
ヲ

貸
借
対
照
表
ノ
資
産
ノ
部
一
一
計
上
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於

テ
ハ
会
社
成
立
ノ
後
、
若
開
業
前
一
一
利
息
ヲ
配
当
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ

定
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
配
当
ヲ
止
メ
タ
ル
後
五
年
内
一
一
毎
決
算
期

二
於
一
丁
均
等
額
以
上
ノ
償
却
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
二
百
八
十
七
条
社
債
権
者
二
償
還
ス
ベ
キ
金
額
ノ
総
額
ガ
社
債

キ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
三
月
前
ヨ
リ
引
続
キ
資
本
ノ
十
分
ノ
一
以
上

一
一
当
ル
株
式
ヲ
有
ス
ル
株
主
ハ
会
社
ノ
業
務
及
財
産
ノ
状
況
ヲ
調

査
セ
シ
ム
ル
為
裁
判
所
一
一
検
査
役
ノ
選
任
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

検
査
役
ハ
其
ノ
調
査
ノ
結
果
ヲ
裁
判
所
一
一
報
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
一
一
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
監
査

役
ヲ
シ
テ
株
主
総
会
ヲ
招
集
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
一
一
於

テ
ハ
第
百
八
十
一
条
第
二
項
及
第
百
八
十
四
条
第
一
一
項
ノ
規
定
ヲ

準
用
ス

第
二
百
九
十
五
条
身
元
保
証
金
ノ
返
還
ヲ
目
的
ト
ス
ル
債
権
其
ノ

他
会
社
ト
使
用
人
ト
ノ
間
ノ
ー
雇
傭
関
係
一
一
基
キ
生
ジ
タ
ル
債
権
ヲ

有
ス
ル
者
ハ
会
社
ノ
総
財
産
ノ
上
一
一
先
取
特
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